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第１章 総則  

 
 

第１節  計画の目 的  

 

この 計画は、災害対 策基本 法（昭 和 ３６年 法律第 ２ ２ ３号 ）及び 原 子 力災 害 対策

特 別 措 置 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 １ ５ ６ 号 、 以 下 「 原 災 法 」 と い う 。） に 基 づ き 、原

子力 事業者の 原子炉 の運転 及 び放射 性 物質 の 事 業 所外運 搬 に よ り 、放射 性 物 質 又は

放 射 線 が 異 常 な 水 準 で 事 業 所 外 へ 放 出 さ れ る こ と に よ る 原 子 力 災 害 の 発 生 及 び 拡

大を 防止し、原子 力 災害の 復旧を図 るため に 必 要な 対 策に つ いて 、市、指 定地方 行

政機 関、指 定公共 機関及び 指 定地 方 公 共 機 関等 の 防災 関 係 機関が と るべ き 措 置 を定

め、総合的 か つ計 画 的な原 子力防災 事務又 は 業 務の 遂 行に よ って 、市民の 生 命、身

体及 び財産を 原子力 災害か ら 保護す る こと を 目 的 とする 。  

 

 
 
 
  

第２節  計画の性 格  

 

１． 伊万里市 の地域 に係る 原 子力災 害 対策 の 基 本 となる 計 画  

こ の 計 画 は 、 伊 万 里 市 の 地 域 に 係 る 原 子 力 災 害 対 策 の 基 本 と な る も の で あ り 、

国 の 防 災 基 本 計 画 原 子 力 災 害 対 策 編 並 び に 佐 賀 県 地 域 防 災 計 画 及 び 原 災 法 第 ６

条の ２第１項 の規定 により 原 子力規 制 委 員 会が 定 める「 原子 力 災害対 策 指針」（ 令

和４ 年７月６ 日改正 ）に基 づいて 作 成 し たも ので あ っ て 、指 定 行政機 関 、指 定地

方行 政機関、指定 公 共機 関及 び指 定地 方 公共 機 関 が作成 す る 防 災業 務 計画と 整 合

性を 図りなが ら、緊 密に連 携 を図っ た う え で作 成 した も の であ る 。  

市 及 び 関 係 機 関 は 、 想 定 さ れ る 事 態 に 対 応 で き る よ う 対 策 を 講 じ る こ と と し 、

不 測 の 事 態 が 発 生 し た 場 合 で あ っ て も 対 処 し 得 る よ う な 体 制 を 整 備 す る も の と

する 。  

２． 伊万里市 地域防 災計画 に おける 他 の災 害 対 策 との関 係  

こ の 計 画 は 、「 伊 万 里 市 地 域 防 災 計 画 」 の 「 原 子 力 災 害 対 策 編 」 と し て 定 め る

もの であり、こ の計画 に 定めの ない事 項 に つい て は、「 伊 万 里 市地 域 防災計 画（ 第

２編 風水害対 策、第 ３編地 震 ・津波 災 害 対 策）」 による も のと す る 。  

３． 原子力事 業者防 災業務 計 画との 関 係  

原子 力 事業者 が防災 業務計 画 を 作成 又 は修 正 す る に当たっ て は、この 計 画 との

整合 性を図る ととも に、必要な 事 項 に つい ては 、具体的 な 計 画を 定 め て おく も の

とす る。  

４． 計画の修 正  

この 計 画は、災害 対策基本 法第４ ２ 条の 規 定 に 基 づき、毎 年検 討 を 加 え、国 の

防 災 基 本 計 画 及 び 佐 賀 県 地 域 防 災 計 画 の 見 直 し 等 に よ り 修 正 の 必 要 が あ る と 認

めら れる場合 には、 これを 変 更する も の と する 。  
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第３ 節  計画 の周知 徹底  

 

この 計画は、関 係行政 機関、関 係 公共 機 関 及 び その 他 防 災 関係 機 関 に 対し 周 知徹

底を 図るとと もに、特 に 必要 と認 め ら れる も のに つ い ては市 民 へ の 周知 を 図 るもの

とす る。  

また 、防 災関係 機関に おい ては 、この計 画 の習 熟 に 努め ると と も に、必要に 応じ

て細 部の活動 計画等 を作成 し 、防災 対 策に 万 全 を 期すも の と す る 。  
 
  
  

 

第 ４ 節  原 子 力 災 害 対 策 を 重 点 的 に 実 施 す べ き 地 域 の 範 囲 及 び 当 該 地 域 に お け

る防 護措置の 概要  

 

防災 資機材、緊 急 時モ ニ タリン グ 設 備 、非 常 用 通 信機器 等 の 整備 、避難計 画 の策

定等 の原子力 災害対 策を重 点 的に実 施 すべ き 地 域 の範囲 に つ い て は、原 子 力 災害対

策指 針におい て示さ れてい る 目安や 設 定の 考 え 方 を踏ま え 、本 市 に おい て は 以下の

とお りとする 。  

１．予防的 防 護措 置 を準備 する区域（ Precautionary Action Zone。以 下 、「Ｐ Ａ Ｚ」

とい う。）及び Ｐ ＡＺ に おける 防護措 置 の 概要  

ＰＡ Ｚ は、急 速に 進 展す る事 故に お い て も放射 線被ば く による 重 篤な 確 定 的影

響等 を回避し 又は最 小化す る ため、Ｅ Ａ Ｌに 応じ て 、即 時避 難 を実施 す る等、通

常 の 運 転 及 び 停 止 中 の 放 射 性 物 質 の 放 出 量 と は 異 な る 水 準 で 放 射 性 物 質 が 放 出

され る前の段 階から 予防的 に 防護措 置 を 準 備す る 区域 で あ り、玄海 原 子力発 電 所

３号 機及び４ 号機に おいて は 、そ の範 囲 を玄 海 原 子力発 電 所 か らお お むね半 径 ５

㎞の 円内を含 む地域 とする 。   

ＰＡ Ｚ におい ては、原 子 力施設 に おい て 異 常 事 態が 発 生 し た 場合 に は 、放 射性

物質 の環境へ の放出 前の段 階 から、原 子 力施 設 等 の状態 が 原 子 力災 害 対策指 針 に

おい て定める 以下の 緊急事 態 区分の い ず れ に該 当 する か を 判断 し 、該 当する 区 分

に応 じて同指 針に定 める緊 急 時活動 レ ベ ル （ Emergency Action Level。 以 下 「 Ｅ

ＡＬ 」という 。） に基づ く避 難 等の 予 防 的防護 措置を 準 備 し、 実 施 す る。  
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緊急事態区分の概要 

区分 対象事象等 概   要 

警 

戒 

事 

態 

警戒事象（特定事象

に至る可能性があ

る事故・故障等又は

こ れ に 準 ず る 事

故・故障等）が発生

した段階 

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急の

ものではないが、原子力施設における異常事象の発生又はそのおそ

れがあるため、情報収集や、緊急時モニタリングの準備、原子力災

害対策指針で規定される施設敷地緊急事態要避難者の避難等の防

護措置の準備を開始する必要がある段階 

施
設
敷
地
緊
急
事
態 

特定事象（原災法第

１０条第１項前段

の規定により通報

を行うべき事象）が

発生した段階 

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性

のある事象が生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた

避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある段階 

全
面
緊
急
事
態 

原子力緊急事態（原

災法第２条第２号

に規定する原子力

緊急事態）が発生し

た段階 

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性

が高い事象が生じたため、重篤な確定的影響を回避し又は最小化す

るため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護措置

を実施する必要がある段階 

  なお、本 市に お いては 、当該 区 域に 該 当 する区 域はな い が、事 態の規 模、時間

的な 推移に応 じて、国 の 指示 によ って 本 市 に おいて も段 階 的 に避 難 措置等 の 予防

的な 防護措置 を実施 す るこ とが ある 。  

  また、上記 緊急事 態 への万 が 一の 進 展 に 備 え、さ ら に 前段階 と して 、玄 海町で

震 度 ５ 弱 又 は ５ 強 の 地 震 が 発生 し た 場 合 を 、「 情 報 収 集 事 態 」 と し 、 国 、 県 、 玄

海町 、唐津市 と連絡 体 制の 確立 等を 行 う 。  

２ ． 緊 急 時 防 護 措 置 を 準 備 す る 区 域 （ Urgent Protective action planning Zone。

以下 、「 ＵＰＺ 」 とい う 。） 及び 防護 措 置 の 概要  

ＵＰ Ｚ は、確率的 影響のリ スクを 低 減す る た め 、Ｅ ＡＬ 、防護 措 置の 実 施 を判

断 す る 基 準 と し て 原 子 力 災 害 対 策 指 針 に お い て 定 め る 運 用 上 の 介 入 レ ベ ル

（ Operational Intervention Level。 以 下 「 Ｏ Ｉ Ｌ 」 と い う 。） に 基 づ き 緊 急 時

防護 措置を準 備する 区域で あ り、玄海 原 子力 発 電 所３号 機 及 び ４号 機 におい て は、

その 範囲を発 電所か ら半径 ３ ０㎞の 円 内 と する が 、本 市にお い ては、全 市的 な 取

り組 みによる 効果的 で効率 的 な防災 対 策 の 推進 を 図る た め 、玄 海原 子 力発電 所 か

らお おむね半 径３０ ㎞円外 と なる大 川 内 町 、松 浦 町 、二 里 町 の 一部 の 地域を 含 め

た市 内全域を 対象地 域とす る 。  

ＵＰ Ｚ におい ては、原子 力緊 急事 態 と な った際 にはＥ Ａ Ｌに基 づ く予 防 的 防護

措置 として、 原則と して屋 内 退避を 実 施 す る。  

また 、ＵＰ Ｚにお いては、放射 性 物質が 環 境 へ 放出 され た 場合 に は 、緊急 時 の

環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ （ 以 下 「 緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 」 と い う 。） に よ る 測 定 結

果を 、ＯＩＬ と照ら し合わ せ 、必要 な 防 護 措置 を 実施 す る 。  
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なお 、玄海 原子力 発電所１ 号機及 び ２号 機 は 、核原 料物 質、核 燃 料物 質 及 び原

子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律 第 ４ ３ 条 の ３ の ３ ３ の 規 定 に 基 づ く 廃 止 措 置 計 画 の 認

可を 受け、かつ 、照 射済 燃料 集合 体が 十 分な 期 間 冷却さ れ た も のと し て原子 力 規

制 委 員 会 が 定 め た 発 電 用 原 子 炉 施 設 と し て 平 成 ３ ０ 年 ２ 月 及 び 令 和 ２ 年 １ ２ 月

の冷 却告示に おいて 定めら れ ている 。  

この 告 示によ り、１ 号機 及び ２号 機 に お ける原 子力災 害 対策重 点 区域 は 発 電所

から おおむね ５㎞の 円内が Ｕ ＰＺと な り 、３ 号 機 及び４ 号 機 に おけ る ＰＡＺ と 同

一の 範囲とな る。  

 

第５ 節  災害 の想定  

 

市 は 、 原 子 力 災 害 に 関 し 必 要な 対 策 を 講 じ る た め 、 原 子 力 災 害 の 特 性 を 把 握 し 、

国及 び県の指 導、助言 及 び原 子力 事 業 者の 支 援を 得 な がら災 害 想 定 の検 討 に 努める 。 

 

 

第６ 節  防災 関係機 関の 事 務又は 業 務の大 綱  

 

原 子 力 防 災 に 関 し 、 市 、 県 、県 内 の 他 市 町 、 指 定 地 方 行 政 機 関 、 指 定 公 共 機 関 、

指 定 地 方 公 共 機 関 及 び 公 共 的 団 体 等 の 防 災 関 係 機 関 が 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の

大綱 は、伊万 里 市地域 防災計 画 第１編 総 則 第 ２章 第 ２節 に 定 める「処 理 すべ き 事務

又は 業務の大 綱」によ る ものと す る。加 え て、特 に 原 子力防 災 に 関 する 事 項 につい

て記 載すべき 事項に ついて は 、次の と おり と す る 。  

１． 市  

処理 す べき事 務又は 業 務  

(1)  原子力 防災体制 の 整備 に関 す る こと  

(2)  応急対 策活動に 要する 資機材等 の整備 に 関 す ること  

(3)  通信施 設及び通 信連絡 体制の整 備に関 す る こ と  

(4)  環境条 件の把握 に関す ること  

(5) 原 子力防災 に関 す る知識 の 普及・ 啓発に 関 す るこ と  

(6) 教 育及び訓 練の 実 施に関 す ること  

(7) 他 の市町と の相 互 応援に 関 するこ と  

(8) 事 故発生時 にお け る国、 県 等との 連絡調 整 に 関す るこ と  

(9) 災 害に関す る情 報 収集、 伝 達及び 広報に 関 す るこ と  

(10) 緊急時 モニタ リン グ への協 力 に関 す る こと  

(11) 住民等 の退避 、避 難 誘導及 び 救助 並 び に立 入 制限 に 関する こ と  

(12)  行 政 機関 、学 校 等の 退避 に 関す る こ と  

(13) 被災者 の救助 、医 療 救護等 の 措置 及 び 支援 （ 収容 を 含む） に 関する こ と  

(14)  被 ばく者 の診断及 び 措置 へ の 協 力に関 す るこ と  

(15) 災害時 の交通 及び 輸 送の確 保 に関 す る こと  

(16) 要配慮 者対策 に関 す ること  
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処理 す べき事 務又は 業 務  

(17) 汚染飲 食物の 摂取 制 限に関 す るこ と  

(18) 汚染農 林水産 物等 の 出荷制 限 等に 関 す るこ と  

(19) 文教対 策に関 する こ と  

(20) 放射性 物質に よる 汚 染の除 去 に関 す る こと  

(21) 放射性 物質の 付着 し た廃棄 物 の処 理 に 関す る こと  

(22) 各種制 限措置 の解 除 に関す る こと  

(23) 損害賠 償の請 求等 に 必要な 資 料の 整 備 に関 す るこ と  

(24) 風評被 害等の 影響 の 軽減に 関 する こ と  

(25) その他 災害対 策に 必 要な措 置 に関 す る こと  

２． 伊万里・ 有田消 防本部 （ 以下「 消 防本 部 」 と いう）  

処理 す べき事 務又は 業 務  

(1) 住 民等の 退 避及 び 避難誘 導並び に 人 命の 救 助に関 す るこ と  

(2) 一 般傷病 者 の救 急 看護に 関する こ と  

(3) 被 ばく者 の 診断 及 び措置 への協 力 に 関す る こと  

(4) 避 難等の 誘 導に 係 る資料 の整備 に 関 する こ と  

(5) 防 護対策 を 講ず べ き地域 の消防 対 策 に関 す ること  
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３． 県  

処理 す べき事 務又は 業 務  

(1) 原 子力防災 体制 の 整備に 関 するこ と  

(2) 通 信施設及 び通 信 連絡体 制 の整備 に関す る こ と  

(3) 緊 急時モニ タリ ン グ施設 及 び体制 の整備 に 関 する こと  

(4) 応 急対策活 動に 要 する資 機 材等の 整備に 関 す るこ と  

(5) 環 境条件の 把握 に 関する こ と  

(6) 原 子力防災 に関 す る知識 の 普及啓 発に関 す る こと  

(7) 教 育及び訓 練の 実 施に関 す ること  

(8) 事 故発生時 にお け る国、 市 町等と の連絡 調 整 に関 する こ と  

(9) 国 等から派 遣さ れ る専門 家 等の受 入及び 調 整 に関 する こ と  

(10)  自衛 隊の災 害 派遣に 関する こ と  

(11) 他の都 道府県 との 相 互応援 に 関す る こ と  

(12) 災害に 関する 情報 収 集及び 伝 達に 関 す るこ と  

(13) 緊急時 モニタ リン グ の実施 に 関す る こ と  

(14) 市町長 に対す る住 民 等の退 避 及び 避 難 並び に 立入 制 限の指 示・助 言に 関 す

るこ と  

(15) 被災者 の救助 、医 療 救護等 の 措置 及 び 支援 に 関す る こと  

(16) 被ばく 者の診 断及 び 措置に 関 する こ と  

(17) 行政機 関、学 校等 の 退避に 関 する こ と  

(18) 市町長 に対す る汚 染 飲食物 の 摂取 制 限 の指 示 等に 関 するこ と  

(19) 市町長 に対す る汚 染 農林水 産 物等 の 出 荷制 限 の指 示 等に関 す ること  

(20)  災害 時の交 通 及び輸 送の確 保 に 関す る こと  

(21) 要 配 慮者 対策 に 関す るこ と  

(22) 災害時 の文教 対策 に 関する こ と  

(23) 放射性 物質に よる 汚 染の除 去 に関 す る こと  

(24) 放射性 物質の 付着 し た廃棄 物 の処 理 に 関す る こと  

(25) 市町長 に対す る各 種 制限措 置 の解 除 の 指示 に 関す る こと  

(26) 風評被 害等の 影響 の 軽減に 関 する こ と  

(27) その他 災害対 策に 必 要な措 置 に関 す る こと  

 

４． 県警察  

機   関   名  処 理 すべ き 事 務 又は業 務  

佐賀 県警 察  

 

(1) 住 民 等の退 避及び 避 難 誘 導に関 す ること  

(2) 危 険箇 所 及 び立入 禁止地 区 並びに そ の周 辺 の 警

戒、 警備 に関 す る こ と  

(3) 避 難 路及び 緊急交 通 路 の 確保に 関 するこ と  

(4)  交 通 の混乱 の 防止 及 び 交通 秩序 の 確 保に 関 するこ

と  

(5)  被 災 者 の救 出 及び 負 傷 者等の 救 護に関 す るこ と  

(6)  警 察 災 害派 遣 隊等 に 関 するこ と  
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５． 県内の他 市町（ 玄海町 、 唐津市 を 除く ）  

処理 す べき事 務又は 業 務  

(1) 玄 海町、唐 津市 、 伊万里 市 の住民 等の避 難 受 入に 係る 協 力に関 す ること  

 

６． 指定地方 行政機 関  

機  関  名  処理 す べ き 事務又 は 業 務  

(1) 九 州管 区警 察 局  ①  警察 災 害 派遣 隊 等の 運 用 及び広 域 応 援 の指 導 調整に

関す るこ と  

②  広域 的 な 交通 規 制の 指 導 調整に 関 す る こと  

③  災害 に 関 する 情 報収 集 及 び連絡 調 整 に 関す る こと  

(2) 福 岡財 務支 局  

（佐 賀財務事 務所）  

①  災害 時 の 財政 金 融、 国 有 財産の 管 理 及 び調 整 に関す

るこ と  

(3) 九 州厚 生局  ①  関係 職 員の 現 地派 遣 に 関 す ること  

②  独立 行 政 法人 国 立病 院 機 構への 救 護 班 の出 動 要請及

び連 絡調 整、 被 災 傷 病者の 収容 ・ 治 療の 要 請に関 す る

こと  

(4) 九 州農 政局  

 

①  災害 時 の 農地 、 農業 用 施 設、家 畜 ・ 家 きん 、 農畜水

産物 等に 関す る 状 況 の把握 及び 安 全 性確 認 のため の 指

導に 関す るこ と  

②  応急 用 食 料等 の 確保 等 に 関する 指 導 に 関す る こと  

③  農林 漁 業 者等 の 経営 維 持 安定に 必 要 な 資金 の 融通等

の指 導に 関す る こ と  

④  被災 地 周 辺の 家 畜 ･家 き ん 、飼 料、た い 肥 、農 林畜 水

産物 等の 移動 制 限 及 び解除 に関 す る 指導 に 関する こ と  

⑤  災害 時 に おけ る 食料 の 供 給、価 格 動 向 等の 情 報につ

いて の消 費者 相 談 に 関する こと  

 

(5) 九 州森 林管 理 局  

（佐 賀森林管 理署）  

①  林野 、 林 産物 の 状況 の 把 握に関 す る こ と  

 

(6) 九 州経済産 業局  ①  災害 時 の 物価 安 定対 策 に 関する こ と  

②  被災 商 工 業者 へ の支 援 に 関する こ と  

③  災害 時 に おけ る 生活 必 需 品、復 旧 資 材 等防 災 関係物

資の 円滑 な供 給 の 確 保に関 する こ と  
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機  関  名  処理 す べ き 事務又 は 業 務  

(7) 九 州運 輸局  

（佐 賀運輸支 局、  

佐賀 運輸 支局 唐 津

庁舎 ) 

①  災害 時 に おけ る 輸送 用 車 両のあ っ せ ん ・確 保 、船舶

の調 達・ あっ せ ん に 関する こと  

②  自動 車 運 送業 者 に対 す る 運送命 令 等 に 関す る こと  

③  運送 等 の 安全 確 保に 関 す る指導 等 に 関 する こ と  

④  関係 機 関 及び 関 係輸 送 機 関との 連 絡 調 整に 関 するこ  

 と  

(8) 大 阪航 空局  

（福 岡空港事 務所、  

佐賀 空 港出張 所）  

①  航空 機 に よる 輸 送の 安 全 確保に 必 要 な 措置 に 関する

こと  

②  指定 地 域 上空 の 飛行 規 制 とその 周 知 徹 底に 関 するこ  

 と  

(9) 第 七管 区  

海上 保安本部  

（唐 津海上保 安部）  

①  災害 時 に おけ る 船舶 の 退 避及び 立 入 制 限の 措 置に関  

する こと  

②  緊急 時 海 上モ ニ タリ ン グ の支援 に 関 す るこ と  

③  救援 物 資 、避 難 者等 の 緊 急海上 輸 送 の 応援 に 関する  

こと  

④  海上 に お ける 救 急・ 救 助 活動の 実 施 に 関す る こと  

(10) 福岡管 区  

気象 台   

（佐 賀地方気 象台）  

①  災害 時 に おけ る 気象 情 報 の発表 及 び 伝 達に 関 するこ  

と  

②  緊急 モ ニ タリ ン グ本 部 へ の支援 に 関 す るこ と  

(11) 九州総 合通信 局  

 

①  災害 時 に おけ る 電気 通 信 の確保 及 び 非 常通 信 の統制

管理 に関 する こ と  

(12) 佐賀労 働局  ①  労働 者 の被 ば く 管理の 監督指 導 に関 す る こと  

②  労働 災 害 調査 及 び労 働 者 の労災 補 償 に 関す る こと  

(13) 九州地 方整備 局  

（佐 賀国道 事 務所 、

武雄 河川 事務 所 、筑

後川 河川 事務 所 ）  

①  国管 理 の 国道 、 一級 河 川 の管理 及 び 調 整に 関 するこ  

 と  

②  交通 規 制 及び 輸 送路 の 確 保に関 す る こ と  
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７． 自衛隊  

機  関  名  処理 す べ き 事務又 は 業 務  

(1) 陸 上自 衛隊  

西部 方面隊  

①  緊急 時 空 中モ ニ タリ ン グ 及び空 中 輸 送 の支 援 に関す  

るこ と  

②  住民 の 避 難等 に おけ る 陸 上輸送 支 援 に 関す る こと  

③  その 他 災 害応 急 対策 の 支 援に関 す る こ と  

(2) 海 上自 衛隊  

佐世 保地方隊  

①  緊急 時 海 上モ ニ タリ ン グ 及び海 上 輸 送 の支 援 に関す  

るこ と  

②  住民 の 避 難等 に おけ る 海 上輸送 支 援 に 関す る こと  

③  その 他 災 害応 急 対策 の 支 援に関 す る こ と  

(3) 航 空自 衛隊  

西部 航空方面 隊  

①  その 他 災 害応 急 対策 の 支 援に関 す る こ と  
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８． 指定公共 機関  

機  関  名  処理 す べ き 事務又 は 業 務  

(1) 西 日本電 信 電話  

株式 会社  

（佐 賀支店）  

①  災害 時 に おけ る 通信 の 確 保に関 す る こ と  

(2) 株 式会社Ｎ ＴＴ

ドコ モ（ 佐賀 支 店） 

(3)ＫＤ ＤＩ株 式 会社  

(4) ソ フトバ ン ク  

株式 会社  

(5) 楽 天モバ イ ル  

  株式 会社  

(6) 日 本銀行  

(福岡支 店 、佐 賀事

務所 ) 

①  通貨 の 円 滑な 供 給確 保 に 関する こ と  

②  災害 時 に おけ る 金融 機 関 に対す る 緊 急 措置 の 指導等

に関 する こと  

(7) 日 本赤十 字 社  

(佐賀県 支部 ) 

①  災害 時 に おけ る 医療 救 護 等の実 施 に 関 する こ と  

(8) 日 本放送 協 会  

（佐 賀放送局 ）  

①  災害 情 報 の伝 達 に関 す る こと  

②  原子 力 防 災知 識 の普 及 に 関する こ と  

(9) 西 日本高 速 道路  

株 式 会 社 ( 九 州 支

社、佐賀高 速道路 事  

務所 、久留 米管理 事

務所 、長崎 高速道 路

事務 所 ) 

①  高速 自 動 車道 路 の維 持 、 管理、 修 繕 、 改良 及 び災害

復旧 に関 する こ と  

(10) 九州旅 客鉄道  

株式 会社  

①  災害 対 策 に必 要 な物 資 、 人員の 緊 急 輸 送の 協 力に関

する こと  

(11) 日本貨 物鉄道  

株式 会社（九 州支

社）  

①  鉄道 施 設 等の 防 災管 理 及 び被災 時 の 復 旧に 関 するこ

と  

②  災害 対 策 に必 要 な物 資 、 人員の 緊 急 輸 送の 協 力に関

する こと  

(12) 日本通 運株式  

会社 (佐 賀支店 ) 

①  災害 対 策 に必 要 な物 資 、 人員の 緊 急 輸 送の 協 力に関

する こと  

(13) 日本郵 便株式 会  

社佐 賀中央郵 便局  

①  災害 時 に おけ る 郵政 業 務 の確保 に 関 す るこ と  

②  災害 時 に おけ る 郵政 業 務 に係る 災 害 特 別事 務 取扱及

び援 護対 策に 関 す る こと  
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９． 指定地方 公共機 関  

機  関  名  処理 す べ き 事務又 は 業 務  

(1) 地方 独立行政 法  

人佐 賀県医療 セン

ター 好生館  

①  災害 時 に おけ る 入院 患 者 等の安 全 確 保 に関 す ること  

②  被災 者 に 対す る 医療 救 護 の実施 に 関 す るこ と   

(2) 公 益 社団法 人  

佐賀 県トラッ ク協会  

①  災害 対 策 に必 要 な物 資 、 人員の 緊 急 輸 送の 協 力に関  

する こと  

(3) 一 般 社団法 人  

佐賀 県バス・タクシー

協会  

(4) 株 式 会社  

エフ エム佐賀  

①  災害 時 に おけ る 通信 の 確 保に関 す る こ と  

②  原子 力 防 災知 識 の普 及 に 関する こ と  

(5) 株 式 会社  

サガ テレビ  

(6) 長 崎放送株 式会

社Ｎ Ｂ Ｃラジ オ  

佐賀 局  

(7) 一 般社 団法 人  

佐賀 県医師会  

①  災害 時 に おけ る 医療 救 護 活動へ の 協 力 に関 す ること  

(8) 公 益社 団法 人  

佐賀 県看護協 会  

①  災害 時 に おけ る 看護 、 保 健指導 ・ 支 援 に関 す ること  

(9) 一 般社 団法 人  

佐賀 県歯科医 師会  

①  災害 時 に おけ る 医療 救 護 活動へ の 協 力 に関 す ること  

(10) 一般社 団法人  

佐賀 県薬剤師 会  

(11) 社会福 祉法人  

伊万 里市社会 福祉  

協議 会  

①  県・ 市 が 行う 被 災者 状 況 調査へ の 協 力 に関 す ること  

 

１０ ．公共的 団体及 び防災 上 重要な 施 設の 管 理 者 等  

機  関  名  処理 す べ き 事務又 は 業 務  

(1) 農 業協同組 合、  

農業 共済組合 、森林  

組 合 及 び 漁 業 協 同  

組合 、商 工 会議 所 及  

び商 工会  

①  県、 市 町 が行 う 被害 状 況 調査、 災 害 応 急対 策 等への

協力 ・連 携に 関 す る こと  

 

(2) 商 工会議所 、商

工会  

①  県、 市 が 行う 被 害状 況 調 査、災 害 応 急 対策 等 への協

力・ 連携 に関 す る こ と  
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(3) 佐 賀大学医 学部

附属 病 院  

①  災害 時 に おけ る 入院 患 者 等の安 全 確 保 に  

関す るこ と  

②  被災 者 に 対す る 医療 救 護 の実施 に 関 す るこ と  

(4) 病 院等医療 施  

設の 管 理者  

(5) 社 会 福祉施 設  

の管 理者  

①  災害 時 に おけ る 施設 入 所 者の安 全 確 保 に関 す ること  

(6) 私 立 学校等 の  

設置 者等  

①  災害 時 に おけ る 幼児 、 児 童及び 生 徒 の 安全 確 保に関  

する こと  

②  災害 時 に おけ る 文教 対 策 の実施 に 関 す るこ と  

(7) そ の他法令 又  

はこ の 計画に より  

防災 に 関する 責務  

を有 す る者  

①  法令 又 は この 計 画に 定 め られた 防 災 対 策に 関 するこ  

 と  

 

１１ ．原子力 事業者  

機  関  名  処理 す べ き 事務又 は 業 務  

九州 電力株式 会社  ①  原 子力 発 電 所の災 害予防 に関 す るこ と  

②  原子 力 発 電所 の 防災 体 制 の整備 に 関 す るこ と  

③  緊急 時 の 応急 対 策活 動 体 制の整 備 に 関 する こ と  

④  通信 連 絡 施設 及 び通 信 連 絡体制 の 整 備 に関 す ること  

⑤  応急 対 策 活動 に 要す る 資 機材等 の 整 備 に関 す ること  

⑥  緊急 時 モ ニタ リ ング 設 備 及び機 器 類 の 整備 に 関する

こと  

⑦  教育 及 び 訓練 の 実施 に 関 するこ と  

⑧  原子 力 防 災に 関 する 知 識 の普及 ・ 啓 発 に関 す ること  

⑨  事故 発 生 時に お ける 国 、 県、市 町 等 へ の通 報 連絡に

関す るこ と  

⑩  災害 状 況 等の 把 握及 び 防 災関係 機 関 へ の情 報 提供に

関す るこ と  

⑪  原子 力 発 電所 の 施設 内 の 応急対 策 に 関 する こ と  

⑫  緊急 時 モ ニタ リ ング の 実 施に関 す る こ と  

⑬  県、 関 係 市町 、 防災 関 係 機関が 実 施 す る防 災 対策へ

の協 力に 関す る こ と  

⑭  原子 力 災 害医 療 措置 の 実 施のた め の 協 力に 関 するこ

と  

⑮  相談 窓 口 の設 置 等災 害 復 旧に関 す る こ と  
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第２章 災害予防対策計画  

 
 

第１節  基本方針  

 

本章 は、災 害対 策 基本 法 及び 原災 法に 基 づ き 実施す る災 害 予 防体 制 の整備 を 中心

に定 める。  

 
 
  

第２ 節  原子 力事業 者が 作 成する 防 災業務 計画に 対 す る意 見 提 出 等  

 

１． 原子力事 業者防 災業務 計 画の協 議  

原子 力 事業者 が、原 子力 事業 者防 災 業 務 計画を 作成又 は 修正す る 場合 に お いて 、

県等 と協議す る際は 、市は 、県に 対 し市地 域防災 計 画 と の整 合 性 を保 つ ため、意

見を 提出する 。  

２． 原子力防 災管理 者の選 任 等の届 出 の受 領  

原子 力 事業者 から県 に対し 、原子 力 防 災 組織の 原子力 防 災要員 現 況届 出 や 原子

力防 災管理者 又は副 原子力 防 災管理 者 の 選 任又 は 解任 届 出 、放 射線 測 定設備 及 び

原子 力防災資 機材の 現況届 出 があっ た 場 合 は、市 は当該 届 出 に 係る 書 類の写 し を

県か ら受領す る。  

 

 

第３ 節  立入 調査へ の同 行  

 

市は 、県が玄 海原子力 発電所 で 異 常が 発 生し た 場 合 、及 び 周辺 地 域 住 民の 安 全確

保 の た め 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に 実 施 す る 発 電 所 施 設 内 そ の 他 必 要 な 場 所 へ の  

立入 調査に、 必要に 応じて 同 行する も のと す る 。  

その 場合、市 は、原子 力事業 者 に 対し 、同行 者 の 職 、氏名 そ の他必 要 事項を 通知

する ものとす る。  
 
 
 
 
  

第４ 節  原子 力 防災 専 門官 との 連携  

 

市は 、地域防 災計画（原 子 力災害 対 策）の作 成 、原 子力事 業 者の防 災 対策に 関す

る事 項、防 災 訓練 の 実施、緊急事 態 応急 対 策 等拠点 施設（ 以下「 オ フサ イ トセン タ

ー 」 とい う 。） の 防 災 拠 点 と し て の 活 用 、 周 辺 住 民 へ の 原 子 力 防 災 に 関 す る 普 及 啓

発、事故 時の連 絡体制 な どの緊 急 時の 対 応 等 に つい て 、原 子力防 災 専門 官 と 、平常

時か ら密接な 連携を 図るも の とする 。  
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第５ 節  情報 の収集 、連 絡 体制等 の 整備  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、国、県 、県内 の 他の市 町及び原 子力事 業 者 と 連携し 、原子 力 防災に 関 する

情報 の収集及 び連絡 を円滑 に 行うた め 、体 制 等 を 整備す る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

情 報 の 収 集 、 連
絡体 制の整備  

 防災危機管理課 情報政策課  
 消防調整課 総務課 

国 県 県警察 原子力防災専門官
海上保安部 県内の市町 原子力事
業者 

情 報 の 分 析 整 理
と 活 用 体 制 の 整
備  

防災危機管理課 総務課  国 県 県内の市町 原子力事業者 

通信 手段の確 保  
情報政策課  防災危機管理課 
消防調整課  総務課 

国 県 県内の市町 原子力事業者 
非常通信連絡会 

 

＜計画の内容＞ 

１．情報の 収集、 連絡体 制の整備  

 ⑴  市及び 関係機 関相互 の 連携体 制 の確 保  

市は 、原子力 災害 に対 し万 全 を期す ため、国 、県、原子 力 事 業者 及 びそ の他

防災 関係機関 等と、相 互 の情 報 収 集・連 絡体 制を確 保 すると と もに、こ れらの

防災 拠点間に おける 情報 通 信の た め のネッ トワー ク を 強化 す る 。  

⑵  機動的な 情報収 集体制  

  市は、県及 び県警 察が機動 的 な情 報 収集活 動 を 行 うため 、必 要 に 応 じヘ リ コ

プタ ー 、車両 など 多 様な 情報 収集 手 段 を 活用で きる体 制 の強化 を する 場 合 にお

いて 協 力する 。  

 ⑶  情報の 収集、 連絡に あ たる要 員 の指 定  

市は 、迅速 か つ的 確 な災害 情 報の収 集、連 絡 を 図 るため 、 市域に お ける情 報

の収 集、連絡 にあた る要 員 をあ ら か じめ指 定して お く もの と す る 。   

２．情報の 分析整 理と活 用体制の 整備  

 ⑴  人材の 育成・ 確保及 び 専門家 の 活用 体 制  

市は 、収集 し た情 報を 的確 に 分析整 理する た め の人 材の 育 成・確 保 に 努める

とと もに、必 要に応 じ専 門 家の 意 見 を活用 できる よ う 体制 の 整 備 に努 め る 。  

 ⑵  原子力 防災関 連情報 の 収集・ 蓄 積と 利 用 の 促進  

市は 、平常 時 から 原 子力防 災 関連情 報の収 集 ・ 蓄 積に努 め るとと も に、そ れ

らの 情報につ いて、防 災関 係機 関 の 利用 の 促進 が 図 られる よ う情 報 の デー タベ

ース 化等の推 進に努 める 。  

⑶  防災対策 上必要 とされ る 資料の オ フ サ イト セ ンタ ー 等 への 備 え付け  

市は 、県の 協 力を 得 て、応 急 対策の 的確な 実 施 に 資する た め、以 下 のよう な

社会 環境に関 する資 料、緊急時 モ ニ タ リン グ 等に 必 要 となる 資 料、防 護 資機材

等に 関する資 料を整 備し 、定期 的 に 更 新す る とと も に 、災害 対 策 本部 設 置予定
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施設 に備え付 けると とも に 、こ れ ら を確実 に管理 す る もの と す る 。  

①  原子力事 業所及 び 施設 に関 す る 資料  

②  周辺人口 や交通 状 況等 の社 会 環 境に 関 する 資 料  

③  周辺地域 の気象 資料や 平 常時の モ ニ タ リン グ 等に 関 す る資 料  

④  防災資機 材の配 備 状況 等に 関 す る資 料  

⑤  緊急事態 発生時 の 組織 及び 連 絡 体制 に 関す る 資 料  

⑥  避難に関 する資 料  

３．通信手 段の確 保  

市は 、原 子力防 災対策 を 円滑に 実 施す る た め 、原 子力 施 設から の 状況報 告 や関

係機 関相互の 連絡が 迅速か つ 正確に 行 わ れ るよ う 、緊急 時 通 信 連絡 網 にかか る 設

備等 の整備を 行うと ともに 、操作 方 法 等 の習 熟、保 守 点 検の 実 施等に よ り、円滑

な運 用が図ら れるよ う努め る 。ま た 、通 信事業 者 に 対す る移 動 基地局 車 両の派 遣

要請 などの緊 急措置 につい て 事前調 整 に 努 める 。  

⑴  専用回線 網の整 備  

①  市と国、 県との 間 の専 用回 線 網  

市は 、緊急 時におけ る国、県 との 間 の通 信 体 制 を 充実、強 化 の ため 、国（原

子力 規制 委員 会 、内 閣府） と 県が 連 携し て整 備 ・ 維持 す る 専 用回 線 網につい

て、 取扱 いに 習 熟し 、円 滑 な活用 を 図る 。  

②  オフサイ トセン タ ーと の間 の 専 用回 線 網  

県及 び原子 力規制 委 員 会 、内閣 府 は 、 オ フサイ ト セ ン ター と 市 及び 県 との

間に 通信 連絡 の ため の専 用 回線網 の 整備 、 維 持に 努め る 。  

③  原子力事 業者の 通 報連 絡網  

原子 力事業 者は、 市 、 県 及びオ フ サ イ ト センタ ー の 間 に、 通 報 連絡 の ため

の電 話連 絡網 の 整備 、維 持 に努め る 。  

⑵  防災行政 無線等 の運用  

市は 、住 民等へ の 情報 伝達 が 迅 速に 行 える よ う 、市防災 行 政無線 施 設・設 備

の管 理に万全 を期す とと も に、災 害 時 にも 有 効に 活 用 できる よ う、操 作 方法の

習熟 に努める 。  

⑶  通信手段 、経路 の多様 化  

①  災害に強 い伝送 路 の構 築  

  市 は 、 国 、 県 と 連 携 し 、 災 害 に 強 い 伝 送 路 を 構 築 す る た め 、 有 ・ 無 線 系 、

地上 系・衛星 系等に よ る伝 送路 の多 ル ー ト 化及び 関 連 装 置 の二 重 化の推 進 を

図る ものとす る。  

②  機動性の ある緊 急通 信 手段 の 確 保  

  市は、通信 衛星 を 活用し た 通 信 手段 を確 保 す る ため、衛 星携帯 電 話、衛星

通 信 ネ ッ ト ワ ー ク の 可 搬 型 衛 星 地 球 局 の 原 子 力 防 災 へ の 活 用 に 努 め る も の

とす る。  

③  多様な情 報収集 、 伝達 シス テ ム  

市は 、被災 現場の 状 況 を 迅速に 収 集 す る ため、 県 及 び 県警 察 か らの 画 像伝

送シ ステ ム、 ヘ リコ プター テ レビ 伝 送シ ステ ム 等 の整 備 及 び 円滑 な 活用が図

られ るよ う努 め る。 また、 収 集さ れ た画 像情 報 を 配信 す る た めの 通 信網の整

備を 図る もの と する 。  
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④  災害時優 先電話 等 の活 用  

市は 、電気 通信事 業 者 （ 西日本 電 信 電 話 株式会 社 佐 賀 支店 、 株 式会 社 ＮＴ

Ｔド コモ 、Ｋ ＤＤ Ｉ 株式会 社、ソフトバンク株式会社を 含む。以下本 編 におい て

同じ 。）から提 供さ れて いる 災 害時優 先電話 等 の 効果 的な 活 用が図 ら れるよ う

努め る。 また 、 災害 用に配 備 され て いる 無線 電 話 等の 機 器 に つい て は、その

運用 方法 等に つ いて 習熟 し ておく も のと す る 。  

⑤  非常通信 連絡会 と の連 携  

市は 、佐賀 地区非 常 通 信 連絡会 と 連 携 し 、非常 通 信 体 制の 整 備 、有 線 ・無

線通 信シ ステ ム の一 体的運 用 及び 応 急対 策等 緊 急 時の 重 要 通 信の 確 保対策を

推進 する 。  

⑥  移動通信 系  

市は 、ＭＣ Ａ 無線、携 帯電話 、自 動車 電 話 、漁 業無線 等 の 業 務用 移 動 通信、

海上 保安 庁無 線 、警 察無線 、 アマ チ ュア 無線 等 に よる 移 動 通 信系 の 活用が円

滑に 図ら れる よ う努 める 。  

  ⑦  通信 輻輳の 防止  

    市は 、県 及び 関 係機関 と 連携 し 、移動 通 信系 の 運 用にお い ては 、通 信輻輳

時の 混信 等の 対 策に 十分 留 意し、あら かじめ 関 係 機 関の 間 で 非常 時 における

運用 方法 につ い て十 分な 調 整に努 め るも の と する 。  

⑧  電源喪失 時の対 応  

市は 、県と協 力し 、 庁舎が 停 電し た 場 合 に 備え 、バ ッ テリー 内 蔵の 衛 星携

帯電 話や 、黒 電 話（ 電源 不 要）の 活 用が 円 滑 に図 られ る よ う努 め る。  

⑷  電気通信 事業者 が提供 す る緊急 速 報 メ ール の 活用 促 進  

市は 、株 式会社 Ｎ ＴＴ ドコ モ 、Ｋ Ｄ ＤＩ 株 式 会 社 及びソ フ トバン ク 株式 会社

が提 供する、被 災地へ の通信が 輻 輳し た 場合 に お い て も、指 定し た エ リ ア内の

携帯 電話利用 者に災 害・避 難情 報 等 を回 線 混雑 の 影 響を受 け ずに 一 斉 同報 配信

でき る緊急速 報メー ルサ ー ビス の 活 用促進 を図る 。  

⑸  災害用伝 言サー ビスの 活 用促進  

市は 、一 定規模 の 災害 に伴 い 被 災地 へ の通 信 が 輻輳し た 場 合 にお い て も、被

災地 内の家族・親戚・知人 等の 安 否を確 認でき る 情 報通 信 手 段で あ る 西 日本電

信電 話株式会 社等の 通信 各 社が 提 供 する「 災 害用 伝 言 サービ ス 」の活 用 促進を

図る 。  
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第６ 節  組織 体制等 の整 備  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、原子力 災害時の 応急対 策 活 動を 迅 速か つ 効 果 的に行う た め、あ らか じ めマ

ニュ アルを整 備する など必 要 な体制 を 整備 し て お くもの と す る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

警 戒 態 勢 を 取 る
た め に 必 要 な 体
制等 の整備  

 防災危機管理課 総務課  
国 県 原子力防災専門官  
原子力事業者 

災 害 対 策 本 部 体
制の 整備  

 防災危機管理課 総務課  県  

原 子 力 災 害 合 同
対 策 協 議 会 の 対
策 拠 点 施 設 に お
ける 体制の整 備  

 防災危機管理課 総務課 国 県 原子力事業者 

緊 急 時 モ ニ タ リ
ング 要員の確 保  

環境政策課 防災危機管理課  
総務課  

国 県 県内の市町 原子力事業者 
その他モニタリング関係機関 

長 期 化 に 備 え た
動員 体制の整 備  

防災危機管理課 総務課  

 

＜計画の内容＞ 

１．警戒態 勢を取 るため に必要な 体制等 の 整 備  

⑴  警戒態勢 等を取 るため に 必要な 体 制  

市は 、情 報収集 事 態若 しく は 警 戒事 態 の発 生 を 認知し た 場 合 、警 戒 事態 の通

報 を 受 け た 場 合 、 速 や か に 職 員 の 非 常 参 集 、 情 報 の 収 集 、 連 絡 を 行 え る よ う 、

あら かじめ非 常参集 職員 の 名簿 等 を 含む体 制図を 作 成 し、参 集基 準 や 連絡 経路

を明 確にして おくな ど、職員の 参 集 体 制 の 整 備を 図 る もの と す る。ま た 、災害

対 策 の た め の 警 戒 態 勢 に 関 す る マ ニ ュ ア ル の 整 備 な ど 必 要 な 体 制 の 整 備 に 努

める 。  

⑵  国の現地 事故対 策連絡 会 議への 職 員 の 派遣 体 制  

市は 、国がオ フサイ ト セン ター にお い て 開 催する 国 の 現 地 事故 対 策連絡 会 議

への 派遣要請 に対し 、迅 速に職 員 を 派 遣す る ため 、あ ら かじ め 派 遣す る 職員を

指定 しておく ものと する 。  

２． 災害対策 本部体 制の整 備  

市は 、施設 敷地緊 急事態発 生の通 報 を受 け た 場 合 、原子 力 緊急 事 態 宣 言（ 以 下

「 緊 急 事 態 宣 言 」 と い う 。） が 発 出 さ れ た 場 合 又 は 市 長 が そ の 必 要 を 認 め た 場 合

にお いて、災害対 策本部 を 迅速 に 設 置 、運 営 する た め 、設置 場 所 、組 織 、所掌事

務、 職員の参 集体制 等につ い てあら か じ め 定め て おく も の とす る 。  

また 、市は、迅 速 な防護 対 策の実 施が必 要 と なっ た 場合 に 備え、防 護 対策 の指
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示を 行うため の体制 につい て 、あ ら か じ め定 めて お く も のとす る 。こ の 際、判 断

の遅 滞がない よう、意思 決定 者へ の情 報 の連 絡 及 び指示 の た め の情 報 伝達方 法 と、

意志 決定者不 在時の 代理者 を あらか じ め 取 り決 め てお く も のと す る。  

３． 原子力災 害合同 対策協 議 会のオ フ サイ ト セ ン ターに お け る 体 制の 整 備  

⑴  原子力災 害合同 対策協 議 会等の 組 織 体 制  

市は 、緊 急事態 宣 言の 発出 後 、オ フ サイ ト セ ン タ ーにお い て原子 力 災害 合同

対 策 協 議 会 （ 以 下 「 合 同 対 策 協 議 会 」 と い う 。） を 組 織 す る た め の 体 制 を 整 備

して おくもの とする 。  

⑵  派遣職員 等  

市は 、オ フサイ ト セン ター に お いて 防 災対 策 に 従事す る 職 員 、派 遣 方法 及び

その 役割等に ついて 、あ ら かじ め 定 めてお くもの と す る。  

４． 緊急時モ ニタリ ング要 員 の確保  

市は 、原 子力 規制 委 員会 の統 括の も と 県 が実施 する緊 急 時モニ タ リン グ へ の協

力を 行うため の体制 を整備 す る。  

５． 長期化に 備えた 動員体 制 の整備  

市は 、事 態が長 期化し た 場合に 備 え、職 員 の動 員 体制 を あらか じ め整備 し てお

くよ う努める ものと する。  
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第７ 節  広域 防災体 制の 整 備  

 

＜計画の目的＞ 

市 は 平 常 時 か ら 県 及 び 防 災 関 係 機 関 等 と 原 子 力 防 災 体 制 に つ い て 相 互 に 情 報 交

換し 、防災対 策の充 実に努 め るとともに、広域的な応援体制の整備に努める。 

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

防 災 関 係 機 関 相
互の 情報交換  

 防災危機管理課 消防調整課  
国 県 原子力防災専門官 県警察 
指定公共機関 指定地方公共機関 
原子力事業者 

広 域 的 な 応 援 協
力体 制の整備  

防災危機管理課   県 原子力事業者 

緊 急 消 防 援 助 隊
の 受 入 体 制 の 整
備  

消防調整課 防災危機管理課 
  

消防庁 県 

自 衛 隊 の 災 害 派
遣 要 請 等 の 体 制
の整 備  

防災危機管理課   自衛隊 県 

専 門 家 の 派 遣 要
請手 続の整備  

 防災危機管理課  国 県 

 

＜計画の内容＞ 

１．防災関 係機関 相互の 情報交換  

市は 、平 常 時か ら 原子力 規制委 員 会 、内 閣府 、原 子 力防 災 専門官、県 、玄海町 、

唐津 市、自衛隊 、県警察 、消 防機 関 、海 上保安 庁 、指定公 共 機 関 、指 定 地方 公共

機関 、原 子力 事業 者 及び その 他防 災関 係 機関 と 原 子力防 災 体 制 につ い て相互 に 情

報交 換し、各防 災関係 機関の役 割 分担 を あらか じ め 定 め、相 互の 連 携 体 制の 強 化

に努 める。  

２． 広域的な 応援協 力体制 の 整備  

市は 、緊 急時に おける 広 域的な 応 援体 制 の 整 備 を図 る た め 、県 内 の市町 と の応

援協 定の締結 を図る ととも に 、原 子 力 事業 者の 協 力 の 内容等 に 関して 、あら か じ

め必 要な調整 を行う 。  

３． 緊急消防 援助隊 の受入 体 制の整 備  

消防 機 関は、消 防相互 応 援体制 の 整備 に 努 め る とと も に 、緊急 消 防援助 隊 の派

遣要 請のため の手順 、受入 体 制、連 絡 調 整 窓口 、 連絡 方 法 の整 備 に努め る 。  

４． 自衛隊の 災害派 遣要請 等 の体制 の 整備  

市は 、自衛 隊の災 害派遣 要 請の要 求 が迅 速 に 行 え るよう 、あら か じめ 要 請 手 順、

連絡 窓口、連絡の 方法を 取 り決め て おく な ど必要 な 体 制 を整 備 す る。ま た、適 切

な役 割分担を 図ると ともに 、い か な る 状 況に お いて 、どのよ う な分 野（ 救急、救
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助、応急医 療、緊 急 輸送等 ）につい て、自衛 隊の災 害 派 遣 要請 の 要 求を 行 うのか 、

平 常 時 よ り そ の 想 定 を 行 う と と も に 、 関 係 部 隊 と 事 前 に 調 整 を 行 う も の と す る 。 

 

⑴  知事に対 する自 衛隊の 災 害派遣 要 請 の 要求  

⑵  派遣要請 先に対 する要 請 の要求 を し た 旨及 び 災害 の 状 況の 通 知  

⑶  派遣要請 先に対 する要 請 の要求 が で き ない 旨 及び 災 害 の状 況 等の通 知  

 

５． 専門家の 派遣要 請手続 の 整備  

市は 、原 子力 事業 者 から 警戒 事態 又 は 施 設敷地 緊急事 態 の発生 の 通報 を 受 けた

場合 又は災害 警戒本 部等を 設 置した 場 合 に 備え 、必要に 応 じ 国 に対 し 事態の 把 握

のた めに専門 家及び 専門的 知 識を有 す る 職 員の 派 遣要 請 を 行う 手 続きを 、あ ら か

じめ 定めてお くもの とする 。  
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第８ 節  避難 収容活 動体 制 の整備  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、住民等 の安全確 保を図 る た め、平 常 時 か ら屋 内 退 避 及び 住 民 避 難の 場 合に

おけ る体制の 整備に 努める 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

避難 計画の策 定   防災危機管理課  
国 県 県警察 自衛隊  
海上保安部 原子力事業者  
県バス・タクシー協会 

指 定 避 難 所 等 の
指定 等  

 防災危機管理課  県 県警察 県内の市町 

要 配 慮 者 の 避 難
誘 導 ・ 移 送 体 制
等の 整備  

 福祉課 長寿社会課  
健康づくり課  
まちづくり課 
消防調整課  

県 

住 民 等 の 避 難 状
況 の 確 認 体 制 の
整備  

 消防調整課 県 

警 戒 区 域 を 設 定
す る 場 合 の 計 画
の策 定  

 防災危機管理課 県 

指 定 避 難 所 に お
け る 避 難 方 法 等
の周 知  

 防災危機管理課 情報政策課 県 県内の市町 

 

＜計画の内容＞ 

１．避難計 画の策 定  

市は 、国 、県、県内 の市町 、自 衛 隊、海 上 保 安 部、原子 力 事業者 、県 バス・タ

クシ ー協会及 び関係 機関の 協 力のも と 、以 下の 点 に 配 慮し、避難 等 に 関 する 詳 細

な計 画を別に 策定す る。  

○別 冊：「伊万 里 市原子 力災害 避 難 計画 」  

 ⑴  ＵＰＺ につい ては、Ｏ Ｉ Ｌに基 づ く 防 護措 置 の実 施 に 備え 、避 難 誘導 計 画を

策 定 す る もの と す る 。 た だ し 、 Ｐ Ａ Ｚ の 住 民 避 難 等 が 先 行 し て 行 わ れ る た め 、

原子 力災害対 策指針 に 基づ き、段 階 的 な避難 やＯＩ Ｌ に基づ く 防護 措 置 を実 施

する までの間 は屋内 退 避を 実施 す る こと を 原則 と す る。  

 ⑵  避難先 は原子 力災害 対 策を重 点 的に 実 施 す べき区 域 の 範 囲 外に 確 保 する 。  

 ⑶  個 別 の 県 及 び 市 町 村 の 境 界 を 越 え た 広 域 の 避 難 計 画 の 策 定 が 必 要 な 場 合 に

おい ては、県が 中 心と なっ て 都道 府 県 との調 整や市 町 村の間 の 調整 を 図 るも の

とす る。な お、県 によ る調 整が 困 難な 場 合 におい ては 、国に 調 整を 要 請 する も

のと する。  
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 ⑷  地域コ ミュニ ティの 維 持に着 目 し、同 一地 区 の 住民の 避 難 先 は同 一 地 域に確

保す るよう努 めるも の とす る。  

 ⑸  円滑な 避 難 の た め 、 避 難 路 は 可 能 な 範 囲 で 分 散 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

 ⑹  住民が 覚えや すく実 行 しやす い 避難 誘 導 計 画とな る よ う 、単 一の 避 難 路及び

避難 先をあら かじめ 定 める 。た だし 、避 難 先が放 射性 物 質に汚 染 され、再移 転

が必 要となる 場合に 備 え、一 定の 住民 を 収 容 でき、再 移転先 と できる 施 設を 複

数確 保してお くもの と する 。  

２． 指定避難 所等の 指定等  

⑴  避難所  

  市 は 、 県 及 び 県 内 の 市 町 と 連 携 し 、 学 校 や 公 民 館 等 の 公 共 的 施 設 を 対 象 に 、

その 管 理者の 同意を 得た上 で 、災 害 の 危 険が切 迫した 緊 急時に お いて 安 全 が確

保 さ れ る 指 定 緊 急 避 難 場 所 及 び 避 難 生 活 を 送 る た め の 指 定 避 難 所 を 避 難 所 と

して あ らかじ め指定 し、住 民への 周 知徹 底 を 図 る 。また 、一般 の 指定 避 難 所で

は生 活 するこ とが困 難な障 が い 者、医 療 的ケア を必要 な 者等の 要 配慮 者 の ため 、

介護 保 険施設 、障 が い者 支援 施設 等 を 福 祉避難 所とし て 指定す る よう 努 め るも

のと す る。特に、医療 的ケ アを 必 要と す る 者に対 して は 、人 工 呼吸器 や 吸引機

等の 医 療機器 の電源 の確保 等 の 必要 な 配慮 を す る よう努め る もの と す る。  

市及 び県内そ の他 市 町は、福 祉 避難 所 につ い て 、受入れ を 想定し て いな い避

難者 が避難し てくる こと が ない よ う 、必要 に 応じ て 、あ らか じ め 福祉 避 難所と

して 指定避難 所を指 定す る 際に 、受 入れ 対 象者 を 特 定して 公 示す る も のと する。 

また 、前 述の公 示 を活 用し つ つ 、福 祉避 難 所 で 受 け入れ る べき要 配 慮者 を事

前に 調整の上 、個別 避 難計画 等 を 作 成し 、要配 慮 者 が、避 難 が必 要 と な った際

に福 祉避難所 へ直接 避難 す るこ と が できる よう努 め る もの と す る 。  

⑵  避難誘導 用資機 材  

市は 、県 と連携 し、住民等 の 避難誘 導に必 要 な 資機 材の 整 備に努 め るとと も

に、広域 避難を 想定 し た避難 誘 導 用 資機 材、移 送 用 資機 材・ 車両 等 を 確 保する

もの とする。  

⑶  コンクリ ート屋 内退避 体 制  

市は 、国 、県 等 と連 携し 、 コンク リ ート 屋 内 退避 体制 の 整 備に 努 める。  

３． 避難行動 要支援 者名簿 と 支援体 制 の整 備  

市は 、県と 連携し、要配 慮 者及び 一時滞 在 者 を適 切 に避 難 誘導す る ため 、平常

時か ら消防団 や民生 委員・児 童委 員、周辺 住 民、自 主 防 災組 織 等の協 力 を得な が

らこ れらの者 に係る 避難行 動 要支援 者 の 全 体計 画 等を 整 備 する と ともに 、避 難 行

動 要 支 援 者 の 個 人 計 画 並 び に 災 害 時 要 援 護 者 避 難 支 援 プ ラ ン の 個 人 プ ラ ン に つ

いて は、作成後も 登録者 及 び計 画 の 内 容 を、適宜、更新す る こ と によ り 、実情 に

応じ た実態把 握に努 めるも の とする 。  

なお 、放射線 の影響 を 受け やす い 乳 幼児 等 につ い て 、十分 配 慮す る 。  

⑴  避難行動 要支援 者名簿 及 び個別 避 難 計 画の 作 成及 び 更 新  

①  市は、防災 担当部 局と福祉 担 当部 局 との 連 携 の 下 、平 常 時よ り 避 難 行動要

支援 者に関す る情 報 を把握 し 、避 難 行動 要 支 援者名 簿 を 作 成す る ものと す る。 

また 、市 は、市 町 地 域防 災計画 に 基づき 、防 災担当 部 局 や 福祉 担 当部局 な ど

関係 部局の連 携の 下 、福祉 専 門職、社 会福 祉 協 議会、民 生 委員 、地 域住 民等
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の避 難支援等 に携 わ る関係 者 と連携 して、名 簿情報 に 係 る 避難 行 動要支 援 者

ごと に、作 成の同 意を得 て 、個 別避 難 計画 を 作 成する よ う 努 める も の とす る 。 

個別 避難計画 につ い ては、 避 難行 動 要 支 援 者の 状況 の 変化、 ハ ザー ド マッ

プの 見直 しや 更 新、 災害時 の 避難 方 法等 の変 更 等 を適 切 に 反 映し た ものとな

るよ う、 必要 に 応じ て更新 す ると と もに 、庁 舎 の 被災 等 の 事 態が 生 じた場合

にお いて も、 計 画の 活用に 支 障が 生 じな いよ う 、 個別 避 難 計 画情 報 の適切な

管理 に努 める も のと する 。  

②  避難行動 要支援 者名 簿 に掲 載 す る者の 範囲は 、生活の 基 盤が 自 宅 にあ る者

のう ち、以下 の要 件 に該当 す る者と する  

ア  要介 護認 定 を受 けて い る者  

イ  身体 障が い 者１ ・２級 （ 総合 等 級） の者 で 第 １種 を 所 持 する 身 体障がい

者（ 心臓、腎 臓機 能 障がい のみで 該 当 する 者 は除 く ）  

ウ  療育手帳 Ａを所 持 する 知的 障が い 者  

エ  精神障が い者保 健 福祉 手帳 １・ ２ 級 を 所持す る者 で 単 身世 帯 の者  

オ  市で実施 する生 活 支援 サー ビス を 受 け ている 難病 患 者  

カ  上記以外 で市が 支 援の 必要 を認 め た 者  

③  避難行動 要支援 者名 簿 には 、避 難行 動 要支 援 者 に関す る 次に 掲 げ る事 項を

記載 し、又は 記録 す るもの と する。  

ア  氏名  

イ  生年月日  

ウ  性別  

エ  住所又は 居所  

オ  電話番号 その他 の 連絡 先  

カ  避難支援 等を必 要 とす る事 由  

キ  上記に掲 げるも の のほ か、避 難支援 等の実 施 に 関し 市 が 必 要と 認 める事   

 項  

⑵  避難支援 等関係 者への 事 前の名 簿 情 報 及び 個 別避 難 計 画の 提 供等  

①  市は、災害 の発 生 に備え 、避 難支援 等 の 実施 に 必 要な限 度 で、避 難 支援等

の実 施に携わ る関 係 者（以 下 、「避 難支援 等 関 係者 」と い う 。）に 対し、避 難

行動 要支援者 名簿 情 報を提 供 するも のとす る 。ただし、避 難行動 要 支援者 名

簿情 報を提供 する こ とにつ い て、避 難行 動 要 支援者 本 人 の 同意 が 得られ た 場

合に 限る。  

  市は、避難 支援等 関係者に 対 し、避 難行動 要 支 援者 本 人 及び 避 難 支 援等実

施者 の同意を 得る こ とによ り 、また は 、市 の 条 例の定め に より 、あ らかじ め

個別 避難計画 を提 供 すると と もに、多 様な 主 体 の協力 を 得 な がら 、避難 行動

要支 援者に対 する 情 報伝達 体 制の整 備、避 難 支 援・安否 確 認体制 の 整備 、避

難訓 練の実施 等を 一 層図る も のとす る。そ の 際 、個別避 難 計画情 報 の漏 洩の

防止 等必要な 措置 を 講じる も のとす る。  

②  市は、災害 が発 生 し、又は 発 生する お そ れが あ る 場合に お いて、避 難行動

要 支 援 者 の 生 命 又 は 身 体 を 災 害 か ら 保 護 す る た め に 特 に 必 要 が あ る と 認 め

ると きは、避難 支援等 の 実施に 必 要な 限 度 で 、避 難支 援 等関係 者 その他 の者

に対 し、避難 行動要 支 援者 名簿 情報 及 び 個 別避難 計 画 を 提 供す る ことが で き
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る。この 場合に おいて は 、避難行 動要支 援 者 名簿 情報 を 提供す る ことに つい

て避 難行動要 支援 者 本人の 同 意を得 ること を 要 し ない。  

③  避 難支援 等関係 者とな る も のは 、 以下 に 掲 げ る団体及 び 個人 と す る。  

ア  伊万里・ 有田消 防 本部  

イ  佐賀県警 察  

ウ  民生委員 法に定 め る民 生委 員・ 児 童 委 員  

エ  社会福祉 法に規 定 する 市社 会福 祉 協 議 会  

オ  伊万里市 消防団  

カ  伊万里市 駐在員  

キ  地区防災 会  

④  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 情 報 の 提 供 に 際 し て は 、 避 難 支 援 等 関 係 者 が 適 切 な

情報 管理を図 るよ う 、市は 、 次に掲 げる措 置 を 講 ずるも の とする 。  

・  避難 行動 要 支援 者名簿 情 報は 、 当該 避難 行 動 要支 援 者 を 担当 す る地域の

避難 支援等関 係者 に 限り提 供する こ と  

・  避難 行動 要 支援 者名簿 情 報の 提 供を 受け た 避 難支 援 等 関 係者 は 、個人情

報の 適正な管 理に 関 しての 確認書 を 市 に提 出 する こ と  

・  災害 対策 基 本法 に基づ き 避難 支 援等 関係 者 個 人に 守 秘 義 務が 課 せられて

いる ことを十 分に 説 明する こと  

・  施錠 可能 な 場所 への避 難 行動 要 支援 者名 簿 情 報の 保 管 を 行う よ う指導す

るこ と  

・  受け 取っ た 避難 行動要 支 援者 名 簿情 報を 必 要 以上 に 複 製 しな い よう指導

する こと  

・  避難 行動 要 支援 者名簿 情 報の 提 供先 が団 体 で ある 場 合 に は、 そ の団体内

部で 避難行動 要支 援 者名簿 情報を 取 扱 う者 を 限定 す るよう 指 導す る こ と  

４． 住民等の 避難状 況の確 認 体制の 整 備  

市は 、避 難のた めの立 退 きの指 示 等を 行 っ た 場 合に 、住 民等の 避 難状況 を 的確

に確 認するた めの体 制をあ ら かじめ 整 備 す る。    

５． 警戒区域 を設定 する場 合 の計画 の 策定  

市は 、国と 連携し て警戒区 域を設 定 する 場 合 、警戒 区域 設 定に 伴 う 広 報、立 入

規制 、一 次立入 等に関 す る計画 を 策 定 する とと も に 、必 要 な 資機 材 や 人 員等 を 確

保す るものと する。  

この 場 合、県 は警 戒 区域 設定 に伴 う 広 報 等に関 する計 画 を支援 す るも の と する 。 

６． 指定避難 所にお ける避 難 方法等 の 周知  

市は 、指定 避難所 における 避難方 法 、屋 内 退 避 の方 法に つ いて 、日頃 か ら 住 民

への 周知徹底 に努め る。  
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第９ 節  学校 等、病 院等 医 療機関 、 社会福 祉施設 等 の 避難 計 画 等  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、原子力災 害時に おけ る 安全 確 保 を図る ため、県 と 連携し、幼 稚園 、小学 校、

中学 校、私立高等 学校（ 以下「 学 校等 」という 。）、病 院 等 、社 会 福 祉 施設 等（保育

所 等 の第 ２ 種 社 会 福 祉 事 業 を 実 施 す る 施 設 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） の 管理 者 が 、 適 切

な避 難計画を 策定し 、適 切な避 難 訓練 等 を 実 施 でき る よう 、必要 な 指導・助 言等 を

行う ものとす る。  

また 、庁舎 や学 校 等の 所 在地 が避 難の た め の 立ち退 きの 指 示 等を 受 けた地 域 に含

まれ る場合に 備え、業 務を行 う べき退 避 先 を あら か じめ 決 定 し、退避 計 画の 策 定に

努め るものと する。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

学校 等   学校教育課 教育総務課   学校等の施設管理者 

病院 等医療機 関   健康づくり課  県 医師会 

社会 福祉施設   福祉課 長寿社会課 県 

不 特 定 多 数 が 使
用 す る 特 定 施 設
等  

防災危機管理課 市民センター  
教育総務課  スポーツ課 

 生涯学習課  市民図書館 
 まちづくり課  

県 

指導 の充実   防災危機管理課  県 

行 政 機 関 、 学 校
等 の 退 避 計 画 及
び 業 務 継 続 計 画
の策 定  

防災危機管理課 情報政策課  
教育総務課  学校教育課 

県 

 

＜計画の内容＞ 

１．学校等  

⑴  避難計画 の整備  

市内 に所在す る学 校 等の管 理 者は、県 、市 と 連 携し、原 子 力災害 時 におけ る

園児 、児童、生徒及 び学生（以 下「 生徒 等 」と いう。）の 安全 を 確 保す る ため、

あら かじめ、生 徒等ご との避 難 所 、避 難 路、誘 導 責 任者 、誘 導方 法 等 に ついて

の避 難計画を 作成す る。  

また 、災害発 生時に お ける 生徒 等の 保 護 者 への引 渡 し 方 法 につ い てあら か じ

め定 め、保護 者へ周 知し て おく も の とする 。  

⑵  教育訓練 の実施  

学校 長は、避難 計画等 に 基づき 、職員や 生 徒 等に 対す る 防災教 育 ・防災 訓 練

の実 施に努め るもの とす る 。  

２． 病院等医 療機関  
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⑴  避難計画 等の整 備  

市内 に所在す る病 院 等医療 機 関の管 理者は 、県 、市と連 携 し 、原 子 力災害 時

に備 え、あらか じめ 、緊 急 連絡体 制、ＵＰＺ 外 の 避 難所、避 難 路 、誘導 責 任者、

誘導 方法、患者 の移送 に必要な 資 機材 の 確保 、避 難時に お け る医 療 の 維 持方法

等に ついての 避難計 画を 作 成す る 。  

特に 、入院患 者の 避 難誘導 体 制に配 慮した 体 制 の 整備を 図 る。  

⑵  教育訓練 の実施  

病院 等の管理 者は 、避 難計 画 等 に基 づ き、職 員 等 に対す る 防災教 育 及び 防災

訓練 の実施に 努める もの と する 。  

３． 社会福祉 施設  

⑴  避難計画 等の整 備  

市内 に所在す る社 会 福祉施 設 の管理 者は、県 、市 と連 携 し、原 子 力災害 時 に

備え 、あらか じめ、Ｕ Ｐ Ｚ外 の 避 難 所、避 難 経路 、誘 導 責任 者 、誘導 方 法、入

所者 等の移送 に必要 な資 機 材の 確 保 、関 係 機関 と の 連携方 策 等に つ い ての 避難

計画 を作成す る。  

特に 、入 所者 等 の避 難誘 導 体制に 配 慮し た 体 制の 整備 を 図 る。  

⑵  教育訓練 の実施  

社会 福祉施設 の管 理 者は、避 難 計画 等 に基 づ き 、職員等 に 対する 防 災教 育及

び防 災訓練の 実施に 努め る もの と す る。  

４． 不特定多 数が使 用する 特 定施設 等  

市内 に 所在す る不特 定多数 の 者 が使 用 する 特 定 の 施設等の 管 理者 は 、県、市と

連携 し、原子力災 害時に 備 え、あ ら かじめ 、職 員 の 役割 分担 、動員計 画 及び 緊急

連絡 体制、誘導責 任者等 、避難 誘 導に係 る計画 を 作 成す ると と もに、防 災訓 練を

実施 するもの とする 。この 際、必 要 に応じ 、多 数 の 避難 者の 集 中や混 乱 にも配 慮

する よう努め るもの とする 。  

５． 指導の充 実  

市は 、県 と連携し 、学校等 、病 院 等、社 会 福祉施 設 等 の 管 理者 が 、適 切 な 避難

計画 を策定し 、適 切な避難 訓練等 を 実 施 でき るよ う 、必 要な 指 導・助 言 等を 行う

もの とする。  

６． 行政機関 、学校 等の退 避 計画及 び 業務 継 続 計 画の策 定  

市は 、県 と連携 し、庁舎 や学 校等 の 所 在 地が避 難指示 を 受けた 地 域に 含 ま れる

場合 に備え、業 務を行 うべき退 避 先を あ らかじ め 決 定 し、退 避計 画 の 策 定に 努 め

るも のとする 。  

市は 、退 避先で の業務 内 容につ い ても 検 討 し 、災 害発 生 時の災 害 対策等 の 実施

や優 先度の高 い通常 業務の 継 続のた め 、災害 時 に 必要と な る 人 員や 資 機材等 を 必

要 な 場 所 に 的 確 に 投 入 す る た め の 事 前 の 準 備 体 制 と 事 後 の 対 応 力 の 強 化 を 図 る

必要 があるこ とから 、業 務 継続 計 画（ ＢＣ Ｐ）（ Ｉ Ｃ Ｔ 部門の Ｂ ＣＰを 含 む。）の

策定 に努める 。  

ま た 、 実 効 性 あ る 業 務 継 続 体 制 を 確 保 す る た め 、 必 要 な 資 源 の 継 続 的 な 確 保 、

定期 的な教育・訓 練・点 検等の 実 施、訓 練等を 通 じ た経 験の 蓄 積や状 況 の変化 等

に応 じた体制 の見直 し、計画の 評 価・検 証等 を 踏 まえた 改 訂 等 に努 め るもの と す

る。  
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なお 、企 業におい ても、災害 時の 企 業が 果 た す役割（ 生 命の安 全 確保、二 次 災

害の 防止、事業の 継続、地域 貢献・地域 と の共 生 ）を十分に 認 識し 、各 企業に お

いて 原子力災 害時に 重要業 務 を継続 す る た めの 事 業継 続 計 画（ ＢＣＰ ）を策 定 す

るよ う努める ものと し、市 は、県 と 連携し 、こ の 取 り組 みに 資 する情 報 提供等 の

取り 組みを行 うもの とする 。  
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第１ ０節  飲 料水、 飲食 物 の摂取 制 限等に 関する 体 制 の整 備  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、県 から飲 料水、飲食 物の 摂 取制限 、農 林 水産 物 の採 取 制限及 び 出荷制 限を

指示 がなされ た場合 に備え 、住民 へ の 飲食 物 の供 給 体 制をあ ら か じ め整 備 す るよう

努め るものと する。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

飲 料 水 、 飲 食 物
の 摂 取 制 限 等 に
関す る体制整 備  

環境政策課 上下水道部 
農山漁村整備課 
防災危機管理課 総務課 

国 県 農協・漁協等の関係機関 

飲 料 水 、 飲 食 物
の 摂 取 制 限 等 を
行 っ た 場 合 の 住
民 へ の 供 給 体 制
の確 保  

環境政策課 上下水道部 
農山漁村整備課 
防災危機管理課 総務課 

国 県 農協・漁協等の関係機関 

 

＜計画の内容＞ 

１．飲料水、飲食物の摂取制限等に関する体制整備 

市は、県、国及び関係機関と協議し、飲料水、飲食物の摂取制限等に関する体制をあらかじ

め定めておくものとする。 

２．飲料水 、飲食 物の摂 取制限等 を行っ た 場 合の 住 民へ の 供 給 体制 の 確 保  

市 は 、 飲 料 水 、 飲 食 物 の 摂 取 制 限 等 を 行 っ た 場 合 の 住 民 へ の 飲 食 物 の 供 給 体 制

をあ らかじめ 定めて おく よ う努め る もの と す る。  
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第１ １節  緊 急輸送 活動 体 制の整 備  

 

＜計画の目的＞ 

市の 道路管理 者は、国 、県の道 路 管理 者 及 び 県 警察 と 連 携 し緊 急 輸 送 活動 の 円滑

な実 施が図れ るよう 努める も のとす る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

緊 急 輸 送 活 動 体
制の 整備  

 道路河川課 都市政策課 
伊万里湾総合開発・国道対策課 

国 県 県警察 県内の市町 

 

＜計画の内容＞ 

１．緊急輸 送路の 確保体 制等の整 備  

⑴  道路管理  

市は 、国 、県の 道 路 管理 者と連 携 し、緊 急 時 の応急 対 策 に 関す る 緊急輸 送 活

動を 円滑に行 う緊急 輸送 路 の確 保 を 行うた め、緊 急 輸送路 の 確保 体 制 の充 実を

図る 。  

⑵  運転者の 義務の 周知等  

市の 道路管理 者は 、県 警察 と 連 携し 、緊 急 時 に お いて交 通 規制が 実 施さ れた

場合 の運転者 の義務 等に つ いて 周 知 を図る 。  
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第１ ２節  救 助・救 急、 医 療及び 防 護に必 要な資 機 材 等の 整 備  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、国、県、県警 察 、海上 保安部 、消 防機 関 及 び原子 力 事 業 者等 と 連携し 、そ

の役 割に応じ て救助 ・救急 活 動に必 要 な資 機 材 等 の整備 に 努 め る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

救 助 ・ 救 急 活 動
用資 機材の整 備  

 消防調整課  国 県 県警察 海上保安部 

防 災 業 務 関 係 者
の 安 全 確 保 の た
めの 情報交換  

 防災危機管理課 消防調整課  国 県 原子力事業者 

原 子 力 災 害 医 療
活 動 用 資 機 材 等
の整 備  

 防災危機管理課 環境政策課  
健康づくり課  

国 県  

安 定 ヨ ウ 素 剤 の
服用 体制の整 備  

健康づくり課 防災危機管理課  県  

 

＜計画の内容＞ 

１．救助・ 救急活 動用資 機材の整 備  

市は 、消防 機関の 救助工作 車、救 急自動 車 等 の 救急・救 助 用 資機 材 の 整備 に 努

める 。  

２． 防災業務 関係者 の安全 確 保のた め の情 報 交 換  

市は 、原子 力防災 専門官、県及 び 原子力 事 業 者 と連 携し 、応 急 対 策を 行 う 防 災

業務 関係者の 安全確 保のた め 、資 機 材 の 整備 状況 等 に つ いて、平 常時 か ら、相 互

に密 接な情報 交換を 行うも の とする 。  

３． 緊急被ば く医療 活動用 資 機材等 の 整備  

市は 、県が 国の情 報提供を 受け整 備 する 放 射 線 測 定資機 材 、除 染 資機 材 、安 定

ヨウ 素剤、応 急救護 用医薬 品 、医療 資 機 材 等の原 子力災 害 時にお け る医 療 活 動（ 以

下 、「 原 子 力 災 害 医 療 」 と い う ） 用 資 機 材 に つ い て 、 県 の 指 示 に 基 づ き 、 保 管 す

るも のとする 。  

４． 安定ヨウ 素剤の 服用体 制 の整備  

市は 、原 子力災害 対策指 針 を踏 まえ 、県 、医療機 関等 と 連携し て 、住 民 等 に 対

する 緊急時に おける 安定ヨ ウ 素剤の 配 布 体 制を 整 備し 、速 や か に安 定 ヨウ素 剤 の

服用 が行える よう、 準備し て おくも の と す る。  
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第１ ３節  住 民等へ の的 確 な情報 伝 達体制 の整備  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、原子 力 規制 委 員会、内閣 府、原子 力 防災 専 門 官 、県、県 内の 市 町及び 原子

力事 業者と連 携し、住 民 等に 対し 災 害 情報 等 を迅 速 か つ的確 に 伝 達 する た め の体制

の整 備を図る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

情報 項目の整 理  情報政策課 防災危機管理課 国 県 県内の市町 

情 報 伝 達 体 制 の
整備  

情報政策課 防災危機管理課 
福祉課 長寿社会課   
健康づくり課 まちづくり課 
消防調整課 

県 

住 民 相 談 窓 口 設
置体 制の整備  

 防災危機管理課 総務課  国 県 県内の市町 原子力事業者 

多 様 な メ デ ィ ア
の 活 用 体 制 の 整
備  

 防災危機管理課  国 県 県内の市町 原子力事業者 

＜計画の内容＞ 

１．情報項 目の整 理  

市は 、原 子力規制 委員会 、内 閣府 、原 子 力 防 災 専門 官、県 、県 内 の 市 町及 び原

子力 事業者と 連携し 、情 報収集 事 態（ 玄 海町で 震 度 ５弱 又は 震 度５強 の 地震が 発

生し た事態を いう。以 下同じ。）、警戒 事態 又 は 施 設敷地 緊 急 事態 発 生 後 の経 過 に

応じ て住民等 に提供 すべき 情 報の項 目 に つ いて 、災害対 応 の フ ェー ズ や場所 等 に

応じ た分かり やすく 正確で 具 体的な 内 容 を 整理 し てお く も のと す る。  

また 、周 辺住民 等に対 し て必要 な 情報 が 確 実 に 伝達 さ れ 、かつ 共 有され る よう

に、 情報伝達 の際の 役割等 の 明確化 に 努 め るも の とす る 。  

２． 情報伝達 体制の 整備  

市は 、住 民等へ的 確な情 報を常 に 伝達で き る よ う、情 報 伝 達体 制 の 整備 を 図る。 

情報 伝 達体制 の整備 に当た っ て は、原 子 力 災 害 の特 殊 性 を 踏 まえ 、要配 慮 者及

び一 時滞在者 に対し 、災害 情報が 迅 速 か つ的 確に 伝 達 さ れるよ う 、自 治 会、自 主

防災 組織、民 生委員 ・児童 委 員等の 活 用 に 努め る 。  

３． 住民相談 窓口設 置体制 の 整備  

市は 、国、県、県内 の 市町 及び 原子 力 事 業 者と連 携 し 、住民等 か らの 問 い 合わ

せに 対応する 住民相 談窓口 の 設置等 に つ い て、事 故の状 況 に 応 じて 必 要な対 応 を

考慮 しつつ、２４ 時間受 付 体制を 取 るこ と も含め て 、あ らか じ めその 方 法、体制

等に ついて定 めてお くもの と する。  

４． 多様なメ ディア の活用 体 制の整 備  

市 は 、 国 、 県 、 県 内 の 市 町 及 び 原 子 力 事 業 者 と 連 携 し 、 放 送 事 業 者 、 通 信 社 、

新聞 社等の報 道機関 の協力 の もと、ホ ー ムペ ージ・ツ イ ッター・フェ イ ス ブ ック

（ イ ン タ ー ネ ッ ト ）、 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 、 災 害 Ｆ Ｍ 、 緊 急 速 報 メ ー ル 等 の 多 様 な メ デ ィ ア

の活 用体制の 整備に 努める 。  
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第１ ４節  原 子力防 災に 関 する住 民 に対す る知識 の 普 及啓 発 等  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、原子 力 規制 委 員会、内閣 府 、文 部 科 学 省、消 防庁、県 、県内の 市 町及 び原

子力 事業者と 連携し 、住民に 対 し原子 力 防 災 に関 す る知 識 の 普及 啓 発のた め 、広報

活動 を実施す るとと もに、放射 性物質 の 除 染に 関 する 資 料 の収 集 、整備 等 に努め る。 

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

原 子 力 防 災 に 関
す る 住 民 に 対 す
る 知 識 の 普 及 啓
発  

 防災危機管理課 福祉課  
長寿社会課 健康づくり課  
まちづくり課 
消防調整課 

国 県 県内の市町 原子力事業者 

災 害 復 旧 へ の 備
え  

 防災危機管理課 総務課 
環境政策課 

国 県 県内の市町 原子力事業者 

 

＜計画の内容＞ 

１．原子力 防災に 関する 住民に対 する知 識 の 普及 啓 発  

市は 、原 子力規 制委 員 会、内 閣 府 、文 部科学 省 、消防庁 、県 、県内 の 市町及 び

原 子 力 事 業 者 と 連 携 し 、 住 民 に 対 し 原 子 力 防 災 に 関 す る 知 識 の 普 及 啓 発 の た め 、

次に 掲げる事 項につ いて広 報 活動を 実 施 す る。  

防災 知 識の普 及啓発 に際し て は 、要配 慮 者 へ 十 分に 配 慮 す る こと に よ り、地域

に お い て 要 配 慮 者 を 支 援 す る 体 制 が 整 備 さ れ る よ う 努 め る と と も に 被 災 時 の 男

女 の ニ ー ズ の 違 い 等 、 男 女 双 方 の 視 点 へ 十 分 に 配 慮 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

⑴  放射性物 質及び 放射線 の 特性に 関 す る こと  

⑵  原子力施 設の概 要に関 す ること  

⑶  原子力災 害とそ の特性 に 関する こ と  

⑷  放射線に よる健 康への 影 響、モニ タ リ ン グ結果 の解 釈 の 仕方 及 び放射 線 防護  

に関 すること  

⑸  緊急時に 県や国 等が講 じ る対策 の 内 容 に関 す るこ と  

⑹  屋内退避 や避難 に関す る こと  

⑺  要配慮者 への支 援に関 す ること  

⑻  緊急時に とるべ き行動 及 び留意 事 項 等 に関 す るこ と  

⑼  指定避難 所等の 運営管 理 、行動 等 に 関 する こ と  

⑽  放射性物 質によ る汚染 の 除去に 関 す る こと  

⑾  放射性物 質によ り汚染 さ れ、又は そ の お それの ある も の の処 理 に関す る こと  

２．災害復 旧への 備え  

市 は 、 災 害 復 旧 に 資 す る た め 、 国 （ 安 全 規 制 担 当 省 庁 ）、 県 、 県 内 の 市 町 及 び

原子 力事業者 と協力 しなが ら 、放 射 性 物質 の除 染 に 関 する資 料 の収集 、整備 等 に

努め る。  
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第１ ５節  緊 急事態 応急 対 策に従 事 する者 の人材 育 成  

 

＜計画の目的＞ 

市及 び消防機 関は、応 急対策 全 般 への 対 応力 を 高 め ることに よ り、原 子力 防 災対

策の 円滑な実 施を図 るため 、緊 急 事態 応 急 対 策 に従 事 する 者 を、国 、指 定 公 共機関

等 が 防 災 業 務 関 係 者 に 向 け て 実 施 す る 原 子 力 防 災 に 関 す る 研 修 に 積 極 的 に 参 加 さ

せる などして 、防災 知識の 習 得、防 災 技術 の 習 熟 等を図 る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

緊 急 事 態 応 急 対
策 に 従 事 す る 者
に対 する研修  

 防災危機管理課 消防調整課  国 県 県警察 県内の市町 

 

＜計画の内容＞ 

１．防災業 務関係 者に対 する研修  

市及 び 消防機 関は、原 子 力防災 対 策の 円 滑 な 実 施を 図 る た め 、緊 急事態 応 急対

策に 従事する 者を、関係 省庁 等が 実施 す る原 子 力 防災に 関 す る 研修 に 積極的 に 参

加さ せるなど して、 防災知 識 の習得 、 防 災 技術 の 習熟 等 を 図る 。  
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第１ ６節  防 災訓練 の実 施  

 

＜計画の目的＞ 

市 は 、 県 、 県 警 察 、 消 防 機 関、 原 子 力 事 業 者 及 び そ の 他 防 災 関 係 機 関 と 連 携 し 、

国等 の支援を 受けて 訓練計 画 を策定 す ると と も に 、定期 的 に 訓練 を 実施し 、緊 急事

態応 急対策に 従事す る者の 技 術の習 熟 、防 災 関 係 機関相 互 の 連 携 等を 図 る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

訓練 計画  
 防災危機管理課  
消防調整課 

国 県 県警察 原子力事業者 

訓練 の実施  
 防災危機管理課  
関係各課 

国 県 県警察 原子力事業者 

訓 練 の 工 夫 と 事
後評 価  

 防災危機管理課 総務課 
消防調整課  

国 県 県警察 原子力事業者 

 

＜計画の内容＞ 

１．訓練計 画  

⑴  市の訓練 計画  

市は 、県、県警 察 、消防 機 関 、原 子 力事 業 者 及 び その他 防 災関係 機 関と 協力

し、内 閣府、原 子力規 制 委員会 、原 子力 防 災専 門 官 等 の 支援 を 受けて 、次の訓

練を 組み合わ せた訓 練計 画 を策 定 す る。  

①  災害対策 本部等 の 設置 、運 営 訓 練  

②  オフサイ トセン タ ーへ の参 集 、 運営 訓 練  

③  緊急時通 信連絡 訓 練  

④  緊急時モ ニタリ ン グ訓 練  

⑤  原子力災 害医療 対 策訓 練  

⑥  住民等に 対する 情 報伝 達訓 練  

⑦  住民参加 訓練  

⑧  その他必 要な訓 練  

⑵  国・県の 訓練計 画  

市は 、国、県が 、市等と 総 合 的 な防 災訓 練 を 実 施するた め 、その 計 画を 策定

する 場合、訓 練実施 計画 の 企画 立 案 に参画 する。  

２． 訓練の実 施  

⑴  市の訓練  

市は 、県、県警 察 、消防 機 関 、原 子 力事 業 者 及 び その他 防 災関係 機 関と 協力

し、策定 した計 画に基 づいて定 期 的に 訓 練を 実 施 し 、緊 急 事 態応 急 対 策 に従事

する 者の技術 の習熟 、防 災 関係 機 関 相互の 連携等 を 図 る。  

⑵  国・県の 総合防 災訓練  

市は 、国 、県 が、市 等 と総合 的 な防災 訓 練 を 実施 す る 場 合、玄海 町 、唐津市 、

原子 力事業者 及び防 災関 係 機関 と 共 同して 総合的 な 防 災訓 練 を 行 う。  
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３． 訓練の工 夫と事 後評価  

市は 、県、県 警察 、消防機 関、原子 力事業 者 及 び その 他防 災 関係 機 関 と 連携 し、

訓練 を実施す るに当 たり、訓練想 定 に つ いて 内閣 府 、原 子力 規 制委員 会 、原 子力

防 災 専 門 官 か ら 助 言 を 受 け る と と も に 、 訓 練 参 加 者 の 技 術 の 習 熟 に 資 す る な ど 、

効果 的なもの となる よう工 夫 する。  

また 、訓練 を実施 するにあ たり、当該訓 練 の 目 的、訓 練 にお い て 確認 項 目 の 設

定を 行うとと もに、訓練 終了後、専門 家 の活用 に も 努 めなが ら 訓練の 評 価を 行 い、

必要 に応じ訓 練やマ ニュア ル の作成 に 活 か して い くな ど 、原 子 力防 災 体制の 充 実

に取 り組むも のとす る。  
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第１ ７節  核 燃料物 質等 の 事業所 外 運搬中 の事故 に 対 する 防 災 体 制の 整 備  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、核燃料 物質等の 運搬中 の 事 故に 係 る防 災 対 策 について 、原 子 力 災害 の 発生

及び 拡大の防 止のた め、危険 時の 措 置 等を 迅 速か つ 的 確に行 う た め の体 制 の 整備を

図る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

核 燃 料 物 質 等 の
運 搬 中 の 事 故 に
対 す る 防 災 体 制
の整 備  

 防災危機管理課 環境政策課 
消防調整課  

国 県 県警察 県内の市町 
海上保安部 原子力事業者等 

 

＜計画の内容＞ 

１． 核燃料物 質等の 運搬中 の 事故に 対 する 防 災 体 制の整 備  

市は 、核燃料 物質等の 運搬中 の 事 故に 係 る防 災 対 策 について 、原 子 力 災害 の 発生

及 び 拡大 の 防 止 の た め 、 国 、 県 、 県 警 察 、 県 内 の 市 町 、 消 防 機 関 及び 海 上 保 安 部 、

原子 力事業者 及び運 搬を委 託 された 者（ 本 節 及び 第 ３章 第 １ ５節 に おいて「 原 子力

事 業 者等 」 と い う 。） と 連 携 し 、 運 搬 の 特 殊 性 、 具 体 的 な 事 故 想 定 に 係 る 輸 送 容 器

の安 全性等を 踏まえ つつ、危 険時 の 措 置等 を 迅速 か つ 的確に 行 う た めの 体 制 の整備

を図 る。そ の 際、原子 力事業 者 は、核 物 質防 護 上問 題 を 生 じ ない 範 囲にお い て、海

上保 安部等に 必要な 運搬情 報 の提供 等 の協 力 に 努 める。  

⑴  原子力事 業者等 は、事 故時に 次 の措置 が 迅 速 かつ 的 確 に とれ る よ う 、事故 時

の応 急 措置、事故 時 対応組 織 の役 割 分 担 、携 行 す る資機 材 等 を 記載 し た 運搬計

画書 、迅速 に 通報 を 行うた め に必 要 な 非 常 時連 絡 表等 を 作成す る ととも に 、運

搬を 行 う際に は、こ れらの 書 類、必要 な 非常 通 信 用資機 材 及 び 防災 資 機 材を携

行す る も のと す る 。 また 、 危 険時 の 措 置 等 を 迅 速 かつ 的 確 に 実 施 す る ため に 、

必要 な 要員を 適切に 配置す る と とも に 、必 要 な マ ニュアル の 整備 を 図 る。  

①  原子力規 制委員 会、県、県 警 察 、消 防 機関及 び 海 上保 安 部 等 への 迅 速 な通

報  

②  消火、延 焼防止 の措 置  

③  核燃料輸 送物の 安全 な 場所 へ の 移動、関係 者 以 外の者 の 立ち 入 り を禁 止す

る措 置  

④  モニタリ ングの 実施  

⑤  運搬に従 事する 者や 付 近に い る 者の退 避  

⑥  核燃料物 質等に よる 汚 染の 拡 大 の防止 及び除 去  

⑦  放射線障 がいを 受け た 者の 救 出 、避難 等の措 置  

⑧  その他放 射線障 がい の 防止 の た めに必 要な措 置  

⑵  原 子 力事 業 者等 は、 運 搬 中 の 事 故に よ り 施 設 敷地 緊 急事 態 が 発 生 し た 場 合 、

直ち に 原子力 防災管 理者を 通 じ 、原 子力 規 制 委 員 会、経 済産業 省 、内 閣 府 、県、

事故 発 生場所 を所管 する市 町 、県 警 察 、消 防 機 関 及び 海上 保 安 部な ど 関係機 関
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に同 時 に文書 で送信 できる よ う 必要 な 通報 ・ 連 絡 体制を整 備 する 。  

 

⑶  市及び県 は、事故の 状 況把握 及 び関 係 機 関 への連 絡 体 制 を 整備 す るとと も に、

国の 主 体的な 指導の もと、又は 独 自の 判 断 に よ り、必 要 な措置 を 実施す る ため

の体 制 を整備 する。  

⑷  県警察は 、事 故の状 況 把握に 努 める と ともに 、事故 の状 況 に応じ て 、警 察職

員 の 安 全 確 保 を 図 り な が ら 、 原 子 力 事 業 者 等 と 協 力 し て 人 命 救 助 、 避 難 誘 導 、

交通 規 制等必 要な措 置を実 施 す るた め に必 要 な 体 制を整備 す る。  

⑸  消 防 機 関 は 、 事 故 の 通 報 を 受 け た 場 合 は 直 ち に そ の 旨 を 都 道 府 県 に 報 告 し 、

事故 の 状況の 把握に 努める と と もに 、事 故 の 状 況に 応 じ て 、消 防 職員の 安 全確

保を 図 りなが ら、原子力 事 業者 等と 協力 し て 、火災 の消 火、救助 、救 急等 必要

な措 置 を実施 するた めに必 要 な 体制 を 整備 す る 。  

⑹  海上保安 部は、事故 の 状況把 握 に努 め るとと も に 、事故 の 状況に 応 じて、海

上保 安 職員の 安全確 保を図 り な がら 、原 子 力 事 業者 等 と 協 力 して 、現場 海 域へ

の立 ち 入り制 限、人 命救 助等 に関 す る 必 要な措 置を実 施 するた め に必 要 な 体制

を整 備 する。  
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第３章 災害応急対策計画  

 
 

第１節  基本方針  

 

本章 は、原 子力 事 業者 か ら警 戒事 態又 は 施 設 敷地緊 急事 態 の 発生 の 通報が あ った

場合 の対応及 び同法 第 15 条 に基づく 緊急事 態 宣 言 が発 出さ れ た場 合 の 緊急 事 態応

急対 策を中心 に示し たもの で あるが 、これ ら 以外 の 場 合であ っ て も 原子 力 防 災上必

要と 認められ るとき は、本 章 に準じ て 対応 す る 。  

 
 
  

第２ 節  通報 連絡、 情報 収 集活動  

 

＜計画の目的＞  

市は 、施 設敷地 緊急事 態等 が発 生 し た 場合は 、迅 速 かつ 的確 な 通 報連 絡 、情 報収

集を 行うこと により 、防災 対 策の確 立 を図 る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

施 設 敷 地 緊 急 事
態 発 生 情 報 の 連
絡等  

 統括班 情報班 警防班 
県 県警察 海上保安部  
原子力防災専門官 原子力事業者 
消防本部 

全 面 緊 急 事 態 の
連絡 等  

 統括班 各班 
国 県 県警察 海上保安部  
原子力防災専門官 原子力事業者 

 

＜計画の内容＞ 

１．施設敷 地緊急 事態発 生情報の 連絡等  

 ⑴  情報収 集事態 が発生 し た場合  

  ①  国か らの連 絡  

原子 力規制委 員会 は 、情報収 集 事態を 認 知 し た場合 に は、情報 収 集事 態 の

発生 及び その 後 の状 況に つ いて、関 係省庁 及び、県、玄海町 及 び関係 周 辺市

に対 して 情報 提 供を 行う 。また 、原子力 規 制 委員 会・内閣府 原 子力事 故 合同

現地 情報 連絡 室 は、県、玄海 町、唐 津 市、伊 万里 市に対 し 、連 絡 体制 の 確 立

等の 必要 な体 制 をと るよ う 連絡す る 。  

  ②  県か らの連 絡  

県は 、原子力規 制委 員 会から 連絡が あ っ た場 合 など 、情 報収集 事 態の 発 生

を認 知し た場 合 には 、連絡体 制 の確立 等の必 要 な 体 制を と る もの と する。ま

た、情 報収集事 態の 発 生を認 知 したこ とにつ い て 、そ の他 市 町 及び 関 係する

指定 地方 公共 機 関に 連絡 す るもの と する 。  

⑵  警戒事態 が発生 した場 合  

①  国からの 連絡  

原子 力規制委 員会 は 、警戒 事 態に 該 当 す る 自然 災害 を 認知し た とき 又 は原

子力 事業 者等 に より 報告さ れ た事 象 が警 戒事 態 に 該当 す る と 判断 し た場合に
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は、 警戒 事態 の 発生 及びそ の 後の 状 況に つい て 、 関係 省 庁 及 び関 係 県、玄海

町、 唐津 市、 伊 万里 市に対 し て情 報 提供 を行 う 。 また 、 原 子 力規 制 委員会・

内閣 府原 子力 事 故合 同警 戒 本部は 、県、玄海 町 、唐 津 市、伊 万里市 に 対して 、

連絡 体制 の確 立 等の 必要な 体 制を と るよ う連 絡 す る。 そ の 際 併せ て 、気象情

報を 提供 する も のと する 。  

②  県からの 連絡  

県は 、原子力 規制 委 員会か ら 連絡 が あ っ た 場合 など 、 警戒事 態 の発 生 を認

知し た場 合に は 、連 絡体制 の 確立 等 の必 要な 体 制 をと る も の とす る 。また、

警戒 事態 の発 生 を認 知した こ とに つ いて 、玄 海 町 、唐 津 市 、 伊万 里 市及び県

内そ の他 市町 、 県警 察、消 防 機関 、 気象 台、 自 衛 隊、 海 上 保 安部 及 びその他

防災 関係 機関 に 連絡 する 。 併せて 、 住民 等 へ の情 報提 供 を 行う 。  

③  市からの 連絡   

市は 、原子力 規制 委 員会又 は 県か ら 連 絡 が あっ た場 合 など、 警 戒事 態 の発

生を 認知 した 場 合に は、直 ち に警 戒 態勢 を整 備 し 、必 要 な 職 員を 動 員配備す

ると とも に、 迅 速か つ適切 な 情報 収 集を 行う こ と によ り 、 防 災対 策 の確立を

図る もの とし 、 状況 により 広 報活 動 （準 備） や 住 民か ら の 「 問い 合 わせ、相

談窓 口」 の開 設 （準 備） 等 を行う 。  

また 、連絡を 受け た 事項に つ いて 、 区 長 、 消防 団、 農 協及び 漁 協等 の 関係

機関 に連 絡し 、 併せ て、 住 民等へ の 情報 提 供 を行 う。  

なお 、広報活 動に つ いては 、 誤っ た 情 報 が 広が り、 住 民の不 安 が生 じ ない

よう 、適 時行 う もの とす る 。  
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【警 戒 事態発 生時の 情 報 伝 達経路 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

原子力事業者 

内 閣 官 房 

経済産業省資源エネ ルギー庁 

指定行政機関 指定地方行政機関 

指 定 公 共 機 関 原 子 力 規 制 委 員 会 ・ 内 閣 府 
（ 原 子 力 事 故 合 同 警 戒 本 部 ） 

原 子 力 防 災 専 門 官 

原 子 力 保 安 検 査 官 

地方放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ対策官 

佐 賀 県 
災害警戒本部・緊急モニタリング本部 

佐 賀 県 警 察 本 部 

唐 津 警 察 署 
伊 万 里 警 察 署 

伊万里市 

消 防 本 部 

唐 津 海 上 保 安 部 

佐 賀 地 方 気 象 台 

※ 自 衛 隊 

各 部 等 
連絡員所属部署 

 
そ の 他 

 
関 係 機 関 

関 係 各 課 

※ 自衛隊 

陸上自衛隊：西部方面混成団 

海上自衛隊：佐世保地方総監部 

航空自衛隊：西部航空方面隊 

県内その他市町 

玄 海 町 ・ 唐 津 市 
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 ⑶  原子力 事業者 からの 施 設敷地 緊 急事 態 発 生 通報が あ っ た 場 合  

①  原子力事 業者か ら の通 報  

原子 力事業者 の原 子 力防災 管 理者 は 、 施 設 敷地 緊急 事 態発生 後 又は 発 生の

通報 を受 けた 場 合、 直ちに 、 官邸 （ 内閣 官房 ）、 原 子力規 制 委 員 会 、 内閣 府、

経済 産業 省、 県 、玄 海町、 唐 津市 、 伊万 里市 、 県 警察 、 消 防 機関 、 海上保安

部及 び原 子力 防 災専 門官等 に 、当 該 事象 発生 に つ いて 文 書 で 送信 す るととも

に、 その 着信 を 確認 する。 ま た、 原 子力 事業 者 は 原子 力 災 害 の発 生 又は拡大

の防 止の ため に 必要 な応急 措 置を 行 い、 その 措 置 の概 要 に つ いて 報 告しなけ

れば なら ない 。  

通報 を受けた 事象 に 関する 原 子力 事 業 者 へ の問 い合 わ せは、 簡 潔、 明 瞭に

行う よう 努め る 。  

  ②  国か らの連 絡  

    原子 力規制 委員会 は、通 報を 受 け た 事象に ついて 、発 生 の確 認 と 緊 急事態

宣言 を発 出す べ きか 否か の 判断を 直 ちに 行 い 、事象 の 概要、事 象 の 進展の見

通 し な ど 事 故 情報 等 に つ い て 、 官 邸 （ 内 閣 官 房 ）、 内 閣 府 、 県 、 玄 海 町 、 県

警察 、そ の他 関 係機 関及 び 公衆に 連 絡す る 。  

また 、原子 力 規制委 員会・内 閣 府原 子 力事故 合 同 対 策本 部 は、必要 に 応じ

玄海 町及び 唐 津市に 対し、Ｐ ＡＺ内 の住民 等 の 避 難準備 及 び施設 敷 地緊急 事

態要 避難者 の 避難を 行うよ う 連絡す る と と もに 、玄 海町 、唐 津 市 、伊万里 市

にＵ ＰＺ内 の 屋内退 避準備 を 行うよ う 要 請 し、Ｕ ＰＺ外 の 区域を 管 轄する 地

方公 共団体 に 対して は、避 難 した施 設敷地 緊 急 事 態要避 難 者以外 の 住民の 避

難準 備に協 力 するよ う、県を 通 じて 要 請す る 。その 際 併せ て 、気 象 情報を 提

供す るもの と する。  

③  県からの 連絡  

県は 、原子力 事業 者 、原子 力 規制 委 員 会 、 内閣 府又 は 原子力 防 災専 門 官か

ら通 報、 連絡 を 受け た事項 に つい て 、玄 海町 、 唐 津市 、 伊 万 里市 、 県内その

他市 町、 県警 察 、消 防機関 、 気象 台 、自 衛隊 、 海 上保 安 部 及 びそ の 他防災関

係機 関に 連絡 す る。 併せ て 、住民 等 への 情 報 提供 を行 う 。  

また 、必要に 応じ 玄 海町及 び 唐津 市 に 対 し 、Ｐ ＡＺ 内 の住民 等 の避 難 準備

及び 施設 敷地 緊 急事 態要 避 難者の 避 難を 行 う よう 連絡 す る とと も に、玄 海 町、

唐津 市及 び伊 万 里市 にＵＰ Ｚ 内の 屋 内退 避準 備 を 行う よ う 要 請し 、 ＵＰＺ外

の区 域を 管轄 す る地 方公共 団 体に 対 して は、 避 難 した 施 設 敷 地緊 急 事態要避

難者 以外 の住 民 の避 難準 備 に協力 す るよ う 、 要請 する 。  

なお 、玄海町 、唐 津 市及び 伊 万里 市 に 連 絡 する 際に は 、併せ て 、Ｐ Ａ Ｚ内

の住 民避 難が 円 滑に 進む よ う配慮 を 求め る も のと する 。  

④  市からの 連絡   

市は 、原子力 事業 者 、原子 力 規制 委 員 会 、 原子 力防 災 専門官 又 は県 か ら通

報、 連絡 を受 け た事 項につ い て、 区 長、 消防 団 、 農協 及 び 漁 協等 の 関係機関

に連 絡す る。 併 せて 、住 民 等への 情 報提 供 を 行う 。  

さら に、市は 、市 内 の屋内 退避準 備 を 行う 。  
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現地事故対策連絡会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

玄海原子力発電

指 定 行 政 機 関 指定地方行政機内 閣 官 房 

経済産業省資源エネルギー庁 

原子力規制委員会・内閣府 

（原子力事故合同対策本部） 

指 定 公 共 機 関 

伊万里警察署 

伊 万 里 市 

唐津海上保安部 

県警察非常災害警備本部 

安 全 規 制 担 当 省 庁 

原子力規制委員会・内閣府 

指 定 行 政 機 関 

原 子 力 防 災 専 門 官 
県災害対策本部 

緊急医療本部 

緊急ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ本部 

佐賀地方気象台 

自 衛 隊 

県現地災害対策本部 

県警察原子力災害警備現地本部 

伊 万 里 市 

消 防 本 部 消 防 本 部 

唐 津 海 上 保 安 部 

自 衛 隊 

原子力事故合同現地対策本部 

原 子 力 事 業 者 

【施設敷地緊急事態発生時の情報伝達経路】 

オ フ サ イ ト セ ン タ ー 
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⑷  警戒事態 又は施 設敷地 緊 急事態 発 生 後 の応 急 対策 活 動 情報 、被 害情報 等 の連   

 絡  

①  原子力事 業者の 通 報  

原子 力事業者 は、内 閣 官房、原子力 規制委 員 会 、文 部科学 省 、内閣 府 、県、

玄海 町、 唐津 市 、伊 万里市 、 県警 察 、消 防機 関 、 海上 保 安 部 、原 子 力防災専

門官 等に 、施 設 の状 況、応 急 対策 活 動及 び被 害 の 状況 等 に つ いて 定 期的に文

書を もっ て連 絡 する とと も に、状 況 に変 化 が ある 場合 は 直 ちに 連 絡する 。  

また 、原子力 事業 者 は原子 力 災害 の 発 生 又 は拡 大の 防 止のた め に必 要 な応

急措 置を 行い 、 その 措置 の 概要に つ いて 報 告 しな けれ ば な らな い 。  

通報 を受けた 事象 に 関する 原 子力 事 業 者 へ の問 い合 わ せは、 簡 潔、 明 瞭に

行う よう 努め る 。  

②  市、国及 び県の 相 互連 絡  

市、 原子力規 制委 員 会、内 閣 府、 県 及 び 原 子力 防災 専 門官は 、 原子 力 事業

者等 から 連絡 を 受け た事項 、 自ら 行 う応 急対 策 活 動状 況 等 を 随時 連 絡するな

ど、 相互 に連 絡 を密 にす る ものと す る。  

③  市と関係 機関と の 連絡  

市は 、関係機 関と の 間にお い て、 原 子 力 事 業者 及び 原 子力規 制 委員 会 、内

閣府 から 通報 ・ 連絡 を受け た 事項 、 自ら 行う 応 急 対策 活 動 状 況等 を 随時連絡

する など 、連 絡 を密 にす る ものと す る。  

④  現地事故 対策連 絡 会議 との 連 携  

市、 県及び原 子力 事 業者は 、 国の 現 地 事 故 対策 連絡 会 議が設 置 され た 場合

は、 当該 機関 と の連 携を 密 にする も のと す る 。  

２． 全面緊急 事態の 連絡等  

 ⑴  全面緊 急事態 に該当 す る事象 発 生の 通 報並びに市及び県の対応 

  ①  原子 力事業 者から の通 報  

原子 力事業者 の原 子 力防災 管 理者 は 、 全 面 緊急 事態 に 該当す る 事象 の 発見

後又 は発 見の 通 報を 受けた 場 合、 直 ちに 、施 設 敷 地緊 急 事 態 発生 に 関する通

報の 場合 に準 じ て関 係機 関 への通 報 を行 う も のと する 。  

  ②  国、 県、市 からの 連絡  

国、 県、市は 、通 報 を受け た 事項 に つ い て 、施 設敷 地 緊急事 態 発生 に 関す

る通 報の 場合 に 準じ て関 係 機関へ の 連絡 を 行 うも のと す る 。  

  ③  緊急 事態宣 言  

国の 原子力災 害対 策 本部は 、 全面 緊 急 事 態 が発 生し た と判断 し た場 合 は、

市に 対し 、市 内 の住 民等の 屋 内退 避 等の 必要 な 緊 急事 態 応 急 対策 を 行うよう

連絡 する 。  

  ④  県の 対応  

    県は 、通報 を受け た事 項に つい て 、住 民 等 への情 報 提 供 を行 う 。  

  ⑤  市の 対応  

市は 、連絡を 受け た 事項に ついて 、 住 民等 へ の情 報 提供を 行 う。  

また 、市 は、市内の 住 民等 の屋 内退 避 等 の 必要な 緊急 事 態 応急 対 策を行 う。 

⑵  緊急事態 宣言の 応急対 策 活動情 報 、 被 害情 報 等の 連 絡  

①  情報の共 有  
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市災 害対策本 部長 か ら委任 を受け た 職 員は 、国（ 原子 力 災害現 地 対策 本 部）、

県（現地 災害対 策本部 ）、指 定 公共機 関 、指定地 方 公 共 機 関、原子 力 事業者 及

びそ の他 防災 関 係機 関と連 携 し、 オ フサ イト セ ン ター に お い て情 報 収集活動

を行 う。  

②  派遣職員 の業務  

市は 、オフサ イト セ ンター に 派遣 し た 職 員 に対 し、 自 ら行う 緊 急事 態 応急

対策 活動 、被 害 の状 況に関 す る情 報 を随 時連 絡 す ると と も に 、派 遣 職員は、

国等 の防 災関 係 機関 と連絡 協 議を 踏 まえ たモ ニ タ リン グ 情 報 等を 市 対策本部

に連 絡す る。  

③  原子力防 災専門 官 の業 務  

原子 力防災専 門官 は 、オフ サ イト セ ン タ ー にお いて 、 災害情 報 の収 集 ・整

理を 行う とと も に、 県、玄 海 町、 唐 津市 、伊 万 里 市、 原 子 力 事業 者 及びその

他防 災関 係機 関 との 間の 連 絡・調 整 等を 行 う 。  

  ④  一般 回線が 使用で きな い場 合の 対 処  

国の 原子力災 害対 策 本部は 、 県、 玄 海 町 及 び住 民に 対 して、 必 要に 応 じ、

衛星 電話 、イ ン ター ネット メ ール 、 Ｊ－ ＡＬ Ｅ Ｒ Ｔ、 Ｎ － Ａ ＬＥ Ｒ Ｔ等多様

な通 信手 段を 用 いて 、原 子 力災害 対 策本 部 の 指示 等を 確 実 に伝 達 する。  

県は 、伝達さ れた 内 容を市 に連絡 す る 。  

この 際、地震 や津 波 等の影 響 に伴 い 、 一 般 回線 が使 用 できな い 場合 は 、別

途整 備さ れて い る衛 星通信 回 線並 び に防 災行 政 無 線等 を 活 用 し、 情 報収集・

連絡 を行 うも の とす る。  
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【緊 急 事態宣 言 後 の 情報 伝 達経 路】  

 

 

 

（注）緊急事態宣言発出前に県災害対策本部が設置された場合もこれに準じる。 
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第３ 節  住民 等への 的確 な 情報伝 達 活動  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、県 、県内の 市町 及び その 他 防災関 係 機関 と 連 携し 、住 民等に 災 害情報 を提

供す るため、広報車等 あらゆ る手段 で そ の周 知 徹底 に 努 め る とと も に、住民 の 問い

合わ せに対応 するた め相談 窓 口を設 置 する 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

住 民 等 へ の 情 報
伝達 活動  

情報班 統括班 動員班  
援護班 衛生班 

国 県 原子力事業者 

誤 情 報 の 拡 散 へ
の対 処  

情報班 統括班  国 県 県内の市町 原子力事業者 

住 民 等 か ら の 問
い 合 わ せ に 対 す
る対 応  

 総務班 情報班 国 県 原子力事業者  

 

＜計画の内容＞ 

１． 住民等へ の情報 伝達活 動  

⑴  住民等へ の広報  

市は 、原 子力災 害 の特 殊性 を 勘 案し 、住 民 等 に 対 する的 確 な情報 提 供が 迅速

か つ 的 確 に 行 わ れ る よ う 、 国 （ 原 子 力 規 制 委 員 会 、 内 閣 府 ）、 県 と の 連 携 を 図

ると ともに、 住民等 への 情 報伝 達 を 図る。  

市は 、住 民等へ の 情報 提供 を 図 るた め 、次 の 方 法 等あら ゆ る手段 を 用い て情

報提 供活動を 実施す る。  

  ①  防災 行政無 線  

②  ケーブル テレビ  

③  携帯電話 等のメ ー ル（ 防災 ネ ットあ ん あん 、エリ ア メール 等 の緊急 速 報メ

ール 等）  

④  広報車  

⑤  消防団員 等によ る 戸別 訪問  

⑥  その他実 情に即 し た方 法（ 市 ホ ーム ペ ージ 、 ツ イッタ ー 、ラ ジ オ 放送 等） 

⑵  実施方法  

情報 提供 活動 を 実施 する に 当たっ て は、 次 の こと に配 慮 す る。  

①  情報提供 に当た って は 、情 報 の発 信 元を 明 確 に す ると と もに、あ ら かじめ

例文 を準備し 、専門用 語 や曖昧 な 表現 は 避 け るなど、理 解しや す く誤解 を招

かな い表現を 用い る 。  

②  繰り返し 広報す るな ど 、情 報 の 空白 時 間が 生 じ ないよ う 定期 的 な 情報 提供

に努 める。  

③  速やかな 情報提 供に 努 める と と もに、情 報提 供 に 当たっ て は、得 ら れてい

る情 報と得ら れて い ない情 報 を明確 に区別 し て 説 明する よ う努め る 。  

④  各防災関 係機関 は相 互 に連 携 し 、情報 の一元 化 を 図る 。  
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⑤  被災者の おかれ てい る 生活 環 境 、居住 環 境等 が 多 様であ る ことに 鑑 み、情

報を 提供する 際に 活 用する 媒 体に配 慮する 。特 に、避難 所 にいる 被 災者は 情

報を 得る手段 が限 ら れてい る ことか ら、被 災 者生活 支 援 に 関す る 情報に つ い

ては 紙媒体で も情 報 提供を 行 うなど 、適 切 に 情報提 供 が な され る よう努 め る。 

⑶  広報内容 及び要 配慮者 へ の配慮  

市及 び県は、住 民等の ニ ーズを 十 分把 握 し 、原子 力災 害 の状況（ 原 子力 事 業

所 等 の 事 故 の 状 況 、 モ ニ タ リ ン グ の 結 果 等 ）、 農 林 畜 水 産 物 の 放 射 性 核 種 濃 度

測定 の結果及 び出荷 制限 等 の状 況 、安 否 情 報 、医 療 機 関 など の 情報、県 等が講

じて いる対策 に関す る情 報 、交 通 規制 、避難経 路 、避難所 な ど住 民 等 に 役立つ

正確 かつきめ 細やか な情 報 を提 供 す る。  

また 、そ の他市 町 は、上記 の ほか 、次の 事 項 に つい て情 報 提供活 動 を実施 す

る。  

①  避難住民 を受け 入れ る 場合 、避 難住 民 の受 入 を 行う旨 及 び車 両 の 運転 を控

える 等、避難 を円 滑 に行う た めの協 力呼び か け  

②  不安解消 のため の 住民 に対 す る 呼び か け  

情報 提供に当 たっ て は、自 治 会、 自 主 防 災 組織 、民 生 委員・ 児 童委 員 等を

活用 し、 民心 の 安定 及び要 配 慮者 、 一時 滞在 者 、 在宅 の 避 難 者、 応 急仮設住

宅と して 供与 さ れる 賃貸住 宅 への 避 難者 、所 在 を 把握 で き る 広域 避 難者等に

配慮 する 。  

⑷  広報内容 の確認  

市は 、合 同対策 協 議会 での 協 議 を踏 ま え、十 分 に 内容を 確 認した う えで 住民

に対 する情報 の公表 及び 広 報活 動 を 行うも のとす る 。  

また 、発 表内容 や 時期 につ い て は、国の 原 子 力 災 害現地 対 策本部 、指定行 政

機関 及び公共 機関等 と相 互 に連 絡 を 取り合 うもの と す る。  

⑸  避難状況 の把握 への協 力  

市は 、避 難状況 の 確実 な把 握 に 向け て 、市 が 指 定 した避 難 所以外 に 避難 をし

た場 合等には 、市災害 対策本部 に 居場 所 と連 絡 先 を 連 絡す る よう、住 民 等への

周知 について 協力す るも の とす る 。  

２． 誤情報の 拡散へ の対処  

市は 、イ ンター ネット 等の情報 を 注視 し 、誤 情 報 の拡散 が 発生し た 場合 は 公式

見解 をいち早 く発表 す る等 、誤 情 報 の拡 散 抑制 に 努 める。  

３． 住民等か らの問 い合わ せ に対す る 対応  

⑴  市は、速や かに住 民等から の 問い 合 わせに 対 応 す るため 、専 用 電 話 を備 え た

窓口 の 設置、人員の 配置等 体 制を確 立 す る 。当 該 窓 口は、事故の 状 況を 考 慮 し、

必要 に 応じて ２４時 間受付 体 制 等の 対 応を 実 施 す る。  

また 、市は、 情報の ニ ーズ を見 極め 収 集 ・ 整理を 行う も の とす る 。  

市は 、国 及び原 子 力事 業者 の 協 力を 得 なが ら 、状 況に 応 じた質 疑 応答集 を作

成し 、住民相 談窓口 に備 え 置く よ う 努める ものと す る 。  

 ⑵  市は、被災者の 安否に ついて 住 民 等か ら 照会 が あ っ た とき は 、被 災者 等 の権

利利 益を不当 に侵害 す るこ との な い よう に 配慮 し つ つ、消防 、救助 等 人 命に 関

わる ような 災 害 発 生 直 後 の 緊 急 性 の 高 い 応 急 措 置 に 支 障 を 及 ぼ さ な い 範 囲 で 、

可能 な限り安 否情報 を 回答 する よ う 努め る もの と す る。この 場 合 に おい て 、市
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は、安否 情 報の 適 切な 提供 のた めに 必 要と 認 め るとき は 、県、消防 機 関 等と 協

力し て、被災者に 関す る 情報の 収集に 努 め るこ と とす る 。な お、被災 者 の 中に 、

配偶 者からの 暴力等 を 受け 加害 者 か ら追 跡 され て 危 害を受 け る恐 れ が ある も

の等 が含まれ る場合 に は、そ の加 害 者 等に居 所が知 ら れるこ と のな い よ う当 該

被害 者の個人 情報の 管 理を 徹底 す る よう 努 める も の とする 。  
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【住 民等に対 する指 示伝達 ・ 情報提 供 の系 統 図 】  
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第４ 節  活動 体制の 確立  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、原子力 災害に対 処する た め 災害 対 策本 部 等 を 設置し、災 害 情 報 を一 元 的に

把握 し、共有 するこ とがで き る活動 体 制を 確 立 す る。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

災害 警戒本部   統括班 総務班 情報班 各班 国 県 原子力事業者等 

災害 対策本部   統括班 総務班 情報班 各班 国 県 原子力事業者等 

県 内 の 市 町 の 活
動体 制  

 統括班 総務班 
国 県 県内の市町 
原子力事業者等 

防 災 関 係 機 関 の
活動 体制  

 統括班 総務班  
国 県 県内の市町 
原子力事業者等 

合 同 対 策 協 議 会
の 設 置 及 び 職 員
の派 遣  

統括班 総務班 
国 県 玄海町 唐津市 原子力事
業者等 

 

＜計画の内容＞ 

１． 災害警戒 本部  

⑴  災害警戒 本部の 設置  

市は 、警 戒事態 発 生の 通報 を 受 けた 場 合、県 が 災 害警戒 本 部を設 置 した 場合

又は 総務部長 が必要 と認 め た場 合 は 、災害 警 戒本 部 を 設置し て 、速や か に職員

の 非 常 参 集 、 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 体 制 の 確 立 等 必 要 な 体 制 を と る と と も に 、 国 、

県、原子 力事業 者等の 防災関係 機 関と 密 接な 連 携 を 図 りつ つ 、警 戒 態 勢 をとる

もの とする。  

また 、国から 現地事 故 対策 連絡 会議 を オ フ サイト セ ン タ ー で開 催 すると し て、

職員 の派遣要 請があ った 場 合は 、 速 やかに 職員を 派 遣 する 。  

⑵  設置基準  

①  警戒事態 発生の 通 報を 受け た 場 合（ 自 動設 置 ）  

②  県が災害 警戒本 部 を設 置し た 場 合  

③  放 射 性 物 質 の 放 出 に よ る 影 響 が 周 辺 環 境 に 及 ぶ 若 し く は そ の 恐 れ が あ る

とし て総務部 長が 必 要と認 め る場合  

④  総務部長 が必要 と 認め る場 合  

⑶  設置場所  

   本庁本 館３階 「第３ 会 議室」 に 置く 。  

 ⑷  配備要 員  

伊万 里市 災 害 対 策 配 備 要 員 名 簿 「 警 戒 本 部 連 絡 員 」 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 
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※災 害発生時 の対処 に必 要 な要 員 に より構 成する と と もに 、長期 勤 務 態勢 を考

慮し 、状況に より 総 務部長 の 指示に より人 員 を 増 減する も のとす る 。  

 ⑸  主要活 動内容  

①  現地事故 対策連 絡 会議 職員 派 遣 要請 に 対す る 職 員派遣 に 関す る こ と  

②  情報収集 に関す る こと  

ア  放射 性物 質 の拡 散（ お それ） に 関す る 情 報  

イ  避難 施設 、 輸送 手段 等 に関す る 情報  

ウ  国、 県 ､関係 機関、 特 に 緊 急事 態応 急 対 策 拠点施設 に 関す る 情 報  

エ  原子 力関 係 事業 所の 事 故、事 故 対応 体 制 に関 する 情 報  

オ  気象 に関 す る情 報  

③  避難指示 の準備 （ 状況 によ り 発 令） に 関す る こ と  

④  住民広報 、報道 対 策に 関す る こ と  

ア  市は 、広 報 車等 による 広 報、 ケ ーブ ルテ レ ビ 、メ ー ル 等 によ る 住民に対

する 迅速、正 確な 情 報提供 を実施  

イ  各報 道機 関 から の問 い 合わせ 等 に対 す る 対応  

⑤  連絡調整 に関す る こと  

ア  県 ､県 警察等 との連 絡 調 整  

イ  オフ サイ ト セン ター と の連絡 調 整  

ウ  県等 の関 係 機関 との 通 信の確 保 と相 互 連 絡、 調整  

⑥  災害対策 本部へ の移 行 （準備 ） に関 す る こと  

⑦  総務部長 が命じ た 事項 に関 す る こと  

 ⑹  災害対 策本部 への移 行 と災害 警 戒本 部 の 廃 止  

①  災害対策 本部へ の 移行  

ア  施設 敷地 緊 急事 態発 生 の通報 を 受け た 場 合  

イ  内閣 総理 大 臣が 緊急 事 態宣言 を 発出 し た 場合  

ウ  県が 災害 対 策本 部を 設 置した 場 合  

エ  住民 の安 全 確保 等の た めに市 長 が必 要 と 認め る場 合  

②  災害警戒 本部の 廃 止  

ア  国、 県の 指 導・ 助言及 び 緊急 モ ニタ リン グ 調 査等 を 踏 ま えて 、 総務部長

が、 原子力施 設の 事 故が終 息 し、 緊 急 事 態 応急 対策 が 完了又 は 対策 の 必要

がな くなった と認 め る場合  

イ  災害対策 本部に 移行 し た場 合  

２． 災害対策 本部  

⑴  災害対策 本部の 設置  

市は 、施 設敷地 緊 急事 態発 生 の 通報 を 受け た 場 合、内閣 総 理大臣 が 緊急 事態

宣言 を発出し た場合 、県が 災害 対 策 本部 を 設置 し た 場合又 は 市長 が 必 要と 認め

た場 合は、あ らかじ め定め ら れ た場 所 に市 長 を 本 部 長とす る 災害 対 策 本部 を設

置す る。  

⑵  設置基準  

 ①  施 設敷 地 緊急 事 態の 通報 を受 け た 場 合  

②  緊急事態 宣言が 発 出さ れた 場 合 （自 動 設置 ）  

③  県が災害 対策本 部 を設 置し た 場 合  
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④  住民の安 全確保 の ため に市 長 が 必要 と 認め る 場 合  

⑶  設置場所  

本庁 本館３階「第３会 議 室」に 置 く。た だ し 、第 ３会 議 室が使 用 不能の 場合

は、 消防本部 に置く 。  

 ⑷  配備要 員   

災害 対策本部 運営 規 程（昭 和 ３ ８年 災 害対 策 本 部訓令 第 １ 号 ）及 び 災害 対策

本 部 運 営 要 領 （ 昭 和 ３ ８ 年 災 害 対 策 本 部 訓 令 第 ２ 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

⑸  配備体制 及び平 常業務 の 取扱い  

災害 対策本部 の配 備 体制及 び 災 害 対策 本 部設置 時 の 平 常業 務 の取扱 い は、次

のと おりとす る。  
 

種  別  体 制の基 準  平常 業 務 の 取扱 い  

 第 １配備  

 

放射性物質等により、市の一部に被害が

及び、又はそのおそれがある場合等、災

害応急活動その他災害対策を実施する必

要があるとき 

 第 １配 備 職 員を 除 く 職 員 で 実 施

する 。  

 

 第 ２配備  

 

放射性物質等により、市に広範囲な災害

が及び、又はそのおそれがある場合等、

組織的かつ総合的な災害応急活動その他

災害対策を実施する必要があるとき 

 必 要最 小 限 の市 民 サ ー ビ ス 業 務

を除 き 、災害 が 鎮静 す る まで 中止

する 。  

 

 ⑹  勤務時 間外（ 夜間、 休 日等） に おけ る 職 員 の参集  

①  自発的参 集基準  

職員 は、 勤 務時 間 外 に おい て 原子力 発 電 所 等 から の放 射 性物 質 の 放 出 等 に

関す る情 報 を、 テ レ ビ 、ラ ジ オ 等に より 知 ったと き は 、 災害 対 策本 部 設 置に

よる 指令 を待 つ こと なく 、 自発的 に 参集 し な けれ ばな ら な い。  

なお 、参 集 でき な い 職 員は 、 速やか に 災 害 対 策本 部へ の 連絡 を 試 み な け れ

ばな らな い。  

②  参集場所 の例外  

職員 は、 参 集に あ た っ て、 交 通途絶 等 に よ り 所定 の場 所 に参 集 す る こ と が

でき ない 場合 は 、最寄 り のコミ ュ ニ テ ィセ ン ター に参 集しな け ればな ら ない 。 

③  状況等の 報告  

参集 途上 に おい て 知 り 得た 災 害情報 は 、 参 集 後直 ちに 災 害対 策 本 部 へ 報 告

しな けれ ばな ら ない 。  

 ⑺  招集時 の伝達 ルート  

災害 対策 本部 運 営要 領の 定 めると こ ろに よ る 。  

 ⑻  主要活 動内容  

①  避難指示 の発令 ・ 解除 に関 す る こと  

②  警戒区域 の設定 に 関す るこ と  

③  被災者救 難 ､救助そ の他保 護 に 関す る こと  
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④  緊急輸送 の確保 及 び避 難所 に 関 する こ と  

⑤  自衛隊に 対する 災 害派 遣要 請 に 関す る こと  

⑥  放 射 性 物 質 の 拡 散 （ お そ れ ） に 対 す る 汚 染 防 止 及 び こ れ ら に 関 す る 除 染 、

その 他保 健衛 生 に関 する こ と  

⑦  安定ヨウ 素剤の 配 分、 服用 等 に 関す る こと  

⑧  被ばく医 療機関 と の連 携等 の 被 ばく 管 理及 び 医 療事務 に 関す る こ と  

⑨  被ばく等 被害を 受 けた 児童 生 徒 の管 理 及び 応 急 教育に 関 する こ と  

⑩  犯罪予防 ､交 通規制 等災害 地 に おけ る 社会 秩 序 の 維 持に 関 するこ と  

⑪  関係機関 等との 連 絡調 整に 関 す るこ と  

ア  緊急 事態 応 急対 策拠 点 施設と の 連絡 調 整  

イ  県、 各支 所 ､消防 ､警察 及び 医療 等 、 関 係機関 との 連 絡 調整  

⑫  住民広報 、対報 道 に関 する こ と  

ア  災 害 情 報 メ ー ル ､行 政 放 送 ､広 報 車 等 に よ る 住 民 に 対 す る 迅 速 ､正 確 な  

情報 提供  

イ  各報 道機 関 から の問 い 合わせ 等 に対 す る 対応  

⑬  情報収集 に関す る こと  

ア  放射 性物 質 の拡 散（ お それ） に 関す る 情 報  

イ  特定 事象 発 生、 緊急 事 態宣言 に 関す る 情 報  

ウ  住民特に 、被災 者の救 難 、救 助 、保 護 に関す る 情報 及 び 被災（ 安否 ）に

関す る情報  

エ  国、 県 ､関係 機関、 特 に 緊 急事 態応 急 対 策 拠点施設 に 関す る 情 報  

オ  避難 施設 、 輸送 手段 等 に関す る 情報  

カ  施設 等の 汚 染、 損壊 に 関する 情 報  

キ  道路 、河 川 、各 種施 設 及び通 信 、公 共 交 通機 関等 に 関 する 情 報  

ク  ライ フラ イ ンに 関す る 情報  

ケ  原子 力関 係 事業 所の 事 故、事 故 対応 体 制 に関 する 情 報  

コ  気象 に関 す る情 報  

⑭  災害発生 防御 ､又 は 拡大防 止 措置等  

⑮  災害対策 本部長 が 命じ た事 項  

 ⑼  災害警 戒本部 への移 行 と災害 対 策本 部 の 廃 止  

①  災害警戒 本部へ の 移行  

市域 において 、災 害 対処が 概 ね終 息 し た 場 合又 は発 生 する恐 れ が減 少 した

場合 で市 長が 必 要と 認め る 場合等   

②  災害対策 本部の 廃 止  

ア  原子 力緊 急 事態 解除 宣 言がな さ れた と き  

イ  国、県の 指導・助 言及 び緊 急 モ ニ タリン グ 調査 等 を踏ま え て、市 長が原

子力 施設の事 故 が終 息し、 緊 急事 態 応急 対策 が 完 了又 は 対 策 の必 要 がなく

なっ たと認め る 場合  

ウ  災害 警戒 本 部に 移行 し た場合 等  

３． 県内の市 町の活 動体制 （ 玄海町 、 唐津 市 を 除 く）  

県内 の 市町は 、佐 賀県・市 町災 害時 相互 応 援 協 定に基づ き 、速や か に 職員 の 非

常参 集、緊急 時モニ タリン グ への協 力 体制 の 確 立 、情報 の 収集・連絡 体 制の確 立 、
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屋 内 退 避 指 示 が 必 要 な 場 合 等 に 備 え た 住 民 へ の 情 報 伝 達 体 制 等 必 要 な 体 制 を と

ると ともに、市、国、県 及び 原子 力事 業 者等 の 関 係機関 と 密 接 な連 携 を図る も の

とす る。  

また 、避 難のた めの立 退 きの指 示 が出 さ れ た 場 合、当 該 指示の 対 象とな っ た地

域の 避難先と なる市 町にお い ては、避 難 所の 設置 、避 難 者の 誘 導等、必 要な 支援

を行 う体制を とる。  

４． 防災関係 機関の 活動体 制  

防災 関 係機関 は、速やかに 職員の 非 常参 集 、情 報の 収集・連絡 体 制 の 確立 等必

要な 体制をと るとと もに、市、国 、県及 び原子 力 事 業者 等の 防 災関係 機 関と密 接

な連 携を図る ものと する。  

５． 合同対策 協議会 の設置 及 び職員 の 派遣  

国、県、玄海 町、唐 津市 、伊 万 里市及 び 原 子 力事 業 者 は 、緊急 事 態宣言 が 発出

さ れ た と き は 、 オ フ サ イ ト セ ン タ ー に お い て 、 緊 急 事 態 に 関 す る 情 報 を 交 換 し 、

応急 対策につ いて相 互に協 力 するた め 、 合 同対 策 協議 会 を 組織 す る。  

国、県、玄海 町、唐 津市 、伊 万 里市及 び 原 子 力事 業 者 は 、責任 あ る判断 を 行え

る者 をそれぞ れ派遣 し、県は現 地 災 害 対策 本部 長 及 び 関係職 員 を派遣 し 、原 子 力

緊急 事態に関 する情 報を交 換 し、緊急 事 態応 急 対 策の実 施 に 向 けた 調 整を行 う も

のと する。  

施設 敷 地緊急 事態の 通報を 受 け る前 に 、県がオ フサイ ト センタ ー に現 地 災 害対

策本 部を設置 した場 合も、国、県 、玄海 町 、唐 津 市 、伊 万 里 市 及び 原 子力事 業 者

は 、 こ れ に 準 じ て 職 員 を 派 遣 し 、 緊 急 事 態 応 急 対 策 の 実 施 に 向 け た 調 整 を 行 う 。 
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第５ 節  国、 県等関 係機 関 との連 携  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、原子力 災害に 対 処す るた め防 災 関 係 機関と の連携 に 努める 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

専 門 家 の 派 遣 要

請  
統括班  国  

応 援 要 請 及 び 職
員の 派遣要請 等  

 統括班 警防班 
国 県 指定行政機関 
指定地方行政機関 消防本部 

自 衛 隊 の 派 遣 要
請等  

 統括班 総務班  自衛隊 県 

 

＜計画の内容＞ 

１． 専門家の 派遣要 請   

 ⑴  派遣要 請  

市は 、施 設敷地 緊 急事 態発 生 の 通報 等 がな さ れ た場合 、必 要に応 じ 、原子 力

規 制 委 員 会 及 び 内 閣 府 に 対 し て 専 門 家 及 び 専 門 的 知 識 を 有 す る 職 員 の 派 遣 を

要請 する。  

 ⑵  国の専 門家と の協力  

市は 、原 子力規 制 委員 会、国 から 派 遣さ れ た 専 門 家と十 分 協力し て 応急 対策

を実 施する。  

２． 応援要請 及び職 員の派 遣 要請等  

⑴  応援要請  

市は 、必要に 応じ 、 県に対 し て緊急 消防援 助 隊 の 出動を 要 請する 。  

県は 、市から 緊急消 防 援助 隊の 出動 要 請 依 頼を受 け た 場 合 又は 自 ら必要 が あ

ると 認めた場 合は、 消防 庁 に対 し 速 やかに その出 動 を 要請 す る 。  

⑵  職員の派 遣要請 等  

市長 は、緊急 事態応 急 対策 又は 原子 力 災 害 時後対 策 の た め 必要 と 認める と き

は、指定 行 政機 関 若しく は指定 地 方 行政 機 関の長 に 対 し 、職 員 の派遣 を 要請 し、

又は 内閣総理 大臣に 対し て 、指 定 行 政機 関 若し く は 指定地 方 行政 機 関 の職 員の

派遣 について あっせ んを 求 める も の とする 。  

市長 は、緊急 事態応 急 対策 又は 原子 力 災 害 時後対 策 の た め 必要 と 認める と き

は、指定 行政機 関又は 指定地方 行 政機 関 の長 に 対 し 、放 射 線 によ る 人 体 の障が

いの 予防、診 断及び 治療に 関 す る助 言 その 他 の 必 要 な援助 を 求め る も のと する。 

３． 自衛隊の 派遣要 請等  

市長 は 、自 衛隊の 派遣要請 の必要 が ある と 認 め る 場合は 、知事 に 対し 、派遣 要

請の 要求を行 うもの とする 。この 場 合 に おい て、派 遣 要 請先 に 対し、派 遣要 請の

要求 を行った 旨及び 災害の 状 況を通 知 す る こと が でき る 。  

また 、市 長は、通 信 の途 絶等 によ り 知 事 に対し て災害 派 遣の要 請 の要 求 が でき
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な い 場 合 に は 、 そ の 旨 及 び 災 害 の 状 況 を 、 派 遣 要 請 先 に 通 知 す る こ と が で き る 。 

この 場 合にお いて、通知を 受けた 者 は、そ の 事 態に 照ら し 特に 緊 急 を 要し 、知

事等 からの要 請を待 ついと ま がない と 認 め ると き は、要 請 を 待 つこ と なく部 隊 等

を派 遣するこ とがで きる。  

市長 は 、こ れらの 通知をし たとき は 、速 や か に 、その 旨 を知 事 に 通知 し な け れ

ばな らない。  

知事 は 、市長 から 自 衛隊 の派 遣要 請 の 要 求があ った場 合 又は自 ら 必要 と 認 める

場合 は、国 の原子 力災害対 策本部 設 置 前 にお いて は 、自 ら派 遣 を要請 し 、原 子力

災害 対策本部 設置後 におい て は、知事 又 は原 子 力 災害対 策 本 部 長が 派 遣を要 請 す

る。  

また 、原 子力災 害対策 本 部長又 は 知事 は 、自衛 隊 によ る 支援の 必 要がな く なっ

たと 認めると きには 、速や か に自衛 隊 の 部 隊等 の 撤収 を 要 請す る ものと す る。  
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第６ 節  緊急 事態応 急対 策 に従事 す る者の 安全確 保  

 

＜計画の目的＞ 

市、国、県 、県 警 察、消 防機 関 及びそ の他防 災 関 係機 関は 、原子力 緊 急事態 応急

対策 に関わる 緊急事 態応急 対 策に従 事 する 者 の 安 全確保 を 図 る も のと す る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

被 ば く 管 理 の た
めの 連携確保  

 総務班 衛生班 
警防班 

国 県 県警察 消防本部 

防護 対策  
 総務班 衛生班 
保健班 警防班 

国 県 消防本部   

緊 急 事 態 応 急 対
策 に 従 事 す る 者
の放 射線防護  

衛生班 総務班 
保健班 警防班 

国 県 原 子 力事 業 者  
消 防 本 部  

 

＜計画の内容＞ 

１． 被ばく管 理のた めの連 携 確保  

市は 、国 、県 、県 警 察、消防 機 関及び そ の 他 防災 関 係 機 関と 連 携 し 、緊 急 事態

応急 対策に従 事する 者の安 全 確保を 図 る た め、そ れぞれ の 災 害 対策 本 部等と 現 場

指揮 者との連 携を密 にして 、適 切 な 被 ばく 管理 を 行 う ととも に 、災 害 特 有の 異 常

心理 下での活 動にお いて冷 静 な判断 と 行 動 が取 れ るよ う 配 意す る ものと す る。  

また 、二 次災害 発生の 防 止に万 全 を期 す る た め 、被ば く する可 能 性のあ る 環境

下 で 作 業 す る 場 合 の 防 災 業 務 従 事 者 相 互 の 安 全 チ ェ ッ ク 体 制 を 整 え る な ど 安 全

管理 に配意す るもの とする 。  

２． 防護対策  

⑴  防災資機 材の装 備  

市は 、被 ばく又 は 汚染 の可 能 性 のあ る 環境 下 で 活動す る 場 合 、そ の 管轄 する

緊急 事態応急 対策に 従事 す る者 に 対 し、防 護 服、防 護 マ スク 、線 量計 等 の防災

資機 材の装備 、安定 ヨウ 素 剤の 配 備 等必要 な措置 を と るよ う 指 示 する 。  

⑵  防災資機 材の調 達  

市 は 、 防 災 資 機 材 に 不 足 が 生 じ 又 は 生 じ る お そ れ が あ る 場 合 は 、 県 に 対 し 、

防災 資機材の 調達を 要請 す る。  

県は 、必 要に応 じ 原子 力事 業 者 に対 し 、資 機 材 の 貸与、原 子 力防 災 要員の 派

遣等 を要請す るとと もに 、関係 道 府 県 及 び 国（ 緊 急 事 態 宣言 発 出後は 、国の原

子力 災害現地 対策本 部） に 対し 、 防 災資機 材の提 供 等 の支 援 を 要 請す る 。  

３． 緊急事態 応急対 策に従 事 する者 の 放射 線 防 護  

⑴  緊急事態 応急対 策に従 事 する者 の 防 護 指標  

市は 、緊 急事態 応 急対 策に 従 事 する 者 の被 ば く 管理に つ い て 、放 射 線業 務従

事者 に対する 線量限 度を 放 射線 防 護 に係る 指標の 参 考 とし 、国 等の指 示・助言

等に 従い、当該 機関 が それぞ れ そ の 管理 を実 施 す る 。一 方 、民間 事 業 者 の従業
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員等 について は、一 般公衆 の 被 ばく 線 量限 度 で あ る １ｍＳ ｖ を管 理 の 目安 の基

本と し、管理の 目安を 超えて被 ば くす る こと が な い よ う、雇 用主 た る 民 間事業

者が その管理 を行い つつ 、 国及 び 県 ・市が それを 支 援 する 。  

なお 、防 災活動 に 係る 被ば く 線 量は で きる 限 り 少なく す る よ う努 め る 。特に

女性 について は、胎 児防 護 の観 点 か ら、適 切な配 慮 を 行う も の と する 。  

⑵  市の放射 線防護  

市（消防 機関を 含む）は 、独 自に 緊 急事 態 応 急対策 に 従 事 する 者 の放射 線 防

護を 行うもの とし、被 ば く管理 を 担 う 要員 を 衛生 班 に 置くと と もに、被 ばく管

理を 行う場所 を設定 して 適 切に 実 施 するも のとす る 。また、必 要 に応 じ て 除染

等の 医療措置 を行う 。  

市の 放射線防 護を 担 う要員 は 、必 要 に応 じ て 県及び 防 災 関 係機 関 に除染 等 の

医療 措置を要 請する 。  

⑶  情報交換  

市は 、応 急対策 を 行う 職員 等 の 安全 確 保の た め 、オフサ イ トセン タ ー等 にお

いて 、国、県、県 警察、原 子力 事 業 者及 び その他 防 災 関 係機 関 と 密接 に 情報交

換を 行うもの とする 。  
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第７ 節  緊急 時モニ タリ ン グ活動  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、県が実 施する 県 内全 域に おけ る 緊 急 時モニ タリン グ に協力 す る。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

緊 急 時 モ ニ タ リ
ング への協力 等  

衛生班 統括班  
国 県 県警察  
モニタリング関係機関 

緊 急 時 モ ニ タ リ
ン グ 結 果 の 報 告
等  

衛生班 統括班  国 県   

 

＜計画の内容＞ 

１． 緊急時モ ニタリ ングへ の 協力等  

市は 、県 にお いて 配 備さ れて いる 可 搬 型 モニタ リング ポ ストの 効 果的 な 活 用が

図ら れるよう 、平常時 の充電等 を 実施 す るとと も に 、県 が 実 施す る 研 修 会等 に 参

加す るなど、 その運 用方法 等 の習熟 に 努 め るも の とす る 。  

市は 、県 が災害 警戒本 部 又は災 害 対策 本 部 を 設 置し た 場 合 に 開始 す る 、緊 急時

モニ タリング に協力 するも の とし、そ の 内容 は 、環 境 試料の 採 取・運 搬 、空間 放

射線 のモニタ リング 、モニ タ リング ポ ス ト の設 置 ・起 動 等 とす る 。  

また 、市は、県 か ら必要 に 応じ行 われる 、緊急 時 モニ タ リング を 実施 す る ため

に必 要となる 要員の 派遣等 の 要請に つ い て 、可 能 な範 囲 で 応じ る ものと す る。  

２． 緊急時モ ニタリ ング結 果 の報告 等  

市は 、国 、県 、玄 海 町、唐津 市 及び県 内 そ の 他市 町 と 連 携し 、モ ニタリ ン グの

結果 及びその 評価を 共有す る ことと す る 。ま た、県 は 、国か ら 緊急時 モ ニタリ ン

グの 結果等に ついて 連絡を 受 けた場 合 、 そ の内 容 を市 に 連 絡す る ものと す る。  

さら に 、現地 事故 対 策連 絡会 議及 び 災 害 警戒本 部又は 合 同対策 協 議会 に お いて

緊急 時モニタ リング 結果の 共 有を徹 底 す る もの と する 。  
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第８節 避難、屋内退避等の防護措置 

 

＜計画の目的＞ 

市は 、原 災法第２ ０条 第 ２項の 規 定に基 づく原 子 力 災害 対策 本 部長（内閣総理大臣

（内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣））の指 示 等に 基 づ き 、

屋内 退避又は 避難等 の措置 を 講じる と とも に 、 食 料品等 の 供 給 対 策を 実 施 する 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

避 難 、 屋 内 退 避
等 の 防 護 措 置 の
実施  

 統括班 各班 国 県 県警察  

避 難 及 び そ の 指
示 の 実 効 を 上 げ
るた めの措置  

 統括班 各班 国 県 県警察  

要 配 慮 者 へ の 配
慮  

援護班 保健班 動員班 
総務班 

県  

飲 食 物 、 生 活 必
需品 等の供給  

 統括班 援護班   国 県   

 

＜計画の内容＞ 

市は 、放射性 物質又は 放射線 の 異 常な 放 出が 発 生 し た場合は 、市 民 の 心理 的 影響

も考 慮し、迅速 に対処 す るとと も に、市 民 等の 被 ばく を 低 減化す る ため に 、防護対

策を 行ない被 害拡大 の防止 を 図る。  

また 、市の防 護対策 は、防 護対策 区 域の決 定、退 避 等の指 示 、安定 ヨ ウ素 剤 服用

等を 国又は県 から指 示を受 け た場合 に 行う こ と を 原則と す る 。  

ただ し、放射 性物質の 拡散速 度 が 速く 、国 や 県 から の 指 示 を待 つ 時 間 的余 裕 がな

い場 合等で市 長が必 要と判 断 したと き は、関 係住 民 等 に対し 適 切 か つ速 や か に屋内

退避 等の指示 を行う ものと し 、この 場 合 は、速 や か に、県 に対し 報 告 する と と もに、

関係 機関等に 通報す る。  

１． 避難、屋 内退避 等の防 護 措置の 実 施  

⑴  避難の指 示等  

 ①  県 の役 割  

  ア  警戒 事態発 生 時  

    県は 、警 戒事態発 生時に は 、国 の 要請 又 は 独 自 の判 断 により 、施設 敷地

緊急 事態要避 難 者の 避難 準 備（ 避 難 先、輸 送手段 の 確保等 ）を行 う 。ま た、

県は 、国の 要 請又 は独 自の 判 断 に より、ＵＰ Ｚ 外 の市町 村 に対 し 、施 設敷

地緊 急事態要 避 難者 の避 難 準備（ 避難先 、輸 送 手 段の確 保 等）に 協 力 する

よう 要請する も のと する 。  

  イ  施設 敷地緊 急 事態 発生 時  
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県 は 、 施設 敷 地緊 急 事 態発 生 時 に は 、 国 の要 請 又 は 独 自の 判 断 によ り、

ＰＡ Ｚ 内に お け る 避 難 準 備 （ 避難 先 、輸 送 手 段 の 確保 等 ） を 行う こ とと も

に、 施 設敷 地 緊 急 事 態 要 避 難 者に 係 る避 難 を 行 う こと と し 、 玄海 町 、唐 津

市に 対 し、そ の旨を 伝 達す る。  

ま た 、 県は 、 国の 要 請 又は 独 自 の 判 断 に より 、 Ｕ Ｐ Ｚ 内に お け る屋 内退

避の 準 備を 行 う こ と と す る と とも に 、Ｕ Ｐ Ｚ 外 の 市町 に 対 し 、避 難 した 施

設敷 地 緊急 事 態 要 避 難 者 の 受 入れ 及 び施 設 敷 地 緊 急事 態 要 避 難者 以 外の 住

民の 避 難準 備 （ 避 難 先 、 輸 送 手段 の 確保 等 ） に 協 力す る よ う 要請 す るこ と

とす る 。  

   ウ  緊 急事態 宣言発 出時  

     県 は 、全面 緊 急事 態に 至っ た こ と により 、内 閣総理 大 臣が 緊 急 事 態宣言

を発 出し、ＰＡ Ｚ内 の 避難及 び安定 ヨ ウ 素剤 の 服用 等 の必要 な 防護 措 置に

つい て指示し た場 合 又は独 自の判 断 に より 、ＰＡＺ 内 の避難 を 行う こ とと

し、玄 海町 及 び唐津 市 に対 し 、ＰＡＺ 内 の 住民 等に 対 する避 難 のため の立

退 き の 指 示 の 連 絡 （ 具 体 的 な 避 難 経 路 、 避 難 先 を 含 む ） の 連 絡 、 確 認 等 、

必要 な緊急事 態応 急 対策を 実施す る 。  

県は 、Ｐ Ａ Ｚ内に おける 避 難 の実 施 に併 せ 、国 の 指示 又 は 独 自の 判 断に

よ り 、玄 海町、唐津 市及び 伊 万里 市 に 対 し 、屋 内 退避 の 実 施 やＯ Ｉ Ｌに基

づ く 防護 措置 の 準備 を行 う よう 要 請 すると ともに 、Ｕ Ｐ Ｚ 外 の市 町 村に対

し 、Ｐ ＡＺ 内か ら 避難 して き た 住民 等 の受 入 れ やＵＰ Ｚ を含 む 市 町 が行う

防 護 措置 の準 備 への 協力 要 請並 び に 必要に 応じて 、屋 内 退 避 を行 う 可能性

が あ る旨 の注 意 喚起 を行 う もの と す る。  

県は 、事 態の 規 模、時間 的 な推移 に応じ て 、国か ら 避 難等 の 予防的 防護

措 置 を講 じる よ う指 示さ れ た場 合 、当 該指示 を 受 けた 地 域 を 含む 市 に対し、

住 民 等に 対す る 屋内 退避 の 指示 又 は 避難の ための 立 退きの 指 示の 連 絡・確

認 等 、必要 な 緊急 事態 応 急対策 を 実施 す る とと もに 、住 民避 難 の 支 援が必

要 な 場合 には 市 町と 連携 し 国に 要 請 するも のとす る 。  

なお 、県 は 、避 難時の 周 囲の状 況 等 に より 避 難 の ため に 立 退 きを 行 うこ

と が かえ って 危 険を 伴う 場 合等 や む を得な いとき は 、住 居者 等 に対し 、屋

内 で の退 避等 の 安全 確保 措 置を 指 示 するこ とがで き るもの と する 。  

県は 、国 が、 原 子 力 災害 の 観 点 か ら、 屋 内 退 避 指 示を 出 し て い る 中で 、

自 然 災害 を起 因 とす る緊 急 の避 難 等 が必要 になっ た 場合に は 、人 命 最優先

の 観 点か ら、当該 地域 の 住民に 対 し、独自の 判 断 で避 難 指 示 を行 う ことが

で き る。その際 に は、県は 、国 及び関 係自治 体 と 綿密 な 連 携 を行 う ものと

す る 。  

  エ  ＯＩ Ｌに基 づ く避 難等  

県は 、緊急時 モ ニタリ ング結 果 及 び原 子 力災 害 対 策指 針 を 踏 まえ た 国の

指 導・助言 、指示 又は 独 自の判 断 に基 づ き 、Ｏ Ｉ Ｌ の 基準 値 を 超え 、又は

超 え るお それ が ある と認 め られ る 地 域があ る場合 は 、当 該 地 域を 含 む市町

に 対 し、住 民等 に 対す る屋 内 退 避の 指 示又 は 避 難のた め の立 退 き の 指示の

連 絡 ・確 認等 、 必要 な緊 急 事態 応 急 対策を 実施す る 。  

   オ  国 の指示 案への 意見 等  
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     放 射 性物 質 が放 出さ れた 後は 、国 は 、地方公 共 団体に 対 し、緊 急 事態の

状況 により、Ｏ ＩＬ に 基づき 緊急時 モ ニ タリ ン グの 結 果に応 じ て地 方 公共

団体 が行う避 難等 の 緊急事 態応急 対 策 の実 施 につ い て、助言 等 又は 指 示を

行う こととさ れて い る。国 が 指 示を行 うに当 た り 、国 から事 前 に指示 案を

伝 達 さ れ た 県 は 、 当 該 指 示 案 に 対 し て 速 や か に 意 見 を 述 べ る も の と す る 。

また 、県は、市町か ら 求め が あ った場 合には 、国に よ る 助言 以 外 に も、避

難指 示の対象 地域 、 判断時 期等に つ い て助 言 する も のとす る 。  

     市 並 びに 県 は、一時 移転 を 実施 す る に当た り、次の事 項 につ い て 、事前

の状 況把握等 を行 う ととも に、原子力 災 害 合 同対策 協 議会等 に おい て 防護

措置 の実施状 況等 の 共有を 図るな ど 、国 と そ れぞれ が 実施す る 対策 に つい

て相 互に協力 する も のとす る。  

    ・  Ｕ ＰＺ内 の屋内 退 避の対 象 者 の 数と 屋 内退 避 の 方針（全 面 緊急 事 態の

場合 ）  

    ・ Ｕ Ｐ Ｚ内 の 一時 移転 の 対 象区 域 及び 対 象 者の数 並 び に 一時 移 転 の方針

（全 面緊急事 態の場 合）  

    ・  避難ル ート、 避難 先の 概要  

    ・  移動手 段の確 保見 込み  

    ・  その他 必要な 事項     

カ  避難 に係 る 調整 等  

避難 指示を 行 った市 は 、避 難 先と な る避 難 所 に 職員を 派 遣し、受 入 市町

及 び 避難 した 住 民等 との 連 絡調 整 を 行う。  

その 他市町 は 、避 難を受 け 入 れる 場 合、市 の 避 難 計画 に 定 め る避 難 所を

提 供 し、 避難 所 にお いて 市 の職 員 の 補 助 を 行 う な ど 、 必 要 な 協 力 を 行 う 。 

県は 、あらか じ め避難 計画を 定 め た地 域 以外 の 地 域に お い て 避難 が 必要

に な る等 、避難 計 画に 定め る 避 難先 以 外へ 避 難 する必 要 が生 じ た 場 合には、

県 有 施設 の活 用 、「 九 州 ・ 山 口 ９県 災害 時 応 援 協 定 」等 に 基 づ く 県 外へ の

避 難 、災害 対策 基 本法 に基 づ く 広域 一 時滞 在 や 都道府 県 外広 域 一 時 滞在等

を 実 施す るた め に必 要な 調 整を 行 う ととも に、広 域避 難 収 容 に関 す る国の

支 援 が必 要で あ ると 判断 し た場 合 に は、国の 原 子 力災 害 対 策 本部 等 に対し

て 要 請を 行う 。  

   キ  運 送事業 者への 被災 者の 運送 要 請  

     県 は 、緊急 事態 応 急対策 の 実施の ため緊 急 の 必要 が あ る と認 め る ときは 、

運送 事業者で ある 指 定公共 機関又 は 指 定地 方 公共 機 関に対 し 、運送 す べき

人並 びに運送 すべ き 場所及 び期日 を 示 して 、被災者 の 運送を 要 請す る もの

とす る。  

なお 、県 は 、運 送事業 者 である 指 定 公 共機 関 又 は 指定 地 方 公 共機 関 が正

当 な 理由 が無 い のに 上述 の 要請 に 応 じない ときは 、被 災 者 の 保護 の 実施の

た め に特 に必 要 があ ると き に限 り 、当 該 機 関に 対し 、当 該運 送 を 行 うべき

こ と を指 示す る もの とす る 。  

    ク  家庭 動物の同 行避難  

県は 、災 害時 の 実態に 応じて 、市 と連携 し 、飼い 主 に よる 家 庭動物 との

同 行 避難 を呼 び かけ るも の とす る 。  
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  ②  市の 役割  

   ア  施 設敷地 緊急事 態発 生時  

市は 、国 若 しくは 県の指 示 又 は独 自 の判 断 に よ り、市 内 の 屋 内退 避 の準

備 を 行う 。  

   イ  緊 急事態 宣言発 出時  

     市 は 、国等 によ り ＰＡＺ 内 の避難 及び安 定 ヨ ウ素 剤 の 服 用等 の 必 要な防

護措 置につい て指 示 された 場合は 、国 若 し く は県の 指 示又は 独 自の 判 断に

より 、原則 と して市 内 にお け る 屋内退 避を行 う こ と とし 、市 内 の住民 等に

対し 、屋内退避 の実 施 やＯＩ Ｌに基 づ く 防護 措 置の 準 備を行 う よう 伝 達す

る。  

     事 態 の規 模 、時間 的な 推移 に 応 じ て、国 か ら 避難等 の 予防 的 防 護 措置を

講じ るよう指 示さ れ た場合 、市 は、当 該 地 域 の住民 等 に対す る 屋内 退 避の

指示 又は避難 指示 を 行う等 、必 要な緊 急 事 態 応急対 策 を実施 す ると と もに、

住民 避 難 の 支 援 が 必 要 な 場 合 に は 県 と 連 携 し て 国 に 要 請 す る も の と す る 。 

なお 、市 は 、避 難時の 周 囲の状 況 等 に より 避 難 の ため に 立 退 きを 行 うこ

と が かえ って 危 険を 伴う 場 合等 や む を得な いとき は 、住 民等 に 対し、屋内

で の 退避 等の 安 全確 保措 置 を指 示 す ること ができ る ものと す る。  

市は 、国 が、 原 子 力 災害 の 観 点 か ら、 屋 内 退 避 指 示を 出 し て い る 中で 、

自 然 災害 を起 因 とす る緊 急 の避 難 等 が必要 になっ た 場合に は 、人 命 最優先

の 観 点か ら、当該 地域 の 住民に 対 し、独自の 判 断 で避 難 指 示 を行 う ことが

で き る。そ の 際に は、国及 び 関 係地方 公共団 体 と 綿密 な 連 携 を行 う ものと

す る 。  

   ウ  Ｏ ＩＬに 基づく 避難 等  

     緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ 結 果 及 び 原 子 力 災 害 対 策 指 針 を 踏 ま え た 国 の 指

導・助言 、指 示若 し くは県 の 指 示 又は 独自 の 判 断 に基づ き 、Ｏ Ｉ Ｌ の基準

値を 超え、又は超 え るお そ れ が あると 認 めら れ る 地域 が あ る場 合 は 、市 は 、

当該 地域の住 民等 に 対する 、屋 内退避 の 指 示 又は避 難 のため の 立退 き の指

示を 行う等、 必要 な 緊急事 態応急 対 策 を実 施 する 。  

   エ  国 の指示 案への 意見 等  

     放 射 性物 質 が放 出さ れた 後は 、国 は 、地方公 共 団体に 対 し、緊 急 事態の

状況 により、Ｏ ＩＬ に 基づき 緊急時 モ ニ タリ ン グの 結 果に応 じ て地 方 公共

団体 が行う避 難等 の 緊急事 態応急 対 策 の実 施 につ い て、助言 等 又は 指 示を

行う こととさ れて い る。国 が 指 示を行 うに当 た り 、国 から事 前 に指示 案を

伝達 された市 長は 、当 該指示 案 に対し て 速 や かに意 見 を述べ る もの と する。 

     ま た 、市は 原 子力 規制 委員 会・内 閣 府原 子 力 事故合 同 現地 対 策 本 部及び

関係 地方公共 団体 と 、ＵＰＺ 内 の一時 移 転 等 の対象 地 域や対 象 者の 数 を含

む一 時移転等 の実 施 方針に ついて 、相 互 に協力 し て作 成 す る 。な お、防護

措置 の実施方 針に つ いては 、施 設敷地 緊 急 事 態及び 全 面緊急 事 態に お いて

も、 同様に作 成す る 。  

オ  避難 に係 る 調整 等  

避 難 指 示を 行 った 市 は 、避 難 先 と な る 指 定避 難 所 に 職 員を 派 遣 し、 受入

市町 及 び避難 した住 民 等と の連 絡調 整 を 行 う。  
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⑵  情報の提 供  

市は 、避難誘 導時 にお いて 、県 、県 警察 、消 防 機 関及び そ の他防 災 関係 機関

と相 互に、住民 等に 向 けて、指 定 避難所 や 避 難退 域 時 検査等 の 場所の 所 在、災

害の 概要、緊 急時モ ニタリ ン グ 結果 や 参考 と な る 気 象情報 及 び放 射 性 物質 の大

気中 拡散計算 結果そ の他 の 避難 に 資 する情 報の提 供 に 努め る 。  

⑶  避難状況 の確認  

市は 、避 難指示 を 行っ た場 合 、指 定 避難 所 の 確 認 等によ り 住民の 避 難状 況の

確認 を行うも のとす る。  

市は 、避 難状況 の 確実 な把 握 の ため 、住 民 等 に 対 し、指 定 し た避 難 所以外 に

避難 した場合 等に、市 災害 対策 本 部 に居 場 所と 連 絡 先を連 絡 する こ と につ いて

周知 を図るも のとす る。  

 ⑷  避難の 際の住 民に対 す る避難 退 域時 検 査 の 実施  

   市が避 難指示 を行っ た 場合、県 は 、市及 び 原子 力 事 業者と 連 携し 、国 及びそ

の他 市町の協 力を得 な がら 、指定 公共 機 関 の 支援の もと 、住 民 等がＵ Ｐ Ｚ外 へ

避難 した後に 、住民等（ 避 難輸 送 に 使 用する 車 両及 び その乗 務 員並び に 携行 物

品 を 含 む 。 た だ し 、 放 射 性 物 質 が 放 出 さ れ る 前 に 予 防 的 に 避 難 し た 住 民 を 除

く 。） の 避 難 退 域 時 検 査 及 び 検 査結 果 に 応 じ た Ｏ Ｉ Ｌ に 基 づ く 簡 易 除 染 （着 替

え、 拭き取り ）等を 行 うも のと す る 。  
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避難 等 に 関 す るＯ Ｉ Ｌ  

 

 

基準 の  

種類  

基 準 の概要  

 

初期 設 定 値  

※ 1 

防護 措 置の概 要  

 

緊  

急  

防  

護  

措  

置  

 

 

 

OIL1 

 

 

地 表 面 か ら の 放 射

線、 再 浮遊し た 放 射  

性 物 質 の 吸 入 、 不 注

意 な 経 口 摂 取 に よ る

被 ば く 影 響 を 防 止 す

る た め 、 住 民 等 を 数

時 間 内 に 避 難 や 屋 内

退 避 等 さ せ る た め の

基準  

500μ Sv/h （ 地 上 1m 

で 計 測 し た 場 合 の 空

間放 射 線 量率 ） ※ 2 

 

 

数 時 間 を 目 途 に 区

域を 特 定し、避難 等

を 実 施 。（ 移 動 が 困

難 な 者 の 一 時 屋 内

退避 を 含む）  

 

 

OIL4 不 注意な 経口摂 取 、  

皮膚 汚染 から の外 部  

被ば くを 防止 する た  

め、 除染 を講 ずる た  

めの 基 準  

β線 ： 40,000cpm※ 3 

（ 皮 膚 か ら 数 cm で

の検 出 器 の計 数 率）  

避 難 又 は 一 時 移 転

の 基 準 に 基 づ い て

避 難 等 し た 避 難 者

等 に 避 難 退 域 時 検

査し て 、基 準を超 え

る 際 は 迅 速 に 簡 易

除染 等 を実施 。  

β線 ： 13,000cpm※ 4 

【１ か 月 後の 値 】  

（ 皮 膚 か ら 数 cm で

の検 出 器 の計 数 率）  

早  

期  

防  

護  

措  

置  

OIL2 地 表 面 か ら の 放 射

線、 再 浮遊し た 放 射  

性物 質の 吸入 、不 注  

意な 経口 摂取 によ る  

被ば く影 響を 防止 す  

るた め、 地域 生産 物  

の摂 取を 制限 する と  

とも に、 住民 等を １  

週間 程度 内に 一時 移  

転さ せる ため の基 準  

※ 5 

20μ Sv/h（ 地上 1m で  

計 測 し た 場 合 の 空 間

放射 線 量 率） ※ 2 

1 日 内 を 目 途 に 区

域を 特 定し、地域 生

産 物 の 摂 取 を 制 限

する と ともに 、１ 週

間 程 度 内 に 一 時 移

転を 実 施。※ 5 

※１  「初期 設定値 」とは 緊急事 態 当初に 用 い る OIL の 値 で あ り 、地上沈 着 した 放

射 性 核 種 組 成 が 明 確 に な っ た 時 点 で 必 要 な 場 合 に は OIL の 初 期 設 定 値 は 改 定

され る。  

※２  本値は 地上 1ｍ で計測 した場 合 の 空間 放 射線量 率 で あ る。実 際 の 適用 に 当 た っ

ては 、空間放 射線量 率 計測 機器 の 設 置場 所 にお け る 線量率 と 地上 1ｍでの 線量

率と の差異を 考慮し て 、判 断 基 準の 値 を補 正 す る 必 要があ る 。Ｏ Ｉ Ｌ１に つい

ては 、緊 急時 モニ タ リン グに よ り得ら れ た空 間 放 射線量 率（ １時間 値 ）がＯＩ

Ｌ１ の基準値 を超え た 場合 、Ｏ Ｉ Ｌ ２に つ いて は 、 空間放 射 線量 率 の 時間 的・

空間 的な変化 を参照 し つつ 、緊急 時 モニ タ リ ングに より 得 られた 空 間放射 線量

率（ １時間値 ）がＯ ＩＬ ２ の基準 値 を超 え た ときか ら起 算 してお お むね１ 日が

経過 した時点 の空間 放 射線 量率（１ 時 間値 ）が ＯＩ Ｌ２ の 基準値 を 超えた 場合

に、 防護措置 の実施 が 必要 であ る と 判断 す る。  
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※３  我が国 におい て広く 用いられ て いる β 線の 入 射 窓 面 積が 20cm2 の 検 出器 を 利

用し た場合の 計数率 で あり 、表 面汚 染 密度 は 約 120Bq/cm2 相 当と な る 。他 の計

測器 を使用し て測定 す る場 合に は 、この 表 面 汚染密 度よ り 入射窓 面 積や検 出効

率を 勘案した 計数率 を 求め る必 要 が ある 。  

※ ４  ※ ３ と 同 様 、表 面 汚染 密 度 は 約 40Bq/cm2 相 当 と な り 、 計 測 器 の 仕 様 が 異 な

る場 合には、 計数率 の 換算 が必 要 で ある 。  

※ ５  「 地 域 生 産 物 」 と は 、 放 出 さ れ た 放 射 性 物 質 に よ り 直 接 汚 染 さ れ る 野 外 で生

産さ れた食品 であっ て 、数週 間 以内に 消 費さ れ る もの（例 え ば野菜 、該 当地域

の牧 草を食べ た牛の 乳 ）を いう 。  

（出 典：原子 力災害 対 策指 針  表３ ）  

 ⑸  安定ヨ ウ素剤 の服用  

   県は、原子 力 災害対 策指針を 踏まえ 、原子力 規制委 員 会の 判 断 に基 づ く 国 の

指示 又は独自 の判断 に より 、安 定ヨ ウ 素剤 の 服 用 が 必要と な った 場 合 は、市に

対し 、服 用に 当た っ ての 注意 を 払った 上 で、住 民の 安全 の た め、安 定ヨ ウ 素剤

を服 用するべ き時機 及 び服 用の 方 法 の指 示 、医 師・薬剤 師 の確保 等 その他 の必

要な 措置の確 保に努 め るも のと す る 。  

市は 、安定ヨ ウ素 剤 の服 用 の 指 示 が あ っ た 場 合 又は 独 自 の 判 断 に よ り、 あら

かじ め定めら れた 配 付計 画に基 づ い て 安 定 ヨ ウ素 剤 を 住民 に 速 やかに 配 付 し 、

服用 を指示す ると と もに 、県と 連 携 し て ア レ ルギ ー 等 への 対 処 体制を 確 保 に 努

める ものとす る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○屋 内退避  

①  屋内退 避 は、 建 家の有 す る遮へ い効果 と 、 建 家の気 密 性を高 め て屋内

への 放射性 物 質の侵 入の防 止 を図る 等 の 処 置に よ り 、 防護 対 策 上 有効 な

方法 である 。  

②  放射性 物 質が 既 に放出 、 拡散し ている こ と が 予想さ れ る場合 （ 予測線

量が 不明な 場 合を含 む）、 予 測線量 が あ ま り高 く な い 場合 、 放 射 性物 質

が既 に放出 、 拡散さ れたが 、 一過性 の 放 出 であ り 既 に 放出 が 停 止 し終 息

に向 かう場 合 等に行 う。  

③  屋内退 避 が長 期 に渡る こ とが予 想され る 場 合 には、 気 密性の 低 下等を

考慮 し避難 の 実施を 検討す る 。  

④  屋内退 避 は、 原 則とし て 、住民 が自宅 内 に と どまる も のとす る 。  

⑤  市は、 防 護対 策 地区内 の 戸外に いる住 民 等 に 対し、 速 やかに 自 宅に戻

るか 又は近 く の公共 施設等 に 退避す る よ う 指示 す る 。  

○コ ンクリー ト屋内 退避  

①  コンク リ ート 屋 内退避 は 、コン クリー ト 建 家 の有す る 遮へい 効 果によ

る外 部全身 被 ばくの 低減及 び 建家の 気 密 性 によ る 内 部 被ば く 等 の 低減 が

相当 期待で き る防護 対策で あ る。  

②  予測線 量 が比 較 的高い 場 合で、か つ 避難 す る時 間 的 余裕 が なかっ た り、

コン クリー ト 建家に 滞在し て いるな ど の 状 況に よ り 、 より 大 き な 被ば く

低減 を期待 し て行う 。  

○避 難  

①  防護対 策 の中 で も、避 難 は、放 射性物 質 の 大 量放出 前 に実施 す ること

が可 能な場 合 におい ては、 被 ばくの 低 減 化 の効 果 が 最 も大 き い 防 護対 策

であ る。  

②  放射性 物 質の 長 期間放 出 が予想 され、 し か も 避難に よ らなけ れ ば相当

な被 ばくを 避 け得な い場合 等 に行う 。  
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２． 避難及び その指 示の実 効 を上げ る ため の 措 置  

⑴  避難方法  

避難 は原則自 家用 車 両を利 用 するも のとし 、自家用 車 両 に より 避 難が困 難 な

住民 について は、付近 住民との 乗 り合 い によ る 自 家 用 車避 難 を行う か 、集合場

所に 参集し市 等の保 有す る 車両 に て 避難を 行う。こ れらの 手 段で も 避 難手 段が

不足 する場合 には、県 が 市か ら の 依 頼に基 づ きバ ス・タ クシ ー 協会・自 衛隊等

に要 請し手配 した車 両に て 避難 を 行 うもの とする 。  

指定 避難所の 駐車 ス ペース は 、指 定 避難 所 に 併設す る 運 動 場等 の 駐車ス ペ ー

スを まずは利 用する こと と し、な お 不 足す る 場合 に は 、近隣 の グ ラウ ン ド等を

利用 するもの とする 。  

⑵  避難誘導 等  

避難 住民の受 入を 行 う市町 は 、主 要 避難 路 か ら指定 避 難 所 への 進 入路に 誘 導

員を 配置する 等、避 難が 円 滑に 実 施 される ための 協 力 を行 う 。  

⑶  警戒区域 設定に よる立 入 制限等  

市は 、避 難指示 を 行っ た区 域 に つい て 、必 要 に 応 じ警戒 区 域を設 定 して 、当

該区 域への立 入を制 限す る など 、指 示の 実 効を 上 げ るため に 必要 な 措 置を とる。 

県警 察は、市長 等が避 難 を指示 し た区 域 か ら 、円 滑に 住 民の移 動 が行わ れる

よう 交通規制 及び交 通整 理・誘 導 を 実 施す る とと も に 、区域 外 部 から の 車両等

の進 入を制限 する。  

県は 、市 長等が 避 難を 指示 し た 区域 に 、外 部 か ら 車両等 が 進入し な いよ うに

する ために、 必要な 措置 を とる よ う 関係機 関に要 請 す る。  

 ⑷  避難者 の避難 先での 被 ばくを 避 ける た め の 措置  

市は 、県 及び県 内 その 他市 町 は 連携 し て、避 難 指 示が行 わ れた区 域 の住 民が

避 難 す る こ と と さ れ て い る 指 定 避 難 所 の モ ニ タ リ ン グ を 実 施 す る も の と す る 。 

この モニタリ ング に おいて 、ＯＩ Ｌ ２を 超 え る空間 放 射 線 率が 測 定され た 場

合に は、市又は 県は、あら かじ め 確保し た再移 転 先 とで き る 施設 を 当 該 避難所

にお いて指示 するも のと す る。  

⑸  感染症の 流行下 での防 護 措置  

市 は 、 感 染 症 の 流 行 下 で の 災 害 時 に お い て 、 避 難 を 行 う 必 要 が あ る 場 合 は 、

感染 拡大・予防 対策を 十 分考慮 し た 上 で、避難や 屋 内 退 避等 の 各 種防 護 措置を

行う 。具体的 には、避 難 元（一 時 集 合 場所 等 ）、避 難 の 過程（ 避 難 車両 等 ）、避

難先（ 避難所 等）など に おける 感 染 拡 大を 防 ぐた め 、感 染者（ 疑 いを 含 む）と

それ 以外の者 との分 離、人と人 と の 距 離 の 確 保、マ ス ク の着 用 、手洗 い などの

手指 衛生等の 感染対 策を 実 施す る 。  

ただ し、災害時 は差し 迫 った危 機 から 命 を 守 ることが 最 優先 で あ り、そ の避   

難に 猶予がな く、身 体 ・生命に 危 機が迫 っ た 場合 は 、感 染症 の 流行下 に あって   

も、 躊躇なく 避難を 行う も のと す る 。  

３． 要配慮者 への配 慮  

市は 、避 難行動 要支援 者 を適切 に 避難 誘 導 す る ため 、あ らかじ め 作成し て いる

避 難 行 動 要 支 援 者 の 個 人 計 画 並 び に 災 害 時 要 援 護 者 避 難 支 援 プ ラ ン の 個 人 プ ラ

ン に 基 づ き 、 支 援 者 や 周 辺 住 民 等 の 協 力 の も と 避 難 支 援 等 を 実 施 す る 。  

市は 、指 定避難 所等で の 生活に 関 して 、要 配慮 者 及び 一 時滞在 者 が避難 中 に健
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康 状 態 を 悪 化 さ せ な い こ と 等 に 十 分 配 慮 し 、 指 定 避 難 所 等 で の 健 康 状 態 の 把 握 、

福祉 施設職員 等の応 援の実 施 、応 急 仮 設 住宅 への 優 先 的 入居、高 齢者、障 がい 者

向け 応急仮設 住宅の 設置等 に 努める も の と する 。ま た 、要 配 慮 者に 対 する情 報 の

提供 や生活環 境につ いて、自治 会、自 主防 災組 織 、民生委 員・児 童委 員 等の活 用

や指 定避難所 等のバ リアフ リ ー化等 、 十 分 配慮 す るも の と する 。  

４． 飲食物、 生活必 需品等 の 供給  

市は 、指 定避難 所等の 住 民のた め に飲 食 物 、生 活 必需 品 等の提 供 が必要 と 認め

た場 合は、備蓄品 の供給 、給（ 貸 ）与 、事業者 等 へ の物 資の 調 達要請 等 を行う と

とも に、そ れでも 不足する と認め た 場 合 は、物 資 調 達・輸送 調 達等支 援 システ ム  

を 活 用 し 、 県 に 対 し 、 飲 食 物 、 生 活 必 需 品 等 の 調 達 の 協 力 を 要 請 す る 。 そ の 際 、

避難 所におけ る食物 アレル ギ ーを有 す る 者 のニ ー ズの 把 握 や食 物 アレル ギ ーに

配慮 した食料 の確保 等に努 め るもの と す る 。  

県は 、市か ら、指 定避難 所 等にお いて必 要 な 飲食 物 、生 活必需 品 等の 調 達 等の

協力 要請を受 けた場 合、又は状 況 等 か ら自 ら判 断 し て 必要と 認 めた場 合 は、備 蓄

品の 供給、給 （貸） 与、関 係 業者等 へ の 物 資の 調 達要 請 等 を行 う 。  

なお 、被 災地で 必要と さ れる物 資 は、時 間 の経 過 とと も に変化 す ること を 踏ま

え、時宜を 得た物 資の調 達 に留意 し 、被 災地の 実 情 を考 慮す る ととも に 、要 配慮

者の ニーズや 、男女 のニー ズ の違い 等 に 配 慮す る もの と す る。  

市は 、平 時か ら訓 練 等を 通じ て物 資 の 備 蓄状況 や輸送 手 段の確 認 を行 う と とも

に、協定 を締結 した関 係団体や 民 間企 業 等の災 害 時 の 連絡先 、要 請 手 続 等の 確 認

を行 うよう努 める。  
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第９ 節  医療 活動等  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、必要に 応じ、県 が設 置 する緊 急 医療 本 部 及び 医 療救 護 所にお い て実施 され

る原 子力災害 医療に 協力す る 。  

また 、市 は、県か ら安 定ヨ ウ素 剤 の服用 の 指示 が あ った 場合 は 、安 定 ヨウ素 剤を

住民 に配布し 、服用 を指示 す る。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

医療 活動等  保健班 統括班   国 県 医師会 

 

＜計画の内容＞ 

１． 医療活動 等  

 ⑴  原子力 災害医 療関係 機 関の定 義  

国の 原 子力災 害対策 指針に 基 づ く原 子 力災 害 関 係 機関とし て は、以下 の と おり

であ る。  

①  被ばく医 療  

ア  原子 力災 害 医療 協力機 関 であ る 医療 機関 は 、 スク リ ー ニ ング 等 の結果、

被ば く又は放 射性 物 質によ る 汚染 が 認 め ら れな い傷 病 者又は 患 者に 対 して

必要 な医療を 提供 す るとと も に、 県 や 原 子 力災 害拠 点 病院が 行 う原 子 力災

害対 策に協力 する 。  

な お 、 スク リ ーニ ン グ 等の 結 果 、 放 射 性 物質 に よ る 汚 染や 被 ば くを 伴う

傷病 者 等（そ れらの 疑 いの ある 者を 含 む 。 以下「 被 ば く傷 病 者 」 とい う。）

に関 し ては、 県へ搬 送 手段 を要 請し 、 原 子 力災害 拠 点 病院 へ 搬 送 する 。  

イ  原子 力災 害 拠点 病院は 、 原子 力 災害 医療 の 中 心と な っ て 機能 し 、被ばく     

傷病 者等を受 け入 れ 、以下 の診療 を 行 う。  

・全 身 の除染  

・汚 染創傷の 治療  

・汚 染状況及 び被 ば く線量 の測定  

・局 所被ばく 患者 、 高線量 被ばく 患 者 等の 治 療  

原子 力災害拠 点病院 は、高 度 の 専 門性が 要 求さ れ るため 、必要 に 応じ 、長

崎大 学等か ら 派遣さ れる原 子 力 災害 医 療派 遣 チ ー ム等の 指 導・助 言 を受けて

行う 。  

また 、原子 力災 害 拠点病 院 で対 応 で きない 場合は 、搬送 機 関と 連 携 し 、長

崎大 学等の 高 度被ば く医療 支 援 セン タ ー等 へ 搬 送 する。  

ウ  高度 被ば く 医療 支援セ ン ター は 、原 子力 災 害 拠点 病 院 で は対 応 困難な高

度専 門的な診 療及 び 支援等 を行う 。  

 ②  入院患 者の避 難  

入院 患者を抱 える医 療機関 は 、原 子力 災 害が 発 生 し、所在地 域 に対 し 避難

の指 示等が あ った場 合は、あ ら か じめ 定 めた 避 難 計 画 及び 県 による 避 難先調
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整 等に 基 づ き 、医 師 、 看護 師 、 職 員の 指 示 ・ 引 率 の も と 、 迅 速 か つ 安 全 に 、

入院 患者を 避 難させ る。その際 、搬 送 手 段の確 保等 、必 要 に 応じ て 、県に 対

し、 応援を 要 請する 。  

県は 、病 院等医療 機 関の 避 難 が 必 要と な った 場 合 は、原子力 災 害医 療 調整

官を 中心に 、県医 師会等 の 関係機 関 と 連 携し 、医療救 護 避 難 所を 設 置すると

とも に、入 院患者 の避 難先 とな る 医療 機 関 を調整 する 。また 、県内 の 医療機

関で は対処 で きない 場 合 は 、 近 隣 県 及 び 国 に 対 し 、 受 入 れ 協 力 を 要 請 す る 。  

なお 、県は 、入院 患者 の 搬 送 先 調整 を 行う に 当 たり、避難元 と なる 医 療機

関 の 所 在 地 域 と 当 該 地 域 の 避 難 住 民 が 避 難 す る 地 域 が な る べ く 同 一 と な る

よう 努める も のとす る。  

ア  ＵＰＺ内 の医 療 機関は 、入 院 患者 のう ち 重 篤 な患者 に ついて は 、県に

よ る 搬 送 先 調 整 の 結 果 を 踏 ま え た 避 難 先 指 示 及 び あ ら か じ め 作 成 し た

避 難 計 画 に 基 づ き 、 指 定 さ れ た 災 害 拠 点 病 院 へ 入 院 患 者 を 避 難 さ せ る 。 

     ま た、重篤 な 患者以 外 の 患 者に つい て は 、県 の 指 定す る 医 療 救護 避 難

所 に 一旦 避難 さ せた のち 、県に よ る 搬送 先 調整 の 結果を 踏 まえ た 避 難 先

指 示 及び あら か じめ 作成 し た避難 計 画に 基 づ き、指定さ れ た医 療 機 関 へ

入 院 患者 を避 難 させ る。  

 

 

 

 

 

イ  精神科 の 医療機 関 は、 県 に よ る搬送 先 調整 の 結 果 を踏 ま えた避 難 先指

示及 びあらか じめ作 成 し た 避難 計 画に 基 づ き 、 指定 さ れた医 療 機関 へ入

院患 者を避難 させる 。  

  ③  安定 ヨウ素 剤の服 用  

    県は 、原子力 災害対 策 指針を 踏 ま え 、原 子 力 規制委員 会 の判 断 に 基 づく国

の 指 示 又 は 独 自の 判 断 に よ り 、 安 定 ヨ ウ 素 剤 の 服 用 が 必 要 と な っ た 場 合 は 、

玄 海 町 、 唐 津 市、 伊 万 里 市 に 対 し 、 服 用 に 当 た っ て の 注 意 を 払 っ た う え で 、

住民 の安 全の た め、安 定ヨウ 素 剤を服 用する べ き 時 機及 び 服 用の 方 法を指示

する 。  

市は 、安定ヨ ウ素 剤 の服用 の 指示 が あ っ た 場合 又は 独 自の判 断 によ り 、あ

らか じめ 定め ら れた 配布計 画 に基 づ いて 安定 ヨ ウ 素剤 を 住 民 に速 や かに配布

し、 服用 を指 示 する ととも に 、県 と 連携 して ア レ ルギ ー 等 へ の対 処 体制を確

保に 努め るも の とす る。  

ア  ＵＰ Ｚに お いて は、全 面 緊急 事 態に 至っ た 後 に、 原 子 力 施設 の 状況や緊

急時 モニタリ ング 結 果等に 応 じて 、 一 時 移 転等 と併 せ て安定 ヨ ウ素 剤 の配

布・ 服用につ いて 、 原子力 規 制委 員 会 が 必 要性 を判 断 し、国 の 原子 力 災害

対策 本部が地 方公 共 団体を 通 じて 指 示 を 出 すた め、 対 象の住 民 等は 、 原則

とし てその指 示に 従 い服用 する。  

  ④  避難 退域時 検査  

国の 原子力災 害対 策 本部は 、 原子 力 災 害 対 策指 針を 踏 まえ、 避 難退 域 時検

【指定医療救護避難所】 

 ・佐賀県医療センター好生館看護学院（佐賀市） 

 ・ＳＡＧＡサンライズパーク（佐賀市） 

 ・産業技術学院（多久市） 
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査及 び簡 易除 染 等を 実施 す るよう 地 方公 共 団 体に 指示 す る 。  

県は 、避難指 示を 行 った市 町 及び 原 子 力 事 業者 と連 携 し、国 及 びそ の 他市

町の 協力 を得 な がら 、指定 公 共機 関 及び 原子 力 医 療協 力 機 関 の支 援 のもと、

住民 等が ＵＰ Ｚ 外へ 避難す る 際に 、 住民 等（ 避 難 輸送 に 使 用 する 車 両及びそ

の乗 務員 並び に 携行 物品を 含 む。 た だし 、放 射 性 物質 が 放 出 され る 前に予防

的に 避難 した 住 民を 除く 。）の 避 難退 域 時検査 及 び 検 査結 果 に応じ た ＯＩＬ に

基づ く簡 易除 染 （着 替え 、 拭き取 り ）等 を 行 うも のと す る 。  

なお 、避難退 域時 検 査場所 は 、あ ら か じ め 指定 して い る箇所 の うち 、 避難

等の 対象 とな る 住民 の避 難 経路上 又 はそ の 近 隣の 箇所 に 設 ける も のとす る 。  

また 、簡易除 染に よ っても OIL４ を 超え る住 民 等 は 、 搬送 手 段を確 保 し、

除染 が行 える 拠 点病 院等の 機 関で 除 染や 必要 な 処 置を 行 う 。 簡易 検 査によっ

ても 物品 等の 除 染の 基準を 超 える 車 両や 携行 物 品 は検 査 場 所 で一 時 保管等の

措置 を行 う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵  市の医療 対策  

市は 、県 医師会 及 び伊 万里・有田 地 区医 師 会 と 協 力し、指 定 避難 所 等にお け

る住 民の健康 管理に 配慮 す ると と も に、県 が行 う 避 難退域 時 検査 等 の 原子 力災

害医 療に協力 する。  

【指定避難退域時検査場所】 

 ・有田中央運動公園（有田町、国道 202 号） 

 ・歴史と文化の森公園隣接駐車場（有田町、国道 202 号） 

 ・旧山内庁舎（武雄市、国道 35 号） 

 ・白岩運動公園競技場（武雄市、国道 34 号） 

 ・杵藤クリーンセンター（武雄市、国道 498 号） 

 ・旧北方庁舎職員駐車場（武雄市、国道 34 号） 

 ・蟻尾山公園（鹿島市、国道 207 号） 

 ・多久市陸上競技場（多久市、国道 203 号） 

 ・佐賀県立森林公園（佐賀市、国道 207 号） 

 ・佐賀市富士支所（佐賀市、国道 323 号） 

 ・佐賀競馬佐賀場外発売所（佐賀市、国道 263 号） 

 ・基山総合公園（基山町、県道 17 号） 
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第１ ０節  学 校等、 病院 等 医療機 関 、社会 福祉施 設 等 にお け る 避 難等  

 

＜計画の目的＞ 

学校 等、病 院等 医 療機 関 、社 会福 祉施 設、不 特定多 数の 者 が 利用 す る施設 等 にお

いて は、あらか じめ指 定 避難所 、避 難 路 、誘 導責 任 者 及び避 難 方 法 等に つ い て作成

した 避難計画 に基づ き、避難 の ための 立 退 き の指 示 等が あ っ た場 合 には、迅 速 かつ

安全 に避難を 実施す る。  

なお 、避難の 実施に 当 たっ ては 、以 下 の 点 に留意 するも の とする 。  

ＵＰ Ｚ内につ いては 、Ｅ ＡＬ に基 づ き 、内 閣 総 理大 臣 が緊 急 事態宣 言 を発出 した

段階 で屋内退 避を行 うとと も に、ＯＩ Ｌ に 基 づき 、緊 急時モニ タ リン グ の 結 果等を

踏ま え、避難 等を行 うこと と してい る 。  

市は 、庁舎や 学校等の 所在地 が 避 難指 示 を受 け た 地 域に含ま れ る場 合 、あ ら かじ

め定 めた退避 先へ退 避する と ともに 、 その 旨 を 住 民等へ 周 知 す る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

学校 等   教育班   
学校等の施設管理者  
国立・私立の学校等の設置者等 

病院 等医療機 関   保健班 県 病院等医療機関の施設管理者  

社会 福祉施設   援護班 県 社会福祉施設の管理者 

不 特 定 多 数 の 者
が 利 用 す る 特 定
施設 等  

 統括班 教育班  
県 不特定多数の者が利用する特定
施設等の管理者 

行 政 機 関 、 学 校
等の 退避  

 統括班 情報班 教育班 県 学校等の施設管理者 

 

＜計画の内容＞ 

１． 学校等  

市内 に 所在す る公立 の学校 等 は 、生 徒等 の 在 校 時 に、原 子力災 害 が発 生 し 、避

難の ための立 退きの 指示等 が あった 場 合 は 、あ ら かじめ 定 め た 避難 計 画等に 基 づ

き、 教職員の 指示・ 引率の も と、迅 速 か つ 安全 に 生徒 等 を 避難 さ せる。  

生徒 等 を避難 させた 場合は 、市に 対 し、さ ら に、市教 育 委員会 又 は県 教 育 委員

会に 対し、速 やかに その旨 連 絡する 。  

市内 に 所在す る他の 国立、私立の 学 校も 、こ れ に準 じる も のと す る が 、連 絡 先

は、 市及び関 係機関 とする 。  

２． 病院等医 療機関  

市内 に 所在す る病院 等医療 機 関 は、原 子 力 災 害 が発 生 し 、避難 の ための 立 退き

の指 示等があ った場 合は、あら か じ め 機関 ごと に 定 め た避難 計 画等に 基 づき 、医
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師 、 看 護 師 、 職 員 の 指 示 ・ 引 率 の も と 、 迅 速 か つ 安 全 に 、 入 院 患 者 、 外 来 患 者 、

見舞 客等を避 難又は 他の医 療 機関へ 転 院 さ せた う え、県 及 び 市 に対 し 速やか に そ

の旨 連絡する 。  

避難 誘 導に当 たって は、担 送患 者と 独歩 患 者 と に区分し 、重 症者 、高齢 者、幼

児、 女性等を 優先し て行う 。  

必要 に 応じて 、他の 医療機 関 等 に対 し 、応 援 を 要 請する。  

県は 、病 院等医 療機関 の 避難が 必 要と な っ た 場 合は 、県 医師会 及 び関係 郡 市医

師会 等の関係 機関と 連携し 、入院 患 者の 転 院先と な る 医 療機 関 を調整 す る。ま た、

県内 の医療機 関では 転院に 対 処でき な い 場 合は 、近 隣 県及び 国 に対し 、受入 れ 協

力を 要請する ことと してい る 。  

３． 社会福祉 施設  

市内 に 所在す る社会 福祉施 設 は 、原子 力 災 害 が 発生 し 、避難の た めの立 退 きの

指示 等があっ た場合 は、あらか じ め 施 設ご とに 定 め た 避難計 画 等に基 づ き、職 員

の指 示・引 率のも と 、迅 速か つ安 全 に、入 所者 又 は 利用者 を 避 難 させ た う え、県

及び 市に対し 速やか にその 旨 連絡す る 。  

県は 、被 災施設 からの 転 所が県 内 の他 の 施 設 で は対 処 で き な い場 合 は 、近 隣県

に対 し、社会福 祉施設 等への受 入 れ協 力 を要請 す る 等 、避 難 先の 調 整 の ため 必 要

な支 援を行う ことと してい る 。  

４． 不特定多 数の者 が利用 す る特定 施 設等  

市内 に 所在す る不特 定多数 の 者 が利 用 する 特 定 施 設等は、原子 力 災害 が 発 生し 、

避難 のための 立退き の指示 等 があっ た 場 合 は、あ らかじ め 定 め た避 難 計画等 に 基

づき 、施設 職員の 指示のも と、迅 速 かつ 安 全に 施 設 の 利 用者 等 を避難 さ せ、その

他適 切な措置 を講じ る。  

５． 行政機関 、学校 等の退 避  

市は 、庁 舎や学 校等の 所 在地が 避 難指 示 を 受 け た地 域 に 含 ま れる 場 合 、あ らか

じめ 定めた退 避先等 へ退避 す るとと も に 、そ の旨 を 住 民 等へ周 知 する。な お、市

にお いては住 民等の 避難、学 校等 にお い ては 生 徒 等の避 難 を 優 先し た うえで 退 避

を実 施するも のとす る。私 立 の学校 等 に お いて も 、同 様 に 退避 を 実施す る 。  

市は 、行 政機関 や学校 等 の退避 に あた り 、防災 対 策に 必 要な資 機 材が当 該 庁舎

や学 校等に置 かれて いる場 合 は、防 災 関係 機関 へ 協 力 を要請 し 、当 該 資 機材 を 佐

賀土 木事務所 へ搬送 するも の とする 。な お、放 射 性 物 質 放出 後 は、搬 送を中 止す

る。  

市は 、災 害応急 対策を は じめと し て、退 避 後も 継 続す る 必要が あ る業務 に つい

ては 、退 避先にお いて継 続 して 実 施 す る もの と し、業 務継続 計 画（Ｂ Ｃ Ｐ）の 策

定に 努めるも のとす る。  

なお 、市は、区 域 内の一 部 が避難 指示を 受 け た地 域 に含 ま れ、か つ 庁 舎等 が当

該地 域に含ま れる場 合、当該 指示 を受 け てい な い 地域内 の 適 切 な施 設 におい て 必

要な 業務を継 続する 等、当該 指示 を受 け てい な い 地域に お け る 行政 サ ービス を 維

持す るものと する。  

 



- 74 - 

 

第１ １節  飲 料水、 飲食 物 の摂取 制 限等  

 

＜計画の目的＞ 

市は、県の指 示により 、地域 生産 物 の出荷 制限及 び 摂 取制 限に 必 要な措 置 を 講 じ

る。  

 ま た 、 市 は 、 県 等 の 指 示 に よ り 、 飲 料 水 、 飲 食 物 の 摂 取 制 限 、 農 林 水 産 物 の 採

取、 出荷制限 及びこ れらの 解 除に必 要 な措 置 を 講 じる。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

飲 料 水 、 飲 食 物
の摂 取制限  

 水道班    国 県 

農 林 畜 水 産 物 等
の 採 取 及 び 出 荷
制限  

 農政班 経済班 国 県 

飲 料 水 、 飲 食 物
の供 給  

 農政班 経済班 国 県 

 

＜計画の内容＞ 

１． 飲料水、 飲食物 の摂取 制 限   

市は 、原 子力 規制 委 員会 が定 めた 原 子 力 災害対 策指針 や 食品衛 生 法上 の 基 準値

を踏 まえた国 の指示 、要 請又 は県 の指 示 及び 放 射 性物質 に よ る 汚染 状 況調査 に 基

づき 、次表 の「 飲 食物 摂取 制限 に 関する 指 標」を 超え又 は 超 え るお そ れがあ る と

認め られる場 合は、汚 染水源の 使 用禁 止 、汚 染 飲 料水 の 飲 用 禁止 の 措 置 及び 汚 染

飲 食 物 の 放 射 性 核 種 濃 度 測 定 及 び 必 要 な 摂 取 制 限 等 必 要 な 措 置 を 講 じ る と と も

に、 その内容 につい て、住 民 への周 知 徹 底 及び 注 意喚 起 に 努め る 。  

飲食 物摂 取 制 限に 関 する Ｏ Ｉ Ｌ※ 1 

基準 の

種  類  
基準 の概要  初期 設 定値※ 2 防 護措置 の 概要  

飲食 物

に係 る

スク リ  

ーニ ン  

グ基 準  

OIL6 による 飲食物 の

摂取 制限を 判 断する 準

備と して、 飲 食物中 の

放射 性核種 濃 度測定 を

実施 すべき 地 域を特 定  

する 際の基 準  

0.5μ Sv/h※ 3（地

上 １ m で計測 し

た 場 合 の空間 放  

射 線 量率 ） ※ 4 

 

数 日 内を 目 途 に飲 食 物中

の 放 射性 核 種 濃度 を 測定  

すべ き 区域を 特 定。  

 

 

OIL6 

 

経口 摂取に よ る被ば く

影響 を防止 す るため 、

飲食 物の摂 取 を制限 す  

る際 の基準  

 

（ 別 表 を参照 ）  

 

 

１ 週 間内 を 目 途に 飲 食物

中 の 放射 性 核 種濃 度 の測

定 と 分析 を 行 い、 基 準を

超 え るも の に つき 摂 取制  

限を 迅 速に実 施 。  
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（別 表）  

核種 ※ 5 
飲 料 水  

牛 乳 ・ 乳製品  

野 菜 類、穀 類 、肉、  

卵、 魚 、 その 他  

放射 性ヨウ素  300Bq/kg 2,000Bq/kg※ 6 

放射 性セシウ ム  200Bq/kg 500Bq/kg 

プル トニウム 及び超 ウラン  

元素 のアルフ ァ核種  

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラ ン  20Bq/kg 100Bq/kg 

※ 1 国 際原子力 機関（ International Atomic Energy Agency。以 下 、「 Ｉ Ａ ＥＡ 」

と い う 。）  で は 、 OIL6 に 係 る 飲 食 物 摂 取 制 限 が 効 果 的 か つ 効 率 的 に 行 わ れ る

よう 、飲 食 物中の 放 射 性核 種 濃度の 測 定 が 開始さ れ る ま で の 間に 暫 定 的 に 飲食

物摂  取制限 を行う とと も に、広い 範 囲に お け る飲 食 物の ス クリー ニ ング 作 業を

実施 する地域 を設定 する た めの 基 準 である OIL3、そ の 測定 の た め の避 難 退域時

検査 基準であ る OIL5 が設 定さ れて い る。 た だ し、 OIL3 に つ い ては 、 IAEA の

現在 の出 版 物にお い て 空間 放 射線量 率 の 測 定結果 と 暫 定 的 な 飲食 物 摂 取 制 限と

の関 係が必ず しも明 確で な いこ と 、ま た、OIL5 に つ い ては 我 が 国 にお い て核種

ごと の濃度測 定が比 較的 容 易に 行 え ること から、 放 射 性核 種 濃 度 を測 定 す べき  

区域 を特定す るため の基準 で ある「 飲 食 物に 係 る避 難 退 域時 検 査基準 」を 定め  

る。  

※ 2「初期 設定値 」と は緊急 事 態当 初 に 用 いる OIL の値 で あり、地 上沈着 し た放  

射 性 核 種 組 成 が 明 確 に な っ た 時 点 で 必 要 な 場 合 に は OIL の 初 期 設 定 値 は 改 定   

され る。  

※ 3 実 効性を考 慮して 、計 測場 所の 自 然放 射 線 による バッ ク グラウ ン ドによ る  

寄与 も含めた 値とす る。  

※ 4 本 値は地上 1m で計測 した場 合 の 空間 放 射線 量 率 で ある。 実 際の適 用 に当  

たっ ては、空 間放射 線量率 計 測機器 の 設 置 場所 に おけ る 線 量率 と 地上 1m での  

線量 率との差 異を考 慮して 、 判断基 準 の 値 を補 正 する 必 要 があ る 。  

※ 5 そ の他の核 種の設 定の 必要 性も 含 めて 今 後 検討す る。そ の 際 、IAEA の GSG-2  

にお ける OIL6 の 値 を参 考と し て 数値 を 設定 す る 。  

※ 6 根 菜、芋類 を除く 野菜 類が 対象 。  

（出 典：原子 力災害 対策 指 針  表 ３ ）  

２． 農林畜水 産物等 の採取 及 び出荷 ・ 移動 制 限  

市は 、原子 力規制 委員会の 指導・助 言を 踏 ま え た県の指 示 に基 づ き 、農林 畜 水

産物 等の生産 者、出 荷機 関及 び市 場の 責 任者 等 に 県から の 指 示 内容 に ついて 周 知

する とともに 、下記 の措置 を 講じる よ う 指 示す る 。  

また 、県は、必 要 に応じ て 、出 荷 機関 及 び 市場 等 にお い て産地 名 等の 調 査 を実

施す る。  

⑴  農作物の 作付け 制限  

⑵  農林畜水 産物等 の採取 、 漁獲の 禁 止  

⑶  農林畜水 産物等 の出荷 ・ 移動制 限  

⑷  肥料・土 壌改良 資材・ 培 土及び 飼 料 の 施用 ・ 使用 ・ 生 産・ 流 通制限  



- 76 - 

⑸  その他必 要な措 置  

市、県及び 県内の 市町は、上記 の 措置の 内 容 に つい て、住 民 への 周 知 徹底 及 び

注意 喚起に努 める。  

市は 、県 及び県 内の市 町 と協力 し 、制 限 物 品が 流 通し た 場合に 住 民等か ら 通報

を受 ける体制 を整備 すると と もに、必 要に 応じ て 、店頭 等 に おい て 制 限 物品 が 流

通し ていない か調査 を行う 。  

３． 飲料水、 飲食物 の供給  

市は 、飲 食物の 摂取制 限 等の措 置 を指 示 し た と きは 、必 要に応 じ て市地 域 防災

計画 第２編風 水害対 策及び 第 ３編地 震・津 波災 害 対 策 に基づ い て、住 民 への 応 急

給水 等の措置 を講じ る。  

県は 、飲 食物の 摂取制 限 等の措 置 を市 に 指 示 し た場 合 に お い て、市から 支 援の

要請 があった 場合又 は自ら 必 要と認 め た 場 合は 、県地域 防 災 計 画第 ２ 編風水 害 対

策及 び第３編 地震・津 波災害対 策 に基 づ いて、市 の措 置 が 円 滑に 実 施 さ れる よ う

必要 な措置を 講じる 。  
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第１ ２節  緊 急輸送 活動  

 

＜計画の目的＞ 

市、 県、県警 察、消 防 機関 及び その 他 防 災 関係機 関は、 緊 急輸送 活 動を行 う 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

緊急 輸送活動   統括班   国 県 県警察 

緊 急 輸 送 の た め
の交 通確保  

庶務・土木班 統括班 総務班  国 県 県警察 

 

＜計画の内容＞ 

１． 緊急輸送 活動  

⑴  緊急輸送 の順位  

市は 、県、県警 察 、消防 機 関 及 びそ の他 防 災 関 係機関と 連 携し 、緊 急輸 送の

円滑 な実施を 確保す るた め 必要 が あ ると認 めると き は 、次 の 順位 を 原 則と して

調整 するもの とする 。  

第１ 順位  救 助、救 急活 動 に必要 な 輸送  

第 ２ 順 位  避 難 者 の 輸 送 （ Ｐ Ａ Ｚ  な ど 緊 急 性 の 高 い 区 域 か ら の 優 先 的 な 避

難 ）、 災 害 状 況 の 把 握 ・ 進 展 予 測 の た め の 専 門 家 ・ 資 機 材 の 輸 送   

第３ 順位  緊 急事態 応急 対 策を実 施 する た め の要 員、 資 機 材の 輸 送  

第４ 順位  住 民の生 活を 確 保する た めに 必 要 な物 資の 輸 送  

第５ 順位  そ の他緊 急事 態 応急対 策 のた め に 必要 な輸 送  

⑵  緊急輸送 の範囲  

緊急 輸送 の範 囲 は以 下の も のとす る 。  

①  避難者、 負傷者 等  

②  救助・救 急活動 、 医療 ・救 護 活 動に 必 要な 人 員 及び資 機 材  

③  緊急事態 応急対 策要員（国 現 地 対策 本 部要 員 、合同対 策 協議会 構 成員 、県

現地 災害対策 本部 要 員、国の 専 門 家 、緊急 時 モ ニタリ ン グ要 員 、情報 通信

要員 等）及び 必要 な 資機材  

④  コンクリ －ト屋 内退避 所 、指 定避 難 所等 を 維 持・管 理す る た めに 必 要 な 人

員、 資機材  

⑤  食料、飲 料水等 生命の 維 持に必 要 な 物 資  

⑥  その他緊 急に輸 送を必 要 とする も の  

⑶  緊急輸送 体制の 確立  

①  緊急輸送 活動の 実 施  

市は 、県及び 防災 関 係機関 と 連携 し 、 輸 送 の優 先順 位 、輸送 手 段の 確 保状

況、 交通 の混 雑 状況 等を 勘 案し、 円 滑に 緊 急 輸送 活動 を 実 施す る 。  

②  輸送手段 の確保  

市、 防災関係 機関 は 、自ら 保 有す る 車 両 等 を使 用し 、 又は供 給 可能 な 関係
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業者 等か ら調 達 し、緊急輸 送 を 行 うの に 必要 な 車 両等の 輸 送 手段 を 確 保 する。 

市は 、必要な 輸送 手 段を確 保 でき な い 場 合 、県 に対 し て、そ の 調達 又 はあ

っせ んを 要請 す る。  

③  合同対策 協議会 で の応 援要 請  

市及 び県は、 上記 ② によっ て も人 員 、 車 両 等が 不足 す るとき は 、合 同 対策

協議 会の 場に お いて 、人 員 及び車 両 等の 確 保 に関 する 支 援 を要 請 する。  

２． 緊急輸送 のため の交通 確 保  

⑴  緊急輸送 のため の交通 確 保の基 本 方 針  

市及 び県警察 は、緊急 輸送 に か かる 交 通を 確 保 するた め 、被害の 状 況、緊 急

度及 び重要度 を考慮 して 緊 急交 通 路 の指定 その他 の 交 通規 制 等 を 行う 。  

なお 、交 通規制 に 当た って は 、合 同 対策 協 議 会 等 におい て 、相互 に 密接な 連

絡を とるもの とする 。  
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第１ ３節  救 助・救 急活 動  

 

＜計画の目的＞ 

市、 県、県警 察、消 防 機関 及び その 他 防 災 関係機 関は、 そ の役割 に 応じて 救 助・

救急 活動を実 施する 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

救助 ・救急活 動  警防班 統括班  国 県 県警察 消防本部 

 

＜計画の内容＞ 

１． 救助・救 急活動  

⑴  救助・救 急活動 の実施  

市、消防 機関は 、救 助す べき者 の 把握に 努 め 、その 他 防 災 関係 機 関との 連 携

のも とに救助 活動を 行う 。  

消防 機関は、 傷病 者 が発生 し た場合 は迅速 に 医 療 機関に 搬 送する 。  

⑵  応援の要 請  

消防 機関は、災 害の状 況 等から 必 要と 認 め ら れる場合 は 、市を 通 じて、県 に

緊急 消防援助 隊の応 援要 請 、あ る い は自衛 隊の災 害 派 遣の 要 請 を 要求 す る 。  

⑶  消防庁、 自衛隊 等への 応 援要請  

県は 、救 助・救急 活 動に ついて 応 援要請 が あ っ たとき 、又 は自 ら 災害の 状 況

等か ら必要と 認めら れる と きは 、次 の 事項 を 明ら か に して、緊 急 消防 援 助隊の

応援 を消防庁 に、ある いは自衛 隊 に応 援 を要 請 す る と とも に 、そ の 結 果 を要請

した 市に連絡 する。  

この 場合、必 要と さ れる資 機 材は応 援側が 携 行 す ること を 原則と す る。  

①  災害の状 況及び 応 援要 請の 理 由 、応 援 の必 要 期 間  

②  応援要請 を行う 救 助・ 救急 活 動 の種 別 と人 員  

③  応援要請 を行っ た 市へ の進 入 経 路及 び 集結 （ 待 機）場 所  



- 80 - 

 

第１ ４節  文 教対策 計画  

 

＜計画の目的＞ 

市 は 、 原 子 力 災 害 に お け る 生徒 等 の 安 全 を 確 保 す る と と も に 、 学 校 施 設 の 復 旧 、

応急 教育の円 滑な実 施を図 り 、学校 教 育の 早 期 回 復に努 め る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

生 徒 等 の 安 全 確
保措 置  

 教育班 国立・私立の学校等の設置者等 

学 校 施 設 の 応 急
復旧  

 教育班 国立・私立の学校等の設置者等 

応急 教育の実 施   教育班 国立・私立の学校等の設置者等 

避 難 所 と な る 場
合の 対応  

 教育班 国立・私立の学校等の設置者等 

 

＜計画の内容＞ 

１． 生徒等の 安全確 保措置  

⑴  臨時休業 等の措 置  

学校 等は、原子 力災害 が 発生し た とき は 、生 徒等 の安 全 確保の た め、状 況 に

応じ て臨時休 業等の 措置 を 行う も の とする 。  

⑵  登下校で の措置  

学 校 等 は 、 原 子 力 災 害 が 発 生 し た と き は 、 危 険 区 域 の 把 握 を 行 っ た う え で 、

通学 経路の変 更、集 団登 下 校等 の 措 置を行 う。  

⑶  屋外活動 制限等 の措置  

学校 等は、原子 力災害 の 発生に 伴 い必 要 と な った場合 は 、校庭・園 庭等 で の

屋外 活動制限 等の措 置を と るも の と する。  

２． 学校施設 の応急 復旧  

⑴  被害状況 の把握 、連絡  

市立 の学校等 は、原子 力災 害 発 生後 、市 に 対 し 、学 校施 設 の 汚染 状 況につ い

て調 査を依頼 する。  

市 立 の 学 校 等 は 、 そ の 調 査 結 果 を 、 市 に 対 し 連 絡 す る 。 連 絡 を 受 け た 市 は 、

県に 対し、速 やかに その 内 容を 連 絡 する。  

他の 国立、県立 、私 立の 学校等 も 同様に 、学 校施設 の 汚 染 状況 に ついて 調 査

する 。そ の結果 につ い て は、設 置 者 等へ 連絡 すると と もに、市 及びそ の 他必要

な機 関に対し 、連絡 する 。  

⑵  応急復旧  

市は 、県 と協力 し 、市立 の 学 校 等や その 通 学 路 等の汚染 状 況を 調 査 し 、学 校

運営 に著しく 支障と なる 場 合及 び 汚 染の拡 大が予 測 さ れる 場 合 は 、早 急 に、関

係 機 関 と 連 携 し 、 放 射 性 物 質 に 汚 染 さ れ た 物 質 の 除 去 及 び 除 染 作 業 に 努 め る 。 

国立 、県立、私 立 の学 校等 の 設 置者 等 も同 様 に 、必要に 応 じて 、放 射性 物質
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に汚 染された 物質の 除去 及 び除 染 作 業に努 める。  

３． 応急教育 の実施  

学校 等 並びに 市、県 及び国 立 、私 立 の学 校 等の 設 置 者等は 、原子 力 災害 に よ り、

学 校 施 設 が 被 災 し た 場 合 又 は 指 定 避 難 所 と し て 被 災 者 が 避 難 し て き た 場 合 に も 、

次に より応急 教育を 実施す る 。  

避難 者 を収容 してい ても、 で き るだ け 早く 授 業 再 開ができ る よう 努 め る。  

⑴  応急教育 の実施 場所  

第１ 順位  地 域 内の 小・ 中 学校 及 び 高等学 校  

第２ 順位  地 域 内の 幼稚 園 、公 民 館 、集会 場等の 公 共 施設  

第３ 順位  地 域 外の 学校 又 は公 民 館 等の公 共施設  

第４ 順位  応 急 仮校 舎の 建 設  

⑵  応急教育 の方法  

①  生徒等、保 護者、 教職員、 学 校施設 等（設 備 を 含む ）及 び通 学 路 の被 害状

況を 把握する 。  

②  教職員を 動員し 、授 業 再開 に 努 める。  

③  応急教育 の開始 時期 及 び方 法 を 、生徒 等及び 保 護 者に 周 知 徹 底す る 。  

④  生徒等を 一度に 受け 入 れる こ と ができ ない場 合 は 、二 部 授業 又 は 他の 施設

を利 用した分 散授 業 の実施 に 努める 。  

⑤  生徒等の 在校時 及び 登 下校 時 の 安全の 確保に 努 め る。  

⑶  教職員の 確保  

市、県及 び国立 、私 立の 学校等 の 設置者 等 は 、原子 力 災 害 によ る 教職員 の 人

的被 害が大き く、教育 の実施に 支 障が あ る場 合 は 、学校 間 の 教職 員 の 応 援を図

ると ともに、 非常勤 講師 等 の任 用 等 により 教職員 の 確 保に 努 め る 。  

⑷  学用品の 調達、 給与  

①  教科書  

ア  市は 、県 が 被災 のため 補 給を 要 する 教科 書 に つい て 、 災 害救 助 法に基づ

く給 与である と否 と を問わ ず 実施 す る 教 科 書名 、被 害 冊数等 の 学校 ご と調

査に 協力する もの と し、県 は 、県 全 体 分 を まと め、 補 給を要 す ると 認 めら

れる 教科書の 冊数 等 を教科 書特約 供 給 所に 指 示す る 。  

ま た 、県 は、 こ のこ とを 文 部科学 省 に対 し 、 報告 す る 。  

イ  災害 救助 法 に基 づく教 科 書の 給 与は 、住 家 の 被害 等 に よ り教 科 書をそう

失又 はき損し 、就 学 上支障 の ある 小 学 校 児 童及 び中 学 校生徒 （ 特別 支 援学

校の 小学部児 童及 び 中学部 生 徒を 含 む ） に 対し て行 う もので あ り、 児 童生

徒の 学習に支 障を 生 じない よう迅 速 に 行う 。  

②  教科書以 外の学 用 品等  

災害 救助法が 適用 さ れた地 域 で、 住 家 の 被 害等 によ り 学用品 を そう 失 又は

き損 し、 就学 上 支障 のある 小 学校 児 童及 び中 学 校 生徒 （ 特 別 支援 学 校の小学

部児 童及 び中 学 部生 徒を 含 む。）に 対し て 、 必 要な学用 品 を支 給 す る 。  

≪支 給の対象 となる 学 用品 ≫  

ア  教材  

当 該 小 ・中 学 校に お い て有 効 適 切 な も の とし て 使 用 さ れて い る 教科 書以

外の 教 材（ 準 教 科 書 、 ワ ー ク ブッ ク 等） で 教 育 委 員会 に 届 出 又は 承 認を 受
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けて い るもの 。  

た だ し 、公 立 小・ 中 学 校以 外 の 小 ・ 中 学 校に つ い て は 、公 立 小 ・中 学校

が使 用 してい る教材 に 準じ る。  

イ  文房 具  

ノー ト、鉛筆 、消し ゴム、 ク レ ヨン 、 絵具 、 画 筆 、画 用 紙 、定 規 類  

ウ  通学 用品  

運動 靴、体育 着、傘 、カバ ン 、 長靴 類  

⑸  給食  

市は 、学校給 食用 物資 の補 給 に支障 がある 場 合 、県、国 立 、私立 の 学校 等の

設置 者等と連 絡をと り、 必 要な 措 置 を講じ る。  

学 校 給 食 施 設 が 避 難 者 炊 き 出 し 用 に 利 用 さ れ る 場 合 は 、 調 整 を 円 滑 に 行 い 、

給食 の実施に 努める 。  

⑹  保健衛生 の確保  

学校 等は、市 、県 と連 携し 、必 要に 応じ 、学 校 施 設内外 の 清掃、 飲 料水の 浄

化、 感染症の 予防措 置等 を 講じ る 。  

また 、必要に 応じ 、被 災生 徒 等 に対 し 、健 康 診 断、心の 相 談を実 施 し、保 健

衛生 の確保に 努める 。  

４． 指定避難 所とな る場合 の 対応  

公立 の 学校等 は、市か ら 要請が あ った 場 合 、学 校 施設 の 安全性 を 確認し た うえ

で、指定 避難所 を開設 し、学校の 防 災組織 体 制 の 役割 分 担 に より あ ら か じめ 指 定

され た職員が 、避 難 住民 等の 収容 をは じ めと し た 避難所 運 営 を 支援 す るもの と す

る。  

収容 場 所の開 設順序 として は 、[体 育 館  ⇒  特別 教 室  ⇒  普 通 教 室 ]の 順 序 で収

容を 行う。  

指 定 避 難 所 を 開 設 し た 場 合 は 、 速 や か に 開 設 ・ 収 容 等 の 状 況 を 、 市 と と も に 、

市教 育委員会 又は県 教育委 員 会へ報 告 す る 。  
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第１ ５節  核 燃 料 物 質 等 の 事 業 所 外 運 搬 中 の 事 故 に 対 す る 迅 速 か つ 円 滑 な 応 急 対 策  

 

＜計画の目的＞ 

市 は 、 市 域 内 に お い て 核 燃 料物 質 等 の 運 搬 中 の 事 故 に よ る 事 故 が 発 生 し た 場 合 、

県 と 相互 に 協 力 し て 事 故 の 状 況 把 握 に 努 め 、 事 故 現 場 周 辺 の 住 民 避難 の 指 示 な ど 、

必要 な措置を 講じる 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

応急 対策等   統括班 警防班 
国 県 県警察 海上保安部  
原子力事業者 消防本部 

 

＜計画の内容＞ 

１． 応急対策 等  

⑴  原子力事 業者等  

①  原子力 防 災管 理 者は、核燃 料 物 質等の 運搬中 の 事 故 によ る 施 設敷 地 緊急事

態発 見後又 は 発見の 通報を 受 けた場 合 、１ ５分 以 内 を目途 と して 、原子力 規

制 委 員 会 、 経 済 産 業 省 、 内 閣 府 ）、 県 、 事 故 発 生 場 所 を 所 管 す る 市 町 、 県 警

察、消防 機関 、海上 保安部 な ど 関係 機 関に 文 書 で 送 信す る 。さ ら に、主 要 な

機関 等に対 し ては、そ の 着信 を 確 認 するも の とし 、以 後、応急 対 策の活 動状

況等 を随時 連 絡する 。  

②  原子力 事 業者 等 は、直 ち に、携 行し た 防災資 機 材 を 用い て 立 入制 限 区域の

設定 、汚 染・漏 えい の 拡 大防 止 対 策 、遮 へ い対 策 、モ ニタ リ ング、消 火・延

焼 の 防 止 、 救 出 、 避 難 等 の 危 険 時 の 措 置 を 的 確 か つ 迅 速 に 行 う こ と に よ り 、

原子 力災害 の 発生の 防止を 図 るもの と し 、さら に 、直ち に 必要 な 要 員を 現場

に派 遣する と ともに 、必要 に 応 じ 、他の 原 子 力 事 業者に 要 員及び 資 機材 の派

遣要 請を行 う 。  

⑵  市及び県  

市は 、市域内 におい て 核燃 料物 質等 の 運 搬 中の事 故 に よ る 事故 が 発生し た 場

合、県と 相互に 協力し て事故の 状 況把 握 に努 め る と と もに 、国の 主 体 的 な指導

のも と、関係機 関と 連 携して 、事 故現場 周 辺 の住 民 避 難の指 示 など、必 要な措

置を 講じる。  

⑶  県警察  

事故 を認知し た最 寄 りの警 察 機関は 、事故 の 状 況把握 に 努 め ると と も に、事

故の 状況に応 じて、警 察 職員の 安 全 確 保を 図 りな が ら 、原子 力 事 業者 等 と協力

して 、人命救 助、避 難誘 導 、交 通 規 制等必 要な措 置 を 実施 す る 。  

⑷  消防機関  

事故 の通報を 受け た 最寄り の 消防機 関は、直 ちにそ の 旨 を 県に 報 告する と と

もに 、事 故の状 況の 把 握 に努 め 、事 故の 状況 に応じ て 、消防 職 員の安 全 確保を

図り ながら、原 子力事 業者等 と 協 力 して 、火 災 の 消 火 、救 助 、救 急 等 必 要な措

置を 実施する 。  
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第１６節  家畜等 の管理対 策計画  

 

＜ 計 画の 目 的 ＞  

 原 子力 災 害 に よ る 家 畜 等 の 被 害 を 最 小 限 に と ど め る た め 、家 畜 等 に 係 る 避 難 、防

疫 、 飼料 の 確 保 等 、 適 切 な 管 理 対 策 を 講 じ る 。  

＜ 計 画の 担 当 機 関 ＞  
 

計画の内容  市災害対策本部の 担 当班  担当防災関係 機関  

 避難対策   農政班   

 防疫   農政班   県  

 飼料の確保   農政班   県  

 家庭動物等の保護等   衛生班   県  
 

＜ 計 画の 内 容 ＞  

１ ． 避難 対 策  

  原子 力 災 害 の 発 生 時 、放 射性 物 質 の 影 響 の 恐 れ が あ る と き は 、家 畜の 管 理 者 に

対 し 、安 全 な 場 所 に 家 畜 を 避 難 さ せ る よ う 指 導 す る 。  

２ ． 防疫  

  家畜 伝 染 病 等 を 予 防 す る た め 、家 畜 防 疫 員 、家 畜 診 断 獣 医 師 等 で 編 成 す る 県 の

救 護 班に よ り 、 次 の 防 疫 活 動 が 実 施 さ れ る 。  

 ⑴  健 康 検 査 及 び 傷 病 家 畜 の 応 急 救 護  

 ⑵  畜 舎 等 の 消 毒  

 ⑶  家 畜 伝 染 病 の 予 防 注 射  

３ ． 飼料 の 確 保  

  家畜 の 飼 料 が 不 足 し、そ の 確 保 が 困 難 で ある 場 合 は 、県 に 要 請し 、必 要 数 量の

確 保 及び 供 給 の 要 請 を 行 う 。  

４ ． 家庭 動 物 の 保 護 等  

  原子 力 災 害 に よ る 被 災 の た め や む な く 放 置 さ れ た 犬 、猫 な ど の 家庭 動 物 等 に つ

い て 、佐 賀 県 獣 医 師 会 の 協 力 を 受 け 、一 時 的 な 保 護 や 新 た な 飼 主 へ の 譲 渡 等 の 措

置 を 講じ る 。  

 

              飼 料 の 確 保 計 画 図  

 
                                                    ▷保 有 飼 料 用 穀 物 の 放 出  

                   要 請             要 請  

                                  

要 請  

 

                                        ▷必 要 数 量 の確 保 ・ 供 給  

 

 

 

 

 関係農業団体 

飼料製造販売業者等 

 

伊  万  里  市  
 

 

県  
 

 

国  
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第１ ７節  災 害応急 対策 の 実施に 係 るタイ ムスケ ジ ュ ール  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、災害応 急対策 の 着手 時期 につ い て 定 めるも のとす る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

災 害 応 急 対 策 の
実 施 に 係 る タ イ
ムス ケジュー ル  

 統括班 各班 県 

 

＜計画の内容＞ 

１． 災害応急 対策の 実施に 係 るタイ ム スケ ジ ュ ー ル  

被災 地 の時間・空 間は有限 の資源 で ある た め 、原子 力災 害 発生 時・発 生後 の 各

段階 に応じた 前節ま でにお け る災害 応 急 対 策作 業 の優 先 順 位を 理 解し、行動 し な

けれ ばならな い。  

原子 力 災害発 生前か ら発生 時 、発 生 後 の 各段階 におい て 着手す べ き市 災 害 対策

本部 における 業務を 時系列 的 に示す と 次 の とお り であ る 。た だ し、そ の 災害 の 進

展状 況等によ り、柔 軟に対 応 を変え る 必 要 があ る こと に も 留意 が 必要で あ る。  
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原子 力災害 対 策に係 る 市災 対 本部の 応 急 対 策の着 手 時期  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急事態宣言に備え、避難等の準備をする時期】 

 

・施設敷地緊急事態発生の関係機関等への連絡 

・施設敷地緊急事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情

報等の連絡 

・防災資機材の調達 

・学校の避難準備 

・専門家の派遣要請 

 

全面緊急事態

段階（原災法 

１５条通報） 

 

警戒事態 

段階 

【体制構築や情報収集を行い、住民のための準備を開始する時期】 

 

・災害警戒本部の設置、現地事故対策連絡会議への職員派遣 

・警戒事態発生の関係機関等への連絡 

・警戒事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情報等の連

絡 

・平常時モニタリングへの協力 

・住民への情報伝達、問い合わせ窓口の設置 

 

情報収集事態

段階 

【玄海町で震度５弱又は震度５強の地震が発生した事態】 

 

・連絡体制の確立 

・情報収集事態発生の関係機関等への連絡 

・平常時モニタリングの継続（固定局稼働状況の確認等） 

 

施設敷地 

緊急事態 

段階 

【災害の発生に備えた警戒体制を整える時期】 

 

・災害対策本部及び現地災害対策本部の設置 

・施設敷地緊急事態発生の関係機関等への連絡 

・施設敷地緊急事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情

報等の連絡 

・緊急時モニタリングへの協力 

・自衛隊への災害派遣要請 

・住民への情報伝達、問い合わせ窓口の設置 

・専門家の派遣要請 
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全面緊急事態

段階 

（緊急 事態宣

言発出後） 

【住民避難など本格的な応急対策を実施する時期】 

 

・合同対策協議会への職員派遣 

・情報収集活動、応急対策活動情報、被害情報の連絡及び調整 

・原子力災害医療派遣チーム・緊急消防援助隊・警察災害派遣隊

等の派遣要請 

・屋内退避指示等 

・防災資機材の装備 

・防災業務関係者の被ばく管理 

【避難住民の安全確保と被災者の支援を開始する時期】 

 

・ＯＩＬに基づく屋内退避・避難等の指示、避難に資する情報収

集、避難状況の確認（外国人対策を含む） 

・避難路及び交通手段の確保、交通規制の実施 

・避難者への飲食物、生活必需品等の供給  

・原子力災害医療活動（原子力災害医療派遣チームの派遣要請、

医療従事者の派遣要請、高度被ばく医療支援センター等への搬

送、安定ヨウ素剤の服用指示、避難退域時検査） 

・緊急輸送手段の確保、交通規制等による交通の確保 

・ＯＩＬに基づく飲料水、飲食物の摂取制限、農林水産物の採取

及び出荷制限のための調査 

・風評被害に対する相談窓口の設置 

・治安の維持 

・災害救助法の適用  

・除染、廃棄物処理 など 

 

 

 

OIL に基づく 

避難指示等が

出された場合

（大量の放射

性物質が放出

された場合） 

 

大量の放射 

性物質放出 

が長期に及 

んだ場合 

【被災者の生活再建に向けた対策の時期】 

 

・警戒区域の設定 

・応急教育の実施、教育の再開 

・仮設住宅の建設、公営住宅等の提供等住居の確保 

・心のケアチームの編成・派遣、巡回健康相談、メンタルヘル

ス等の保健衛生 

・風評被害対策 

・家畜対策 

・義援物資・義援金の受入 

・健康管理対策 

・除染、廃棄物処理  など 
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第４章 災害復旧対策計画  

 
 
 

第１節  基本方針  

 

本章 は、原災 法第１５ 条第４ 項 の 規定 に 基づ き 、原 子 力 緊 急事 態 解 除 宣言 が 発出

され た場合の 原子力 災害事 後 対策を 中 心と し て い るが、これ 以 外 の 場合 で あ っても 、

原子 力防災上 必要と 認めら れ るとき は 、本 章 に示 し た 対策に 準 じ て 対応 す る ものと

する 。  

 

 

第２節  緊急事態 解除宣言 後の対応  

 

市は 、内閣総 理大臣が 原子力 緊 急 事態 解 除宣 言 を 発 出した場 合 にお い て も 、引き

続 き 存 置 さ れ る 現 地 対 策 本 部 及 び 原 子 力 被 災 者 生 活 支 援 チ ー ム と 連 携 し て 原 子 力

災害 事後対策 や被災 者の生 活 支援を 実 施す る も の とする 。  

 

 

第３ 節  原子 力災害 事後 対 策実施 区 域にお ける避 難 区 域等 の 設 定  

 

市は 、避 難指示 を行っ た場 合に は 、国及 び 県と 協 議 のう え、状況に 応 じて避 難区

域を 見直し、 原子力 災害事 後 対策を 実 施す べ き 区 域を設 定 す る も のと す る 。  

市は 、避難区 域等の設 定を見 直 し た場 合 には 、県に そ の 旨 の報 告 を 行 うも の とす

る。  
 
  

第４ 節  職員 の派遣 要請  

 

市長 は、災害 復旧対策 のため 必 要 と認 め ると き は 、指 定 行 政機 関 若 し くは 指 定地

方行 政機関に 対し、職 員の派 遣 を要請 し 、又は 内 閣 総 理大臣に 対 して 指 定 行 政機関

若し くは指定 地方行 政機関 の 職員の 派 遣に つ い て あっせ ん を 求 め るも の と する 。  

市長 は、災害 復旧対策 のため 必 要 と認 め ると き は 、指 定 行 政機 関 又 は 指定 地 方行

政機 関に対し 、放射線 による 人 体の障 が い の 予防 、診 断及び治 療 に関 す る 助 言その

他必 要な援助 を求め るもの と する。  
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第５ 節  放射 性物質 によ る 環境汚 染 への対 処  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、国、県、原 子力 事 業者、その他 防災関 係 機 関及 び市 民 と連携 し て、放 射性

物質 に汚染さ れた物 質の除 去 、除染作 業 等 、放 射 性 物 質による 環 境汚 染 へ の 対処に

つい て必要な 措置を 行うも の とする 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

除染 の実施  
 衛生班 庶務・土木班 港湾班 
教育班 

国 県 原子力事業者  

 

＜計画の内容＞ 

除染 作業は、土 壌、工作物 、道 路、河 川、湖 沼、海 岸 域、港 湾 、農用 地、森 林等

の対 象の中か ら 、 人 の 健 康 の 保 護 の 観 点 か ら 必 要 で あ る 地 域 を 優 先 的 に 実 施 す る 。 

また 、乳 幼児等 が放射 線の 影響 を 受 け やすい と され て い るこ と に 鑑み 、学校・幼

稚園・保育 所・公園 等 、子ど もの生 活 圏 を優 先 して 除 染 す る 等、妊 産婦 や 子 ども等

に十 分配慮す る。  

原 子 力 事 業 者 は 、 市 、 県 に 除染 等 に 必 要 な 防 災 資 機 材 を 貸 与 す る と と も に 、 市 、

県か らの要請 に基づ き原子 力 防災要 員 を派 遣 す る 。  

１． 除染の実 施  

市は 、県、その 他 防災関 係 機関及 び市民 と 協 力し 、避 難 指示が あ った 地 域 以外

に関 する除染 にあた っては 、主に 市町 村 にお け る 除染を 対 象 と して 国 が策定 し た

「除 染関係ガ イドラ イン」を参考 と し、国 や原子 力 事 業 者と も 連 携の う え、以 下

のと おり実施 する。  

なお 、避 難指示 があっ た 地域に 関 する 除 染 に つ いて は 、国等の 関 係機関 の 指示

に基 づいて対 応する 。  

⑴  線量が比 較的高 い地域 につい て は 、表 土 の 削 り取り 、建物 の 洗 浄 、道 路 側溝

等の 清 掃、枝 打ち及 び 落葉除 去等の 除 染 等、子 ど も の 生活環 境 の除 染 等 を行 う。 

線量 が比較 的 低い地 域につ い ても、周辺に 比 し て 高線量 を 示す箇 所 があ るこ

とか ら、子 ど もの 生 活環境 を中心と した対 応 を 行 う ｡ 

⑵  水 に よ る 洗 浄 以 外 の 方 法 で 除 去 で き る 放 射 性 物 質 は 可 能 な 限 り あ ら か じ め

除去 す る等、排水 によ る流 出先 へ の影 響 を 極力避 ける よ う配慮 す る。ま た、土

壌の 除 去を実 施する 際は、削 り取 る 土 壌 の 厚さ を 必要 最 小限に す る等、除去土

壌の 発 生抑制 に配慮 する。  

⑶  除 染 実施 の 際は 、飛 散 流 出 防 止 の措 置 、 悪 臭 ・騒 音 ・振 動 の 防 止 等 の 措 置 、

除去 土 壌の量 等の記 録等、周 辺 住民の 健康の 保 護 及び 生活 環 境 の保 全 への配 慮

に関 し 必要な 措置を とる。  

⑷  除 染 の実 施 前後 にお い て モ ニ タ リン グ を 行 い 、効 果 の確 認 を 行 う と と も に 、

除染 を 実施し た場所 が再度 放 射 性物 質 に汚 染 さ れ る場合に 備 え、除 染 実施後 に

おい て も必要 に応じ て定期 的 な モニ タ リン グ を 実 施する。  
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第６ 節  放射 性物質 の付 着 した廃 棄 物の処 理  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、国 、県及び 県内 の市 町並 び に原子 力 事業 者 と 連携 して 、原子 力 災害及 び除

染等 に伴い発 生した 放射性 物 質の付 着 した 廃 棄 物 の処理 を 実 施 す る。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

放 射 性 物 質 の 付
着 し た 廃 棄 物 の
処理  

 衛生班 農政班 水道班 国 県 原子力事業者  

 

＜計画の内容＞ 

１． 放射性物 質の付 着した 廃 棄物の 処 理  

市は 、県 及び県 内の市 町 と協力 し 、国 の 主 導の も とで 実 施され る 放射性 物 質の

付着 した廃棄 物の処 理につ い て、収 集、運 搬、一 時 的な保 管 等 、必要 な 協力を 行

うと ともに、摂 取制限 や出荷制 限 等の 対 象とな っ た 飲 食物や 農 林畜水 産 物等 、除

染に 伴い発生 した放 射性物 質 の付着 し た 廃 棄物 等 の適 切 な 処理 に ついて 、住 民 等

へ周 知徹底す る。放 射性物 質 の付着 し た廃 棄 物 の 収集、運 搬、保 管に 当 たって は 、

飛散 流出防止 の措置 、モニ タ リング の 実 施 、放 射 性物 質 の 付着 し た廃棄 物 の量・

運搬 先等の記 録、周 辺住 民の 健康 の保 護 及び 生 活 環境の 保 全 へ の配 慮 に関し 必 要

な措 置をとる 。  

市は 、県 及び県 内の市 町 と協力 し 、一 時 的 な保 管 に必 要 な場所 の 確保に 係 る協

力を 行うとと もに、国 に対し、放 射 性物質 の 付 着 した 廃 棄 物 を一 時 的 な 保管 場 所

から 搬送して 処理を 行う施 設 を確保 す る よ う要 請 する も の とす る 。  
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第７ 節  各種 制限措 置の 解 除  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、県 の指示 等に基 づき 、原 子 力災害 応 急対 策 と して 実施 さ れ た立 入 制限、交

通規 制、飲料水・飲 食物の 摂取制 限 及 び農 林 畜水 産 物 の 採取・出荷制 限 等の 各 種 制

限措 置の解除 を指示 する。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

各 種 制 限 措 置 の
解除  

 統括班 衛生班 農政班  
経済班 水道班 警防班 

国 県 県警察 消防本部 

 

＜計画の内容＞ 

１． 各種制限 措置の 解除  

市は 、緊 急時モ ニタリ ン グ等に よ る調 査 、国が 派 遣す る 専門家 等 の判断 又 は県

から の指示等 を踏ま えて、原子 力 災 害 応急 対策 と し て 実施さ れ た立入 制 限、交 通

規制 、飲料 水・飲 食物 の摂 取制 限 及び農 林 畜水 産 物 の採 取・出 荷制限 等 の各種 制

限措 置の解除 を関係 機関に 指 示する と と も に、 実 施状 況 を 把握 す る。  

県警 察 は、必 要に応 じて、 実 施 した 交 通規 制 の 解 除を行う も のと す る 。  
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第８ 節  復旧 に向け た環 境 放射線 モ ニタリ ング  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、県が実 施する 環 境モ ニタ リン グ に 協 力する 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

復 旧 に 向 け た 環
境 放 射 線 モ ニ タ
リン グ  

衛生班 情報班 統括班  国 県 原子力事業者  

 

＜計画の内容＞ 

１． 復旧に向 けた環 境放射 線 モニタ リ ング  

国、県、玄 海町、唐津 市 、伊万里 市、そ の 他 市町及 び原 子 力 事業 者 は、環 境放

射線 モニタリ ングに より、放 射線 量及 び 放射 線 物 質濃度 の 経 時 的な 変 化を継 続 的

に把 握する。  
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第９ 節  災害 地域住 民に 係 る記録 等 の作成 及び相 談 窓 口の 設 置 等  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、県 と協力 し、影 響調 査を 実 施する と とも に 、応 急対 策 の措置 状 況等を 記録

する 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

災 害 地 域 住 民 の
登録  

 調査班 援護班  県  

影響 調査の実 施   援護班  県  

災 害 対 策 措 置 状
況の 記録  

 庶務・土木班 農政班  県  

相談 窓口の設 置   総務班  原子力事業者  

 

＜計画の内容＞ 

１． 災害地域 住民の 登録  

市は 、住 民等が 災害時 に 当該地 域 に所 在 し た 旨 の証 明 を 行 う とと も に 、指 定避

難所 等におい てとら れた措 置 につい て 登 録 を行 う 。  

２． 影響調査 の実施  

市は 、必 要に応 じ庁舎 等 に相談 窓 口を 設 置 し 、住 民が 受 けた影 響 につい て 調査

する 。  

県及 び国は、 必要に 応 じ、 農林 水 産 業等 の 受け た 影 響につ い て調 査 す る。  

３． 災害対策 措置状 況の記 録  

市は 、県と 協力し、被災 地 の汚染 状況図 、応急 対 策措 置 及び事 後 対策 措 置 を記

録し ておくも のとす る。  

４． 相談窓口 の設置  

原子 力 事業者 は、相談 窓 口を設 置 する な ど 、速 や かに 被 災者の 損 害賠償 請 求等

への 対応のた め、必 要な体 制 を整備 し て 対 応す る 。  
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第１ ０節  風 評被害 等の 影 響の軽 減  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、原 子力災害 による 風評被 害 等 の影 響 を軽 減 す る ため、広報活 動 を実 施 す る 。 

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

風 評 被 害 等 の 影
響の 軽減  

 経済班 情報班  国 県  

 

＜計画の内容＞ 

１． 風評被害 等の影 響の軽 減  

市は 、国及 び県と 連携し、科学 的 根拠に 基 づ く 農林 水産 業 、地場 産 業 の産 品 等

の 適 切 な 流 通 確 保 及 び 観 光 地 の 安 全 性 の ア ピ ー ル の た め の 広 報 活 動 を 実 施 す る 。 

広報 活 動を実 施する に当た っ て は、国 外 へ の 広 報を 行 う 等 、国 外 からの 風 評被

害の 影響にも 留意す る。  

また 、県 は、農林水 産業、地場 産 業の商 品 、輸出 物 品 等 につ い て 、必要 な 場合

には 、放射性 物質汚 染検査 の 実施、 証 明 書 の発 行 等の 対 応 を実 施 する。  
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第１ １節  被 災中小 企業 等 に対す る 支援  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、必要に 応じ農林 水産業 者 等 に対 し 、復 旧 に必 要 な 資 金の 融 資 計 画の 促 進を

図る 。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

被 災 中 小 企 業 等
に対 する支援  

 経済班 農政班  国 県  

 

＜計画の内容＞ 

１． 被災中小 企業等 に対す る 支援  

市は 、国 及び県 と連携 し 、必 要に 応 じ 農 林 水産 業 者又 は 農林水 産 業者が 組 織す

る団 体に対し 、復旧 に必要 な 資金の 融 資 計 画の 促 進を 図 る 。  

また 、被災 農林水 産業者及 び中小 企 業等 に 対 す る 援助、助 成措 置 に つ いて 、被

災者 に広報す るとと もに、 相 談窓口 を 設 置 する 。  

県は 、国と 連携し て、必 要に応 じ 被災商 工 業 者 の復 旧を 図 るた め 、必 要 な 設 備

資金 、運転資 金の円 滑な調 達 を図る 。  
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第１ ２節  心 身の健 康相 談 活動  

 

＜計画の目的＞ 

市は 、国 からの放 射性物 質によ る 汚 染状 況 調査 や 、原 子力 災 害対策 指 針に 基 づ き 、

住民 等に対し 、放射線 被ばく へ の不安 等 に 関 する 相 談を 含 め 、心身の 健 康に 関 する

相談 活動を行 う。  

＜計画の担当機関＞ 
 

計画の内容  市  の  担  当  部  課  担 当防災関係機関  

心 身 の 健 康 相 談
活動  

 保健班 援護班 国 県 医師会 

 

＜計画の内容＞ 

１． 心身の健 康相談 活動  

市は 、国、県、県医 師 会及び 伊万里・有 田 地 区 医師 会 とと も に、住民 等 に対し 、

放射 線被ばく への不 安等に 関 する相 談 を 含 め、心 身の健 康 に 関 する 相 談活動 を 行

う。  

市は 、国、県及 び 防災関 係 機関と 連携し 、国か ら の放 射 性物資 に よる 汚 染 状況

調査 や、原子力 災害対 策指針に 基 づき 、住 民 の 被 ばく 線 量 を 把握 す る よ う努 め る

と と も に 、 住 民 を 対 象 と し て 、 必 要 に 応 じ 長 期 間 に わ た る 健 康 調 査 を 実 施 す る 。 

な お 、 放 射 線 の 影 響 を 受 け や す い 妊 産 婦 や 子 ど も 等 に つ い て 、 十 分 配 慮 す る 。 
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第５章 複合災害対策計画  

 
 
 

第１節  基本方針  

 

本章 は、東 日本 大 震災 を 踏まえ 、複合 災害（ 同時又 は連 続 し て２ 以 上の災 害 が発

生し 、そ れ らの 影 響が 複 合化す る こと に よ り 、被 害が 深 刻 化し、災 害応 急 対 応が困

難に なる事象 ）が発生 し、個別 の 災 害 のい ずれ も が 災 害対策本 部 設置 基 準 に 該当し

た場 合を想定 したも のであ る 。  

複合 災害時に も、本 計 画各 編に 掲げ る 予 防 対策の 実施を 前 提とし て 、応急 対 策・

復旧 対策を実 施して いくこ と となる が 、対 応 すべ き 業 務の増 大 に 伴 い要 員 の 確保が

課題 となるほ か、応 急対策 に おいて 、 交通 ・ 輸 送 網・通 信 網 の 寸 断、 電 気 ・ガ ス ・

水道 等のライ フライ ンの不 通 、災害 拠 点 施設・避 難 施設・病院 等 の 対 応拠 点 の 損壊、

防災 設備・機 材 の損壊 、要避難 者 数 の 増加 とい っ た 様 々な障害 や 問題 へ の 対 処が必

要と なるなど 、より 対応が 困 難とな る 状況 が 予 想 される 。  

これ を踏まえ 、本章に おいて は 特 に、応 急 対 策 に当 た る う えで の 体 制 及び 留 意点

を整 理するこ ととし 、これら 以 外の場 合 で あ って も 、防災上必 要 と認 め ら れ るとき

は、 本章に準 じて対 応する 。  

 
 
 

第２ 節  災害 予防対 策計 画  

 

各編 の災害予 防対策 計 画の 定め ると こ ろ に よる。  

ただ し、各 編の 予 防対 策 の実施 に 当 た って は、以 下の事 項 も 踏ま え 、複合 災 害の

発生 も考慮に 入れた 対策（要 員及 び 資 機材 の 不足 に 備 えた広 域 的 な 応援 体 制 や民間

団体 等との連 携・協 力関係 の 整備・ 充 実等 ） に 努 めるも の と す る 。  

 

第１  組織体 制等の 整備  

１．市は、災 害 対応に 当たる 要 員、資 機 材等 に つい て 、後発 災 害 の 発生 が 懸 念され

る場 合には、先 発災害 に多く を 動 員し 後 発災 害 に 不 足が生じ る など 、望ま し い配

分が できない 可能性 が ある こと に留 意 し つ つ、要 員・資機 材 の投入 判 断を行 うこ

とや 、外部か らの支 援 を早 期に 要請 す る こ とに配 慮する も のとす る 。  

２．市は、地 震 、津波 等に よ る大規 模 な自然 災害等 と の 複合 災 害 の 発生 に より、防

災活 動に必要 な人員 及 び防 災資 機材 が 不 足 するお それが あ ること を 想定し 、人材

及び 防災資機 材の確 保 等に おい て、国 、県 、指 定公 共 機関 及 び原子 力 事業者 と相

互の 連携を図 るもの と する 。  

 

第２  住民等 への的 確な情 報伝達体 制 の整 備  

 市 は、地震や 津波と 原 子力 災害 の 複 合災 害 にお け る 情報伝 達 体 制 を整 備 す るもの  

とす る。  
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第３ 節  災害 応急対 策計 画  

 

各編 の災害応 急対策 計 画の 定め ると こ ろ に よる。  

ただ し、複合 災害時に おいて は 、各編 の 災 害 応 急対 策 の 実 施に 当 た り 以下 の 点に

留意 するもの とする 。  

 

第１  災害応 急対策 実施に 当 たって の 基本 的 考 え 方  

複合 災 害時に は、一 つの 災害 が収 ま っ た 後にも 別の災 害 が継続 し た状 況 に なる

こと も想定さ れるた め、市 、県そ の 他の防 災関係 機 関 は 、災 害 対応 が 可能な 安 全

な施 設を確保 し、災 害応急 対 策に当 た る こ とを 基 本と す る 。  

災害 応 急対策 の実施 に当た っ て は、発 生 したそ れぞれ の 災害の 程 度や 被 害 の度

合い 、そ の進展 にかん が み、災害 応急 対策 の 実 施 に係る タ イ ムス ケ ジ ュ ール 表 に

記載 されてい る対策 につい て 、命 を守 る 観点 か ら の対策 を 優 先 して 行 うこと を 基

本的 な判断基 準とす る。  

ただ し 、複 合災害 時には、単一 の 災害時 に 比 べ 、より 情 報と 人 的 資源 が 不 足 し

た状 況となり 、対 応が困 難となる こ とが 想 定され る た め 、単 一 の災 害 時以上 に 市、

県そ の他の防 災関係 機関は 情 報収集 及 び 情 報共 有 に努 め る もの と する。  

 

第２  活動体 制  

各防 災 関係機 関は、複合 災害 時に 災 害 応 急対策 を迅速 か つ効果 的 に実 施 す るた

め、 以下の計 画によ りその 活 動体制 を 確 立 する 。  

１． 市の活動 体制  

⑴  方針  

市 は 、 複 合 災 害 時 に お い て 、 そ の 責 務 及 び 処 理 す べ き 業 務 を 遂 行 す る た め 、

災害 対策本部 等を設 置し 、必要 な 職 員 を動 員 配備 す る ことに よ り、迅 速 に活動

体制 を整備す る。  

⑵  設置基準  

各 編 の 災 害 対 策 本 部 設 置 基 準 に 該 当 す る 場 合 又 は 住 民 の 安 全 確 保 等 の た め

に 市 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 市 長 を 本 部 長 と す る 災 害 対 策 本 部 を 設 置 す る 。 

⑶  廃止基準  

災害 対策本部 の廃 止 基準は 、災害 ご とに 各 編 の 定 めると こ ろに よ る 。ただ し 、

住民 の安全確 保等の ため に 市長 が 必 要と認 めた場 合 は 、こ の 限 り では な い 。  

⑷  災害対策 本部の 組織、 配 備体制 等  

災害 対策本部 の組 織 、配備 体 制、所 掌 事務 は 、災害対策 本 部運 営 規 程（ 昭和

３８ 年災害対 策本部 訓令 第 １号 ）及 び 災害 対 策本 部 運 営要領（ 昭 和３ ８ 年災害

対策 本部訓令 第２号 ）の 定 める と こ ろによ る。  

 

第３  応急対 策活動 に係る 留 意点  

１． 情報の収 集  

複合 災 害時に は、市は 災 害対策 本 部に お い て 、ラ イフ ラ イン事 業 者から の ライ

フラ インの被 災状況 や県、道 路管 理者 等 から の 避 難路や 避 難 施 設に 係 る自然 災 害
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によ る被災情 報を早 急かつ 適 確に把 握・提 供す る と と もに、これ を 県 及 びそ の 他

の防 災関係機 関で共 有を図 る ものと す る 。  

２． 住民への 情報提 供、相 談 体制に 係 る留 意 点  

市 は ､県 と と も に 、 自 然 災 害 に よ る 情 報 伝 達 手 段 の 機 能 喪 失 、 広 報 が 伝 わ り に

くく なること または 広報車 の 走行に 支 障 を きた す こと が 想 定さ れ るとき は 、住 民

等 の 不 安 解 消 や 混 乱 の 防 止 の た め ､問 い 合 わ せ 窓 口 を 増 設 す る と と も に 、 広 報 媒

体や 回数の増 加する 等によ り 、被 災の 状 況等 に つ いてあ ら ゆ る 媒体 を 活用し て 広

報に 努めるも のとす る。  

３． 避難等の 防災活 動  

市は 、１ により 収集し た 情報に 基 づき 、道 路の 遮 断や 障 害物に よ る道路 幅 の減

少 等 が 想 定 又 は 確 認 で き る と き は ､各 道 路 管 理 者 と 協 力 し ､代 替 避 難 路 を 速 や か

に確 保する ｡ 

また 、県 にお いて は ､収集し た情報 の 状 況を 勘 案し ､海 上 輸送 や ヘリ輸 送 等も含

めた 搬送手段 の調整 を速や か に行う も の と し、そ の う えで、あ らか じ め定め た 避

難計 画に関わ らず、代替 とな る安 全な 避 難路 や 避 難施設 に お い て避 難 等の防 護 対

策を 行うもの とする 。  

その 際 、市は ､自然災 害によ る 家屋の 倒 壊 等 の危 険 性が 想 定 され る ときは ､避難

誘導 その他の 防護対 策にあ た り十分 留 意 す る ｡また、家屋の倒壊等により、屋内退避が

実施できない場合は、屋内退避実施可能な近隣避難所へ退避する旨の情報伝達を行うものとす

る。 

市は ､複 合災害時 には 、単独 災 害の場 合に比 べ 、防 護対 策 に関す る 意思決 定 を、

情報 と人的資 源が不 足した 状 況であ っ て も 遅滞 な く行 う 必 要が あ ること か ら、予

防的 措置とし ての避 難等を 初 期段階 で 検 討 する 。  

なお 、広 域避 難が 必 要と なる 大規 模 な 原 子力災 害を含 む 複合災 害 時に お け る避

難施 設につい ては、県 が市町、そ の 他の防 災 関 係 機関 等 か ら 収集 し た 避 難路 の 状

況 や 避 難 施 設 の 安 全 又 は 原 子 力 災 害 以 外 の 災 害 に 係 る 指 定 避 難 所 と し て の 使 用

状況 に基づき 、市 に対し 、代 替 となる 避難路 や 避 難施 設 につ い て示す も のと す る。 

４． 防災設備 ・機材 の損壊 時 の対応 に 係る 留 意 点  

⑴  緊急時モ ニタリ ング体 制  

市は 、自 然災害 に よる 固定 型 モ ニタ リ ング ポ ス トが被 災 し た 場合 、県の 指示

に基 づき、可搬 型モニ タリング 機 器等 の 代替 測 定 機 器 の設 置 や修理 等 、必要な

対応 を取るも のとす る。  

⑵  その他の 医療・ 救助・ 救 急・消 火 活 動 体制  

医療 、救助・救急 及 び 消 火活動 に つい て 、自 然 災害に よ り、必 要 な要員 又は

資機 材の不足 が生じ た場 合 又は 生 じ る恐れ がある 場 合 には 、市は 県 内 市町 を始

めと した相互 及び関 係団 体 等と の 協 力によ り、そ の 体制の 確 保を 図 る もの とす

る。  

５． 緊急輸送 活動  

市は 、１ により 収集し た 情報に 基 づき 、道 路の 遮 断や 障 害物に よ る道路 幅 の減

少 等 が 想 定 又 は 確 認 で き る と き は ､各 道 路 管 理 者 と 協 力 し ､代 替 輸 送 路 を 速 や か

に確 保する ｡ 

ま た 県 に お い て は ､こ れ ら の 状 況 を 勘 案 し ､海 上 輸 送 や ヘ リ 輸 送 等 も 含 め た 輸
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送手 段の調整 を速や かに行 う ｡ 
 
 

第４ 節  災害 復旧計 画  

 

各編 の災害復 旧計画 の 定め ると ころ に よ る 。  

 

 


